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2021年4月1日

１．障害福祉制度をとりまく状況
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       身体障害者（児）       知的障害者（児）          精神障害者 

      404．3万人          １11.6万人            ６０２．７万人 
 

 

 

６５歳未満の者（２７％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳未満 

の者 

（８５％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳未満の者（６３％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（７３％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（３７％） 
 

６５歳以上 

の者 

（１５％） 

 

（在宅・施設別）
障害者総数 １１５２．８万人（人口の約９．３％）

うち在宅 １１０６．３万人（９６．０％）

うち施設入所 ４６．５万人（ ４．０％）

身体障害者（児）      知的障害者（児）         精神障害者 

４２３．０万人        １２６．８万人           ６０３．０万人 
 

 

 

 

 

 

 

 

在宅身体障害者（児） 

４１５．９万人（９８．３％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅 

知的障害

者（児） 

１１４．０万

人 

（８９．９％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅精神障害者 

５７６．４万人（９５．６％） 
 

 

施設入所知的

障害者（児） 

１２．８万人 

（１０．１％） 

入院精神障害者 

２６．６万人（４．４％） 施設入所身体障害者（児） ７．１万人（１．７％） 

 

（年齢別）

６５歳未満 ５２％

６５歳以上 ４８％

○ 障害者の総数は１１５２．８万人であり、人口の約９．３％に相当。
○ そのうち身体障害者は４２３．０万人、知的障害者は１２６．８万人、精神障害者は６０３．０万人。

障害者の数（推計）

出典 在宅身体障害者（児） 及び在宅知的障害者（児）：厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（令和４年）、施設入所身体障害者（児）及び施設入所知的障害者（児）：厚生労働省「社会
福祉施設等調査」 （令和３年）等、在宅精神障害者及び入院精神障害者：厚生労働省「患者調査」（令和５年）より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成

※在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は、障害者手帳所持者数の推計。このため、障害者手帳非所持で障害福祉サービス等を利用している者は含まれていない。

※施設入所身体障害者（児） 及び施設入所知的障害者（児）には高齢者施設に入所している者は含まれていない。

※年齢別の身体障害者（児）及び知的障害者（児）数は在宅者数（年齢不詳を除く）で算出し、精神障害者数は在宅及び施設入所者数（いずれも年齢不詳を除く）で算出。

※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である（各種別ごとの人数を単純に合計）。

※令和２年から患者調査の総患者数の推計方法を変更している。具体的には、再来外来患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変
更している（平成29年までは31日以上を除外していたが、令和２年からは99日以上を除外して算出）。
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利用者数の推移（６ヶ月毎の利用者数推移）（障害福祉サービスと障害児サービス）

〇令和６年１２月→令和７年１２月の伸び率・・・・ ５.９%

（単位：万人）

(令和７年１２月の利用者数)
このうち 身体障害者の伸び率…… １．７％ 身体障害者…… ２３．８万人

知的障害者の伸び率…… ２．４％ 知的障害者…… ４７．３万人
精神障害者の伸び率…… ９．８％ 精神障害者…… ３９．３万人
障害児の伸び率 …… ８．０％ 難病等対象者… ０．６万人（5,958人）

障害児 …… ６４．９万人（※）
（※障害福祉サービスを利用する障害児を含む）
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4,622億円
5,090億円

5,228億円
5,873億円

6,498億円
7,582億円

8,376億円

9,215億円
9,475億円

9,850億円

10,542億円

11,148億円
11,885億円

12,578億円
13,111億円

13,859億円

14,728億円

15,651億円

16,531億円

18,145億円

507億円
495億円

478億円
557億円

560億円

522億円
625億円

840億円
1,055億円

1,395億円
1,778億円

2,320億円

2,810億円
3,420億円

3,835億円
4,256億円

4,483億円

4,690億円

4,871億円

5,148億円

障害児措置費・給付費（義務的経費）

自立支援給付費等（義務的経費）

障害福祉サービス関係予算額は１９年間で約４．５倍に増加している。

5,129億円

5,585億円
（+8.9%）

5,706億円
（+2.2%）

6,430億円
（+12.7%）

7,058億円
（+9.8%）

8,104億円
（+14.8%）

9,001億円
（+11.1%）

（億円）

障害福祉サービス等予算の推移

10,055億円
（+11.7%）

10,530億円
（+4.7%）

11,244億円
（+6.8%）

12,319億円
（+9.6%）

13,468億円
（+9.3%）

14,695億円
（+9.1%）

15,998億円
（+8.9%）

16,946億円
（+5.9%）

18115億円
（+6.9%）

19,211億円
（+6.1%）※ 令和５年度からはこども家庭庁計上（■）

20,341億円
（+5.9%）

21,402億円
（+5.2%）

23,293億円
（+8.8%）
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障害福祉サービス等の総費用額の推移

※ 国保連データから作成。
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19.3 19.4
19.7

20.1

21.3

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一人当たり費用額(月額平均)の推移（万円）

障害者・障害児

近年の障害福祉サービス等の総費用額の動向

近年の障害福祉サービス等の総額の動向をみると、持続的に伸び続けているが、特にR5→R6年度にかけて急伸（12.1%）。

この間の総額、利用者数、一人当たり費用額の動きは下図のとおり。

2.4
2.6

2.7
2.9

3.3

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

総費用額の推移（兆円）

障害者 障害児

91 95 98 103 107 

37 42 46 
52 56 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

平均利用者数(１ヶ月平均)の推移（万人）

障害者 障害児

7.6%

9.1%

12.1%

7.7%

6.2%
6.7% 5.8%

6.7%

1.3%
2.2%

6.0%

0.9%

（出典）国保連データ 7



R5→R6年度の主なサービスごとの年間総費用額の推移と伸び率

⚫ 年間総費用額全体に占める割合が１％以上のサービス類型について、R5年度からR6年度にかけての年間総費用額の伸び幅・伸び率は

以下のとおり。

年間総費用額と伸び幅・伸び率 サービスごとの年間総費用額と伸び率の比較（イメージ）

10.1%

14.5%
14.9%

2.3%

5.6%

16.5%

13.2%

7.2% 4.6%

20.1%

14.3% 14.9%

R5年度 R6年度 伸び率

(R5→R6)

年間総費用額（億円） 伸び幅
(R5→R6)

伸び率
(R5→R6)R5年度 R6年度

居宅介護 2,600 2,863 263 10.1%

重度訪問介護 1,417 1,622 205 14.5%

短期入所 511 586 76 14.9%

療養介護 697 713 16 2.3%

生活介護 8,602 9,085 483 5.6%

施設入所支援 2,124 2,475 351 16.5%

共同生活援助 4,163 4,712 548 13.2%

就労移行支援 800 858 57 7.2%

就労継続支援Ａ型 1,792 1,875 83 4.6%

就労継続支援Ｂ型 5,242 6,294 1,052 20.1%

児童発達支援 2,388 2,728 341 14.3%

放課後等デイサービ
ス

5,306 6,098 792 14.9%

障害者 29,234 32,548 3,315 11.3%

障害児 8,067 9,261 1,194 14.8%

全体 37,300.7 41,809.8 4,509 12.1%

（出典）国保連データ
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障害福祉サービス等におけるサービス種類別にみた総費用額及び構成割合

出典：国保連データ

※端数処理の関係で内訳の合計は総数に一致しない。

金額 比率
合計 41,810 100.0%
居宅介護 2,863 6.8%
重度訪問介護 1,622 3.9%
短期入所 586 1.4%
療養介護 713 1.7%
生活介護 9,085 21.7%
施設入所支援 2,475 5.9%
共同生活援助 （介護サービス包括型) 3,905 9.3%
就労継続支援Ａ型 1,875 4.5%
就労継続支援Ｂ型 6,294 15.1%
就労移行支援 858 2.1%
計画相談支援 538 1.3%
児童発達支援 2,728 6.5%
放課後等デイサービス 6,098 14.6%
その他 2,170 5.2%

同行援護 241 0.6%

行動援護 253 0.6%

重度障害者等包括支援 5 0.0%

自立生活援助 3 0.0%

共同生活援助（外部サービス利用型) 151 0.4%

共同生活援助（日中サービス支援型） 655 1.6%

宿泊型自立訓練 48 0.1%

自立訓練(機能訓練) 29 0.1%

自立訓練(生活訓練) 265 0.6%

就労移行支援（養成施設） 1 0.0%

就労定着支援 74 0.2%

地域移行支援 3 0.0%

地域定着支援 6 0.0%

障害児相談支援 230 0.6%

医療型児童発達支援 4 0.0%

居宅訪問型児童発達支援 4 0.0%

保育所等訪問支援 86 0.2%

福祉型障害児入所施設 56 0.1%

医療型障害児入所施設 56 0.1%

令和６年度
総費用額（億円）

居宅介護
6.8%

重度訪問介護

3.9%
短期入所
1.4%

療養介護
1.7%

生活介護
21.7%

施設入所支援

5.9%

共同生活援助

（介護サービス包括型)
9.3%

就労継続支援Ａ型
4.5%

就労継続支援Ｂ型
15.1%

就労移行支援
2.1%

計画相談支援

1.3%

児童発達支援

6.5%

放課後等デイサービス
14.6%

その他
5.2%

居宅介護 重度訪問介護 短期入所 療養介護

生活介護 施設入所支援 共同生活援助

（介護サービス包括型)

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型 就労移行支援 計画相談支援 児童発達支援

放課後等デイサービス その他
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障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た利用者数の推移（各年度月平均）

注：その他は、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、共同生活援助（外部サービス利用型、日中サービス支援型）、宿泊型自立訓練、
自立訓練（機能訓練、生活訓練）、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、医療型児童発達支援、
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の合計である。

出典：国保連データ
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障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た事業所数の推移（各年度月平均）

注：その他は、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、共同生活援助（外部サービス利用型、日中サービス支援型）、宿泊型自立訓練、
自立訓練（機能訓練、生活訓練）、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、医療型児童発達支援、
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の合計である。

出典：国保連データ
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総費用額の推移（年度合計）
障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た総費用額の推移（各年度合計）

（単位：億円）

注：その他は、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、共同生活援助（外部サービス利用型、日中サービス支援型）、宿泊型自立訓練、
自立訓練（機能訓練、生活訓練）、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、医療型児童発達支援、
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の合計である。

出典：国保連データ 12



障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た総費用額構成割合の推移（各年度合計）

注：その他は、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、共同生活援助（外部サービス利用型、日中サービス支援型）、宿泊型自立訓練、
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居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の合計である。

出典：国保連データ
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障害福祉サービス等におけるサービス種類別に見た１人当たりの費用額（令和６年度月平均）

（単位：円）

○ 障害者サービスでは、重度障害者等包括支援、重度訪問介護において、１人当たりの費用月額が高くなっている。
○ 障害児サービスでは、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設において、１人当たりの費用月額が高くなっている。

出典：国保連データ 14
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障害種別ごと・サービス種類ごとの利用者数の推移

※国保連データから作成。各年度10月の利用者数。（平成25年については、共同生活介護の利用者は含まれない。）
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年齢別の障害福祉サービス等の利用者数の推移（全体）

※国保連データから作成。各年度10月の利用者数。（障害児を除く。）
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障害福祉サービス等の事業所数の推移（全体）

※国保連データから作成（各年度３月の事業所数）

※平成20・21年度は相談支援・障害児サービス分は含まない。
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賃金構造基本統計調査による障害福祉関係分野の賃金推移
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36.2 36.3 36.6 37.0 37.3

35.2 35.5
36.1

36.9

38.6
39.6

25.9 25.5 25.6 25.8 25.7 25.5 25.8
26.4

26.8
27.6

28.6
29.1 29.5

28.9
29.8

30.4
30.8

31.9

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

全産業平均（役職者抜き） 障害福祉関係分野の職員

H21.4
処 遇 改 善 に
重 点 を お い
た改定

H21.10～
H24.3

処遇改善交付
金

H24.4
処遇改善交付
金を報酬に組
込み

R1.10
特定処遇改善
加算を創設

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」に基づき障害福祉課において作成。
注１）賞与見込み給与は、調査年の６月分として支払われた給与に調査年の前年の１月から12月分の賞与の1/12を加えて算出した額。
注２）障害福祉関係分野の職員については、平成21年～令和元年は「保育士」、「ホームヘルパー」、「福祉施設介護員」を加重平均したもの。
           令和２年～令和７年は「保育士」、「訪問介護従事者」、「介護職員（医療・福祉施設等）」を加重平均したもの。

（万円）

賞与込み給与

R4.2~9
臨時特例交付金

R4.10
ベースアップ等支援
加算を創設し、報酬
に組込み

H27.4
処遇改善加算
を拡充

H29.4
処遇改善加算
を拡充

R6.2~５
処遇改善支援補助金

R6.6
処遇改善加算一本化
＋加算率の引上げ
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障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果のポイント

※１ 基本給等 ＝ 基本給（月額） ＋ 手当のうち毎月決まって支払われる手当（通勤手当、扶養手当、超過労働給与額等は含まない。）

※２ 平均給与額 ＝ 基本給（月額）＋ 手当 ＋ 一時金（４～７月の支給金額の１／６。賞与等含む。）

※３ 金額は１０円未満を四捨五入している。

※４ 調査対象となった施設・事業所に、令和６年度と令和７年度ともに在籍している福祉・介護職員について比較している。
給与等の引き上げの対象者（複数回答）

施設・事業所の職員全員 ６１．６％

調査対象サービスの従事者全員 ９．６％

何らかの要件に該当した調査対象
サービスの従事者

１７．９％

調査対象サービスの福祉・介護職員
全員

８．５％

○ 福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員（常勤の者）の基本給等(※１)

について、令和６年９月と令和７年７月を比較すると１１，１１０円の増（＋４．５％）となっている。

○ また、平均給与額(※２)については、令和６年９月と令和７年７月を比較すると１６，９７０円の増（＋５．４％）

となっている。

福祉・介護職員以外に配分した職員の範囲
（複数回答）※上位５つを掲載

サービス管理責任者等 ８０．７％

事務員 ３９．２％

看護職員 ２９．８％

福祉・介護職員以外の配置指導員等 ２０．７％

理学療法士・作業療法士、機能訓練
担当職員、心理指導担当職員

１８．５％

福祉・介護職員等処遇改善加算取得 令和６年９月 令和７年７月 差 額

 基 本 給 等（月給・常勤の者） ２４９，６２０円 ２６０，７３０円 ＋１１，１１０円

 平 均 給 与 額
３１６，３７０

円
３３３，３４０円 ＋１６，９７０円

賃金改善の実施方法（複数回答）

定期昇給 ４９．８％

ベースアップにより対応 ４９．８％

賞与等の引き上げまたは新設 ４８．０％

既存の各種手当の引き上げ １８．３％

各種手当の新設 １５．３％

※ 国保連データ（令和７年３月サービス提供分）

令和７年度の加算の取得状況 本調査（Ｒ７．７時点） 参考）国保連データ

福祉・介護職員等処遇改善加算 ８９．９％ ８８．９％ ※

① 加算Ⅰ ５４．６％ ４３．３％ ※

② 加算Ⅱ １８．７％ ２５．４％ ※

③ 加算Ⅲ １３．１％ １４．０％ ※

④ 加算Ⅳ ３．５％ ２．７％ ※

福祉・介護職員等処遇改善加算の届出を行わない理由
（複数回答）※上位４つを掲載

事務作業が煩雑 ２４．９％

届出に必要となる事務を行える職員がいない １３．８％

算定要件を達成できない １２．９％

対象施設・事業所の制約のため困難 １０．７％

加算額の一部の令和７年度への繰越状況

加算額の一部を令和７年度に繰り
越した

１１．７％

加算の全額を令和６年度分の賃金
改善に充てた

８１．７％

【出典】令和７年障害福祉サービス等報酬改定検証調査事業「障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査」
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改定時期 改定にあたっての主な視点 改定率

平成21年度改定
○良質な人材の確保            ○地域生活基盤の充実 ○事業者の経営基盤の安定      ○中山間地域等への配

慮  ○サービスの質の向上          ○新体系への移行促進 ＋ 5.1％

平成24年度改定
○福祉・介護職員の処遇改善の確保 ○物価の動向等の反映

○障害児・者の地域移行・地域生活の支援 ○経営実態等を踏まえた効率化・重点化
＋ 2.0％

平成26年度改定 ○消費税率の引上げ（８％）への対応 ＋ 0.69％

平成27年度改定
○福祉・介護職員の処遇改善 ○障害児・者の地域移行・地域生活の支援

○サービスの適正な実施等
± 0％

平成29年度改定 ○障害福祉人材の処遇改善 ＋ 1.09％

平成30年度改定

○障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援

○医療的ケア児への対応等 ○精神障害者の地域移行の推進

○就労系サービスにおける工賃・賃金の向上、一般就労への移行促進

○障害福祉サービスの持続可能性の確保

＋ 0.47％

令和元年10月改定 ○消費税率の引上げ（10％）への対応 ○障害福祉人材の処遇改善
＋ 2.00％

 処遇改善：１．５６％
 消費税 ：０．４４％

令和３年度改定

○障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援

○効果的な就労支援

○医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進      ○感染症等への対応力の強化

○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進  ○持続可能性の確保

＋0.56％

令和４年10月改定 ○障害福祉人材の処遇改善 ＋1.72％

令和６年度改定

○障害福祉人材の処遇改善 ○障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり

○医療と福祉の連携の推進 ○社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細やかな対応

○持続可能性の確保

＋1.12％

令和８年度改定 〇障害福祉人材の処遇改善 ○持続可能性の確保 ＋１.84％

※うち、コロナ対応に係る

   特例的な評価 ＋0.05％
（令和３年９月末までの間）

障害福祉サービス等報酬改定の経緯
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2021年4月1日２．令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた

検討について
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障害福祉サービス等報酬改定の検証について

調査 概要 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度

障害福祉サービス等経
営概況・実態調査

障害福祉サービス等施設・事
業所の経営状況等の調査

障害福祉サービス等従
事者処遇状況等調査

障害福祉サービス等従事者の
処遇の状況及び処遇改善加算
の影響等の調査

障害福祉サービス等報
酬改定検証調査
（※１）

検討チームにおいて検討が必
要とされた事項や、報酬改定
の効果検証に必要な事項等に
ついての調査

障害者総合福祉推進事
業（※２）

障害者施策全般にわたる、引
き続き解決すべき課題や新た
に生じた課題についての実態
把握や試行的取組

（経営概況調査）
Ｒ５・６年度決算に
おける収支差率等を

調査

Ｒ５・６年度（各年度
９月分）の従事者の

給与等を調査

（経営実態調査）
Ｒ７年度決算におけ
る収支差率等を調査

（※１）改定検証調査概要

下記項目についてR６年度報酬改定の影響等を調査

（Ｒ６年度）

①生活介護、②就労系サービス、③訪問系サービス、④共同生活援助、⑤計画相談支援・

障害児相談支援、⑥意思決定支援・権利擁護、⑦短期入所、⑧障害児通所支援

（Ｒ７年度）

①障害福祉人材の確保・処遇状況等、②口腔・栄養ケア等、③就労系サービス、

④訪問系サービス、⑤強度行動障害、⑥障害児通所支援・居宅訪問型児童発達支援

（Ｒ８年度）

①医療型短期入所、②共同生活援助、③補足給付・医療型個別減免の経過措置等、

④意思決定支援、障害者虐待防止

（※２）推進事業公募課題（主なもの）

（Ｒ６年度）

・障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方 ・共同生活援助における支援内容の明確化及び支援の質の評価

・重度障害者等の就労・就学の支援の在り方 ・障害福祉現場における手続負担の軽減 等

（Ｒ７年度）

・人口減少下での障害福祉サービスの提供体制の在り方 ・事業者指定の在り方

・共同生活援助における運営の適正化・重度障害者への生活支援 ・療養介護の在り方

・障害福祉現場の生産性向上 ・サービス利用者等の生活実態 等

（Ｒ８年度）

・就労系障害福祉サービスにおける適正な支給決定等 ・意思決定支援ガイドラインを活用した研修資料等の作成

・相談支援専門員等の養成研修のあり方 ・地域生活支援拠点等の機能の評価指標・拠点コーディネーターの養成 等

令和６年度報酬改定の影響等を把握するとともに、次期報酬改定に向けた基礎資料を得るため、下記の調査を行う。

（注）上記は現時点のスケジュール見込みであり、今後変更があり得る。上記の他、厚生労働科学研究等を活用。

調査項目を設定の上、
調査を実施

調査項目を設定の上、
調査を実施

上記調査の他、加算取得状況について国保連データで随時把握

引き続き調査を実施

引き続き調査を実施

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第46回（R7.3.27） 資料７（一部改変）

Ｒ６・７年度（R6：9

月・R7：7月分）の従
事者の給与等を調査
※報酬改定検証調査で実施

Ｒ７・８年度（各年度
７月分）の従事者の

給与等を調査
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抄）
（令和６年２月６日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ）

○ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向上を図る

ため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に設置した検討チームにおいて、有識者の

参画を得て公開の場で検討を行った。 

○ 今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、

引き続き検討・検証を行う。

第３ 終わりに

① 障害者支援施設の在り方について

● 障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、令和６年度において、今

後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して整理しつつ、更なる地域移行を進

めていくための調査研究の実施や検討の場を設ける。

② 共同生活援助における支援の質の確保について

● 共同生活援助における障害者の特性に応じた支援や、サービスの質を評価するた

めの具体的な基準の在り方について、支援に関するガイドラインの策定や、管理者、

従業者等に対する資格要件や研修の導入等について、令和６年度以降検討する。

③ 共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の取扱い

について

● 今年度末までの経過措置とされていた、共同生活援助を利用する重度の障害者が

個人単位で居宅介護等を利用することについては、引き続きその在り方を検討する。

④ 障害福祉サービスの地域差の是正について

● 障害福祉サービスの地域差を是正し、サービスの供給が計画的かつ効率的に行わ

れる方策について、必要なサービスが公平かつ適正に提供されるよう、共同生活援

助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況を踏まえた事業所指定の

在り方について検討する。

⑤ 計画相談支援及び障害児相談支援について

● 相談支援事業所における手話通訳士等によるコミュニケーション支援の実態を把

握するとともに、コミュニケーション支援の体制を確保する方策について検討する。

⑥ 質の高い障害児支援の確保について

● 質の高い障害児支援の提供を推進するため、支援に当たる人材の配置や評価の在

り方について検討する。

● 障害児相談支援について、セルフプランの状況等も踏まえながら、必要な質・量

を確保する方策について、引き続き検討する。

⑦ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現について

● 障害福祉サービスについて、障害者が希望する地域生活を実現するとともに、多様化す

る利用者のニーズに応じて質の確保・向上を図る必要がある。こうした中で、制度の持続

可能性を確保する観点から、サービス間・制度間の公平性を踏まえ、報酬改定における

サービスの質等に応じたメリハリある報酬設定等、公平で効率的な制度の実現に向けた検

討を行う。

⑧ 処遇改善の実態把握等について

● 今回の改定が、福祉・介護職員の処遇改善に与える効果について、実態を把握する。

● 今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分を措置し、３年目の対応については、

上記の実態把握を通じた処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和８年度予算編成過程

で検討する。

⑨ 経営実態調査のさらなる分析について

● 次回の障害福祉サービス等報酬改定に向けては、障害福祉事業所・施設の経営実態等を

より適切に把握できるよう、「障害福祉サービス等経営概況調査」や「障害福祉サービス

等経営実態調査」において、特別費用や特別収益として計上されている経費の具体的な内

容が明確になるよう、調査方法を見直し、次回以降の調査に反映させる。

⑩ 食事提供体制加算等について

● 食事提供体制加算については、食事提供時における栄養面での配慮を行うための要件を

新たに設け令和９年３月31日まで経過措置を延長することとするが、他制度とのバラン

ス、在宅で生活する障害者等との公平性等の観点も踏まえつつ、今後、経過措置の実施状

況や効果を踏まえた上で、更に検討を深める。

● 児童発達支援センターの、自園調理を前提とした基準（調理室の設置、栄養士等の配

置）について、今後、構造改革特別区域法に基づく特例措置の全国展開に関する検討に対

応することとし、同特例措置の実施状況や現場の支援の状況等も踏まえながら、更に検討

を深める。

⑪ 補足給付の在り方について

● 施設入所者に対する補足給付の在り方については、他制度とのバランス、在宅で生活す

る障害者との公平性等の観点も踏まえ、引き続き検討する。

⑫ 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について

● 障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法等の規定に基づいて地方公共団体に対し

て提出する指定申請関連文書等について、令和５年度中に作成する標準様式等の普及の状

況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。

また、令和６年度に電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備に向けて検

討する。
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大臣折衝事項（抄）（令和７年 1 2 月 2 4 日）

４．障害福祉サービス等報酬改定

障害福祉サービス等報酬については、介護報酬と同様に、「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、令和９年度障害福祉サービス
等報酬改定を待たずに、期中改定を実施する。具体的には、介護分野の処遇改善の対応状況も踏まえ、介護分野との収支差率や賃上げの状況の
違い等、障害福祉分野における総費用額の伸び等も勘案しつつ、政府経済見通し等を踏まえた障害福祉分野の職員の処遇改善、障害福祉サービ

ス等事業者の生産性向上や協働化の促進のため、以下の措置を講じる。なお、これらの措置による改定率は＋1.84％（国費＋313億円（令和８
年度予算額への影響額））となる。
 ・ 福祉・介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象に、幅広く月1.0万円（3.3％）の賃上げを実現する措置を実施する。

 ・ 生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、月0.3万円（1.0％）の上乗せを措置する。
※ 合計で、福祉・介護職員について、最大月1.9万円（6.3％）の賃上げ（定期昇給0.6万円込み）が実現する措置。

 ・ 上記の措置を実施するため、今回から、処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから、障害福祉従事者に拡大するとともに、

生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算を設ける。また、これまで処遇改善加算の対象外だった、計画相談支援、障害児
相談支援及び地域相談支援について、新たに処遇改善加算を設ける。さらに、ベースアップなどによる更なる賃上げや生産性向上等の取組を
後押しするために必要な措置を講ずる。

・ 訪問系サービスにかかる国庫負担基準については、改定内容を踏まえて所要の措置を実施する。

  あわせて、障害福祉サービス等の総費用額が急激に伸びている状況や営利法人を中心とする新規参入の増加も一因として障害福祉人材の確保

が一層厳しくなっている状況も踏まえつつ、利用者に提供されるサービスの質の確保・向上を図りながら制度の持続可能性を確保する観点から、
「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」における議論を踏まえ、緊急的な所要の見直しを実施する。

なお、令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に向けては、福祉・介護分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保を図る必要があると
の認識のもと、令和７年度から運用を開始した障害福祉サービス等事業者の経営情報データベースや「障害福祉サービス等経営実態調査」等に
おいて、令和６年度改定、令和８年度改定及び令和７年度補正予算で措置した施策や物価や賃金の上昇等が障害福祉サービス事業者の経営状況

等に与えた影響について把握する。同時に、利用者数が増加する中で、利用者の特性やニーズの多様化を適切に把握した上で、制度の持続可能
性を確保するとともにサービスの質の確保・向上を図る観点から所要の措置を講じるほか、障害福祉分野の処遇改善において、介護分野と比べ
てベースアップの割合が低いことも踏まえた対応を行うことを検討する。

５．社会保障制度改革の推進
（６）障害福祉サービスの質の確保

改革工程に基づく以下の取組を含め、障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策について、次期障害福祉
計画の策定に向けて検討を行う。
・ 都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みの推進

・ 共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況を踏まえた事業所指定の在り方の実現
・ 自治体の給付決定について、相談支援の利用を促進しセルフプランの適正化を図るとともに、国が助言を行うこと等により利用者の状況に
応じた適切な給付決定を推進する仕組みの構築
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経済財政運営と改革の基本方針2025（抄）（令和７年６月13日）

第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現 
１．物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 ～賃上げ支援の政策総動員～ 
（１）中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の実行
～（略）～
地域の人材育成と処遇改善については、在職者を含め、大学、短期大学、

高等専門学校及び専門学校においてアドバンスト・エッセンシャルワー
カー17の育成に取り組むほか、医療・介護・保育・福祉等の人材確保に向
けて、保険料負担の抑制努力を継続しつつ、公定価格の引上げを始めとす
る処遇改善を進める。
 ～（略）～
政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に

定める、①地方の中小・小規模事業者にとって重要な官公需における対策
等を含めた価格転嫁・取引適正化の徹底、②業種別の「省力化投資促進プ
ラン」とそれに基づくきめ細かな支援策の充実と支援体制の整備を通じた
中小企業・小規模事業者の生産性向上、③中小・小規模事業の経営者の
方々の事業承継・Ｍ＆Ａに関する不安や障壁を取り払い、先々の経営判断
を計画的に行うことができる環境の整備、④地域で活躍する人材の育成と
処遇改善等の施策パッケージを実行する。
17 デジタル技術等も活用して、現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー。

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
１．「経済・財政新生計画」の推進
（「経済・財政新生計画」に基づく今後の取組方針）
～（略）～
予算編成においては、2027年度までの間、骨太方針2024で示された歳出

改革努力を継続しつつ、日本経済が新たなステージに移行しつつあること
が明確になる中で、経済・物価動向等を踏まえ、各年度の予算編成におい
て適切に反映する。とりわけ社会保障関係費204については、医療・介護等
の現場の厳しい現状や税収等を含めた財政の状況を踏まえ、これまでの改
革を通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、2025年春季労使交渉にお
ける力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等について、経営の
安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確
な対応を行う。具体的には、高齢化による増加分に相当する伸びにこうし
た経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算する。非社会
保障関係費205及び地方財政についても、第３章第４節「物価上昇に合わせ
た公的制度の点検・見直し」も踏まえ、経済・物価動向等を適切に反映す
る。
204 社会保障関係費の伸びの要因として高齢化と高度化等が存在する。

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
２．主要分野ごとの重要課題と取組方針
（１）全世代型社会保障の構築
～（略）～
医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職

防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明
確に図る必要がある。このため、これまでの歳出改革を通じた保険料負担
の抑制努力も継続しつつ、次期報酬改定を始めとした必要な対応策におい
て、2025年春季労使交渉における力強い賃上げ207の実現や昨今の物価上
昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃
上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。
このため、2024年度診療報酬改定による処遇改善・経営状況等の実態を

把握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する。また、介
護・障害福祉分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善や業務負担軽減等
の実現に取り組むとともに、これまでの処遇改善等の実態を把握・検証し、
2025年末までに結論が得られるよう検討する。また、事業者の経営形態や
サービス内容に応じた効果的な対応を検討する。
～（略）～

（中長期的な時間軸を見据えた全世代型社会保障の構築）
現役世代が急速に減少し、高齢者数がピークを迎える2040年頃を見据え

た中長期的な時間軸も視野に入れ、現役世代の負担を軽減しつつ、年齢に
関わりなく、能力に応じて負担し、個性を活かして支え合う「全世代型社
会保障」の構築が不可欠である。改革工程213を踏まえ、医療・介護ＤＸや
ＩＣＴ、介護テクノロジー、ロボット・デジタルの実装やデータの二次利
用の促進、特定行為研修を修了した看護師の活用、タスクシフト／シェア
など、医療・介護・障害福祉分野の生産性向上・省力化を実現し、職員の
負担軽減や資質向上につなげるとともに、地域医療連携推進法人、社会福
祉連携推進法人の活用や小規模事業者のネットワーク構築による経営の協
働化・大規模化や障害福祉サービスの地域差の是正を進める。医療機関、
介護施設、障害福祉サービス等事業者の経営情報の更なる見える化214を進
める。医療・介護・障害福祉分野の不適切な人材紹介の問題について実効
性ある対策を講ずる。

213 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」（令和５年12月22日閣議決定）。
214 経営情報の提出、分析及び公表の電子化を含む。
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新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版（抄）
（令和７年６月13日閣議決定）【処遇改善関係】

Ⅱ．中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の推進

～地域で活躍する人材の育成と処遇改善～
国民生活を支えている就業人口の約６割を占める現場人材の持続的な賃

上げを実現するためには、高度なスキルを身につけて生産性を高めつつ、
処遇を含め、より魅力ある職業としていくことが必要である。アドバンス
ト・エッセンシャルワーカー（デジタル技術等も活用して現在よりも高い
賃金を得るエッセンシャルワーカー）の育成や、ＡＩ等の技術トレンドを
踏まえた幅広い労働者のリ・スキリング、医療・介護・保育・福祉等の現
場での公定価格の引上げに取り組むことを通じ、全国津々浦々のそれぞれ
の地域で、労働者個人が、自らの意思に基づき、活躍できる環境を整備す
る。

４．地域で活躍する人材の育成と処遇改善

（１）アドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成
社会の様々な機能を現場で支えるエッセンシャルワーカーについては人

手不足がより一層深刻化し、サービスの持続性自体が課題となってきてい
る。
人手不足の現場（自動車運転業（物流・人流）、建設・土木業、製品・

機械等の製造・加工業（修理・検査を含む。）、介護業、観光業、飲食業
等）で、デジタル技術の活用を含めて、現場人材のスキルが正当に評価さ
れ、そうした者の実際の処遇が改善されることが重要である。

（４）医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げ
全国の医療、介護、障害福祉分野など医療・福祉の現場では、有業者の

およそ７人に１人である900万人の方々が働いており、地域を支える一大
産業となっている。
他方、こうした分野で働く方々の処遇については公的に価格が定まって

おり、近年の物価高騰や賃金上昇の中で、他産業のようにコストの増加分
を価格に転嫁することができない。賃上げで先行する他産業との人材確保
の競争が厳しくなる中、他産業と比較して有効求人倍率が高くなっている
状況にある。今後、高齢者の増加と生産年齢人口の減少が進む中で、将来
にわたって必要なサービスを安心して受けられるよう、その担い手を確保
することは喫緊の課題である。
公定価格の分野においても、医療・介護・障害福祉等における賃上げ、

経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット
型からの転換を明確に図る必要がある。このため、これまでの歳出改革を
通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、次期報酬改定を始めとした必
要な対応策において、令和７年春季労使交渉における力強い賃上げの実現
や昨今の物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い
職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。
～（略）～
介護、障害福祉、保育における令和６年人事院勧告を踏まえた地域区分

への対応については、隣接した市町村等との級地格差による人材確保への
影響も踏まえ、早急に検討を行い、次期報酬改定までに必要な見直しを実
施する。
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新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版（抄）
（令和７年６月13日閣議決定）【省力化投資促進プラン関係】

Ⅱ．中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の推進

２．サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上

（１）業種別の「省力化投資促進プラン」 の実行
サービス業を中心に、最低賃金引上げの影響を大きく受ける、人手不足

が取り分け深刻と考えられる12業種（飲食業、宿泊業、小売業、生活関連
サービス業（理容業、美容業、クリーニング業、冠婚葬祭業）、その他
サービス業（自動車整備業、ビルメンテナンス業）、製造業、運輸業、建
設業、医療、介護・福祉、保育、農林水産業）については、その生産性を
向上させる必要性が一層高いことに鑑み、各業所管省庁において、官民で
の取組の目標と具体策を「省力化投資促進プラン」として公表する。
ここで定める目標は、我が国の生産年齢人口が減少し、労働供給制約が

今後ますます厳しくなる中にあっても、地域経済を支える中小企業・小規
模事業者が成長し続けていくために政府が目指すべきものであり、これに
向けた集中的な省力化投資・デジタル化投資等を後押しする。

（３）12業種における省力化投資の具体策
⑩介護・福祉
ⅰ）目標
労働生産性の向上の取組により、介護分野では、老人保健施設、介護老

人福祉施設、特定施設入居者生活介護指定施設で、2029年までに8.1％、
2040年までに33.2％の業務効率化を目指す。障害福祉分野では、ICT活用
等により業務量の縮減を行う事業所の比率を2029年に90％以上を目指す。
また、2020年代に最低賃金1,500円という政府目標はもとより、持続的な
賃上げにつなげていく。
ⅱ）課題と省力化事例
介護分野では、サービス需要が高まる一方、生産年齢人口が急速に減速

していくことが見込まれる中、テクノロジー等を活用し、職員の業務負担
軽減やケアの質の向上に資する生産性向上の重要性が高まっている。また、
障害福祉分野では、人手不足が恒常化しているところ、提供するサービス
が多様で、かつ小規模な事業所も多く、介護分野に比べて生産性向上の取
組が遅れているのが現状である。両分野共に、インカムを活用したコミュ
ニケーションの効率化、音声入力による記録、見守りセンサー、移乗支援
機器等の介護テクノロジーの活用等の省力化の優良事例がある。

ⅲ）省力化促進策
・介護テクノロジー導入支援事業等の活用を推進する。また、優良事例
の横展開を具体化する施策として、介護分野における生産性向上ガイ
ドラインをセミナー等も通じて広く周知するとともに、介護現場の生
産性向上の取組が特に優れた介護事業者を表彰し、事例集を作成・周
知することで優良事例の横展開を図る。加えて、介護現場におけるＡ
Ｉ技術の活用を促進する。

・さらに、中小企業省力化投資補助金等の活用を推進する。
ⅳ）サポート体制
施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制につ

いて、各都道府県にワンストップ型の相談窓口を設置し、現場の課題に応
じた適切な機器の選定等について助言を行う。さらに、小規模事業者の生
産性向上の取組等の伴走支援ができる人材育成による機能強化を図る。
ⅴ）主なKPI

2029年までに、介護分野は、ICT・介護ロボット等の導入事業者割合を
90％にする。また、残業時間を減少又は維持するとともに、離職率を低下
させる。障害福祉分野は、ワンストップ型相談窓口を47都道府県全てに設
置する。
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全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）について（抄）
（令和５年12月22日閣議決定）

Ⅱ．今後の取組

２．医療・介護制度等の改革

＜① 来年度（2024年度）に実施する取組＞

◆ 診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の実施

・ （略）

・ 令和６年度介護報酬改定と障害福祉サービス等報酬改定については、

介護や障害福祉の現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サー

ビスごとの経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行う。

＜② 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討

する取組＞

（生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上）

◆ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化

・ 医療法人の経営情報に関するデータベースについて、医療法人の会

計年度が原則４月から翌年３月までとされており、2024年３月に決算

を迎える医療法人からの報告状況等を踏まえ、必要な対応について検

討を行う。

・ また、介護サービス事業者の経営情報に関するデータベースについ

て、2024年４月からの施行に向けて取り組むとともに、職種別の給与

総額等について継続的に把握できるような対応について検討を行う。

・ 障害福祉サービス等事業者や、幼稚園・保育所・認定こども園等の

経営情報に関するデータベースについても、速やかに検討を進め、必

要な措置を講じる。

◆ 障害福祉サービスの地域差の是正

・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的

に行われる方策について、必要な障害福祉サービスが公平かつ適

正に提供されるよう、2024 年度から創設される、都道府県知事

が行う事業所指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを推進

するとともに、共同生活援助における総量規制も含めた地域の実

態や地域移行の状況を踏まえた事業所指定の在り方について検討

を行う。また、自治体の給付決定について、相談支援の利用を促

進しセルフプランの適正化を図るとともに、国が助言を行うこと

等により利用者の状況に応じた適切な給付決定を推進する仕組み

を検討する。

（能力に応じた全世代の支え合い）

◆ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現

・ 障害福祉サービスについて、障害者が希望する地域生活を実現

するとともに、多様化する利用者のニーズに応じて質の確保・向

上を図る必要がある。こうした中で、制度の持続可能性を確保す

る観点から、サービス間・制度間の公平性を踏まえ、報酬改定に

おけるサービスの質等に応じたメリハリある報酬設定等、公平で

効率的な制度の実現に向けた検討を行う。

＜③ 2040年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組＞

○ 科学的知見に基づき、標準的な支援の整理を含め、個人ごとに最

適化された、質の高い医療・介護・障害福祉サービスの提供に向け

た検討
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第１回検討会（令和７年５月２６日）

第２回検討会（令和７年６月２５日）

第３回検討会（令和７年８月２０日）

第４回検討会（令和７年９月１６日）

安部井 聖子   全国重症心身障害児（者）を守る会 会長
荒井 隆一 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 代表

  今村 登 特定非営利活動法人 ＤＰＩ日本会議 事務局次長
  岩上 洋一 一般社団法人 全国地域で暮らそうネットワーク 代表理事
  岡部 浩之 特定非営利活動法人 全国地域生活支援ネットワーク 副理事長

◎小澤 温 筑波大学 名誉教授
  児玉 和夫 公益社団法人 日本重症心身障害福祉協会 理事長
  佐々木 桃子 一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会 会長
  佐藤 則子 当事者構成員
  相馬 大祐 長野大学 社会福祉学部 准教授
○曽根 直樹 日本社会事業大学 社会事業研究所 客員教授
  髙橋 朋生 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課 課長
  冨岡 貴生  特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 代表理事
  中尾 富嗣  社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会就労センター協議会 常任協議員

  野澤 和弘 植草学園大学 副学長
  樋口 幸雄 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会 会長
  福嶋 翔太 当事者構成員
  松山 香里 品川区福祉部障害者支援課 課長
  三浦 貴子 社会福祉法人全国社会福祉協議会全国身体障害者施設協議会 副会長

  横川 豊隆 当事者構成員

◎座長、○座長代理 （五十音順・敬称略）

障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会

○ 障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことなど、様々な役割があるが、今後、
更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和６年度障害福祉サービス等報酬
改定検討チーム等において求められている。

○ 検討に向けた材料を整理するため、「障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究（令和６年度
障害者総合福祉推進事業）」において委員・協力団体からの意見収集、入所施設の実態調査、施設・法人ヒアリングや当事
者・保護者ヒアリングを実施した。

○ 上記を踏まえ、障害者支援施設の役割・機能を整理し、障害福祉計画の基本指針の見直しや次期報酬改定に向けた検討を
行う。

１．趣旨

４．構成員

３．開催状況

○ 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者
支援施設の在り方について

○ その他

２．検討事項
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障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会
これまでの議論のまとめ（概要）

○ 障害者支援施設には様々な役割があるなか、更なる地域移行を進めていくため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和
６年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められたことを踏まえて、検討会を設置した。

○ 上記を踏まえ、障害者支援施設の役割・機能、あるべき姿及び今後の障害福祉計画の目標の方向性について検討を行った。

検討会設置の趣旨

１ 障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿

① 利用者の意思・希望の尊重

 どこで誰と、どのように生活したいか本人の意思・希望が尊重される意思決定支援の推進が重要。本人にわかりやすい情報の提供

や、あらゆる場面で体験や経験を通じた選択の機会を確保し、本人の自己実現に向けた支援を行う。

② 地域移行を支援する機能

施設から地域生活への移行を支援する機能として、地域と連携した動機付け支援や地域移行の意向確認等に取り組む。

③ 地域生活を支えるセーフティネット機能

地域での生活が困難となった場合の一時的な入所や、施設の有する知識・経験・支援技術等の専門性の地域への還元、緊急時や

災害時における地域の拠点としての活用を推進する。

④ 入所者への専門的支援や生活環境

強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援や、重度化・高齢化した利用者への対応、終末期における

看取りまでの支援は、地域における支援体制づくりが求められているとともに、特に施設において求められている役割。

入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境（居室の個室化、日中活動の場と住まいの場の分離など）にすることが重要。

２ 今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性

○ 施設待機者の考え方や把握については、本人ではなく家族による入所希望の扱いや複数施設への申込者の算定方法、緊急性の把握

の必要性等の課題について考慮する必要。実態把握している自治体の事例の共有等、とりうる対応を検討。

○ 次期障害福祉計画でも地域移行者数や施設入所者数の削減の目標値の設定は必要。それ以外の目標（障害の程度や年齢に応じた目

標等）の設定については、まずは実態把握の方策も含め対応を検討。

議論のまとめのポイント

令和７年9月24日

○ 本検討会の議論のまとめも踏まえ、第８期障害福祉計画（令和９～11年度）に向けた基本指針の目標等の在り方は障害者部会で議論
していくとともに、具体的な報酬等の在り方については次期報酬改定等に向けて検討。

今後の対応
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○ 本検討会は、こども家庭庁支援局長が学識経験者、障害児支援等の関係者、障害児入所施設経験者、
子育て当事者等の参集を求めて開催する。
○ 本検討会は、障害児入所施設の今後の在り方について具体的検討を行うに当たり、座長が必要と認
めるときは、ワーキンググループを開催することができる。
○ ワーキンググループは、福祉型WＧ・医療型ＷＧとし、こども家庭庁支援局長が学識経験者、障害児
支援等の関係者、子育て当事者等の参集を求めて開催する。

具体的な運用及び実務の詳細における検討・整理

障害児入所施設については、平成24年の児童福祉法改正において障害種別ごとの体系から「福祉型」、「医療型」に再編され、平成26年の「障害児支援の在り方に関
する検討会」、平成30年の「障害児入所施設の在り方に関する検討会」の報告を踏まえ、その在り方について一定の方向性が示され、取組が進められてきた。令和４年
の児童福祉法改正においては、障害児入所施設に入所する児童の移行調整の責任主体の明確化と、必要な場合に23歳に達するまで入所継続を可能とする制度的枠
組が構築された。平成24年の児童福祉法改正で、18歳以上となった者は、障害者施策において成人として適切な支援を行っていくこととし、以降児童福祉法に基づき
障害児入所施設に入所している児童が18歳以上となった場合において、一定の福祉型障害児入所施設を指定障害者支援施設等とみなす特例を講じてきたが、令和６
年３月31日に当該特例は終了となった。 
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定においては、障害児入所施設について、家庭的な養育環境の確保や専門的支援の充実、成人期に向けた移行支援の強化を図
り、施設での障害児の育ちと暮らしを支える観点から、小規模化等による質の高い支援の提供の推進等の加算の充実を図ったところである。
一方で、昨今、障害児入所施設の利用者像が多様化しており、被虐待児や強度行動障害を有する児、医療的ケア児等といったケアニーズの高い児童をはじめ、様々な

状態像の児童が障害児入所施設を利用している現状がある。こうした中で、社会的養護施策等との関係性も踏まえた障害児入所施設の役割の整理や支援の在り方に
ついての整理・検討が必要となっている。
こうした現状も踏まえ、次期障害福祉サービス等報酬改定や制度改正を見据えて、障害児入所施設の現状や課題等を把握するとともに、社会的養護施策等との関係
性も踏まえた役割等の整理、今後の障害児入所施設の在り方に関する具体的な検討を行うため、「今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会」を開催する。

検討会設置の趣旨

〇 利用児童の状態像を踏まえ、障害児入所施設での暮らしについてどのような生活を目指すのか。
〇 利用児童の状態像に応じた施設類型の在り方について整理する。
〇 障害児入所施設を利用する児童の家族への支援についてどのように考えるか。
〇 障害児入所施設が果たすべき地域支援機能について整理する。
〇 障害児入所施設と社会的養護施策との役割についてどのように考えるか。
〇 その他

検討会の構成

主な検討事項

令和７年
５月 本検討会
・ 主な検討事項（案）について
・ 今後の検討の進め方について（案）
・ 福祉型・医療型ワーキンググループの設置（案）について
・ ヒアリングの実施（案）について
・ 調査票（案）について

５月～６月
・ ヒアリングの実施

７月～９月
・ 福祉型・医療型ワーキング

１０月
 ・ 本検討会 中間報告

１１月
・ 福祉型・医療型ワーキング

令和８年
１月～３月 検討会において報告書素案・報告書とりまとめ

検討スケジュール

今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会について
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〔本検討会の検討体制〕
○ 有識者、障害児支援事業者団体、こども・若者当事者、子育て当事者、自治体職

員で構成する。
○ 研修体系構築に向けた運用及び詳細の実務については、有識者及び事業者団

体委員で構成する実務者作業チームを設置し、検討を行う。
〇 こども・若者ヒアリング、子育て当事者ヒアリングを実施し、こども・若者、子育て当

事者の意見を聴く。
○ 実務者作業チームで行われた検討やヒアリングの結果については、検討会にて

報告を行う。

障害児支援における人材育成に関する検討会について

障害児支援における人材育成に関する検討会

研修カリキュラム等の検討に関する
実務者作業チーム子育て当事者ヒアリング

こども・若者ヒアリング

〔本検討会開催の背景〕
障害児支援については、平成24年の児童福祉法改正により、障害種別に関わらず、こどもや家族にとって身近な地域で支援が

受けられるよう、それまで障害種別に分かれていた施設体系を再編・一元化した。
その後、現在に至るまで、障害児通所支援を中心に、事業所数、利用者数は飛躍的に増加してきた一方で、適切な運営や提供

される支援の質の確保が課題とされてきた。
その中において、国では、障害児支援に従事する者に対する人材育成が体系化されておらず、支援の質の確保については、各

事業所等の取組に委ねられている状況にあり、「こども未来戦略」において、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が
図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める」とされているところ。

国として、障害児支援における研修体系の構築を進めていくことで、全国共通の学びの提供が可能になり、障害児支援に従事
する者の専門性の担保及びキャリアアップ、また、全国どの地域においても支援の質の向上につながることが期待される。
 これらを踏まえ、令和９年度以降の実施を見据えて、研修体系の構築に向けた具体的検討を行うため、本検討会を開催する。

報告
報告

〔主な検討事項〕

① 研修の在り方について

② 研修の実施主体について

③ 研修の標準カリキュラム（案）及び
効果的な実施手法について

④ 研修の具体的運用に向けた方向性
等について

⑤ その他
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障害児支援における人材育成に関する検討会報告書 ～概要①～

障害児通所支援を中心に、事業所数、利用者数は飛躍的に増加してきた一方で、適切な運営や提供される支援の質の確保が課題とされてきた。
国においては、人材育成が体系化されておらず、支援の質の確保については、各事業所等の取組に委ねられている状況にある。そのような中、「こども未来戦略」に
おいて、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める。」とされており、令和９年度以降の本格実施
を見据えて、研修体系の構築に向けた具体的検討を行うため、令和６年12月より本検討会を開催。

本検討会開催の背景

○ 共通の理念や価値、知識と技術を学び合い、質の高い支援を全国どの地域でも提供することを実現するための土台を築く。

○ 支援者自身の成長やキャリア形成。

○ 地域の支援者同士が互いに学び合い、事業所の垣根を超えて、協働関係の地域づくりを進め、包括的な支援体制の充実を図っていく。

○ 学びや実践が、各地域において体系的に積み重ねられ、こどもや家族をまんなかに、安心して支援が受けられる環境づくり。

○ 本研修を他のこども施策でも活用すること等により、インクルージョン推進が促進され、共生社会の実現に向けた土台となる。

障害児支援における研修体系創設の意義について

障害児支援における研修の在り方について

○ 支援者共通の基本姿勢として、「障害のあるこどもとともに歩むための支援者の基本姿勢」を整理。整理に当たっては、こども・若者、子育て当事者の意見を反映。

○ 「こども施策の基本理念」及び「障害児支援の基本理念」を中心に据えた研修体系を構築。

○ 支援者における重要な共通要素として、発達支援に必要な専門性を十分に発揮するために重要であると考えられるスキルや行動特性を９領域で整理。

○ 障害児支援と子育て支援の両方の観点からの専門性を身につけるため、研修体系の構築に当たっては、「①障害児支援に従事する支援者として」、「②本人支援」、

「③家族支援」、「④地域支援・地域連携」、「⑤（日々の支援や業務の根拠となる）制度理解」、「⑥組織マネジメント」の６つのカテゴリーで整理。

○ それぞれの求められる役割等を踏まえ、３階層による段階的な研修体系を構築。また、各研修を受講することにより期待される人材像を整理。

① 尊重し合いながら、ともに生きる ② 想いに寄り添い、ともに支え合う ③ 支援をともにつくる

④ 安心できる場をともに育てる ⑤ ともに学び合い、ともに育ち合う

① 対人支援における倫理的姿勢 ② 自己理解と省察 ③ こどもの理解に基づく支援

④ 計画と評価に基づく支援の実践 ⑤ 家族支援

⑦ チームアプローチ

⑥ 地域支援・地域連携

⑧ 虐待予防・対応 ⑨ 相互理解・相互支援 
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障害児支援における人材育成に関する検討会報告書 ～概要②～

研修の標準カリキュラムと効果的な実施手法について

○ 障害児支援に従事する支援者が共通して習得すべき知識等について、全ての階層を通じて標準カリキュラムを整理。

○ 障害児基礎・実践研修（仮称）については、全科目で動画の視聴により講義が可能な体制の整備を進めていく。また、学びの定着等につなげていく観点から、講義

に加え、「受講者自身の振り返り」、「上司や先輩職員との対話」などの取組を、講義の前後で行うことを基本とする。

〇 当該研修では、地域において合同研修の実施や他の事業所への見学等を念頭に置きつつ、地域の実情に応じた「地域交流」による学び合いを進めていく。

○ 障害児支援リーダー研修（仮称）・障害児支援コア人材研修（仮称）については、講義はあらかじめ動画により受講した後、地域の実情に応じた創意工夫の下で検

討された演習を受講。演習については、地域の支援者同士の関係づくりを進めていくことが期待されることから、対面研修を基本とする。

研修の実施主体について

○ 障害児支援基礎・実践研修（仮称）については、事業者が実施主体として研修の実施を進める。また、事業所内のみで研修を実施することに限らず、国の標準カリ

キュラムに基づき、事業者団体や児童発達支援センターが実施する等、柔軟な運用を可能する。

○ 障害児支援リーダー研修（仮称）・障害児支援コア人材研修（仮称）については、都道府県・指定都市（以下「都道府県等」という。）が実施主体として研修の実施を

進める。一方、障害児支援コア人材研修（仮称）については、地域性を考慮した上で、複数の都道府県等による合同開催等の柔軟な運用を可能とする。

研修の具体的運用に向けた方向性等について

○ 本格実施に当たっては、３階層全ての研修を同時期に実施するのではなく、段階的に本格実施を進めていくことが適当。

○ 修了評価は、知識及び技能の習得状況等の確認を目的とすることが適当。

○ 国においては、研修検討委員会（仮称）の設置を進めるとともに、都道府県等で中心的かつ指導的な立場となる人材の育成等を進めていくことが必要。

〇 都道府県等が、地域の実情に応じた創意工夫の下で研修の充実や人材育成を進めていくため、研修検討委員会（仮称）の設置を進めていくことが重要。

〇 研修を効果的かつ円滑に進めていくため、国は実施主体向け（事業者・都道府県等）の手引きの作成を進めていくことが必要。

〇 研修受講及び実施への動機づけとなる取組等も進めていくことが重要であり、取り組んだ成果の見える化を進めていくことが重要。

〇 他のこども施策でも本研修の活用を進めていくため、他のこども施策の事業者等に対して広く周知していくことが重要。

本検討におけるこども・若者及び子育て当事者の意見反映について

○ 本検討会では、障害児支援を利用している（又は利用した経験のある）、こども・若者、子育て当事者へのヒアリングを実施。

○ こどもにとって、褒めてくれる、安心できる、信頼できる、大人や仲間の存在が重要であり、そうしたこどもにとって支えとなる関係性が土台となり、こどもは自

らに向き合い、「頑張りたい。」という主体的な気持ちが育てられるとともに、支援者の専門性は、土台となる関係性があった上で十分に発揮されるものである。

○ 子育て当事者にとって、こどもの安全が最も重要。また、専門性も大切であるが、それ以上にこどもや家族に寄り添い、共感の姿勢や人間性が信頼の基盤となる。
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障害児支援における人材育成に関する検討会報告書 ～概要③～

研
修
の
階
層

受講期間
（最長）

障害児支援
基礎・実践研修（Ⅰ）

主に本人支援を中心とした役割を担う者 事業所において中心的な役割を担う者 地域において中心的な役割を担う者

職種や実務経験問わず全ての支援者が受講

それぞれの役割等に応じた任意受講

対象者像

事業者実施主体 都道府県・指定都市

●入職後～半年程度まで ●基礎・実践研修（Ⅰ）修了後～３年目程度まで ●特に定めなし

実施時間
（目安）

※障害児支援基礎・実践研修（Ⅰ）、（Ⅱ）は、1科目約60分での実施を想定した場合

※障害児支援リーダー研修、コア人材研修は、1科目約60分、演習を90分～120分での実施を想定した場合

研修体系の全体像

約７時間程度

７科目

約22時間程度

22科目

約３７～４３時間程度

19科目＋演習２日間×２

約３２～４０時間程度

1２科目＋演習２日間×２

実
施
イ
メ
ー
ジ 講義前の取組

講 義

全国共通
講義後の取組

一科目（講義前＋講義＋講義後の取組）あたり約60分～90分程度での実施時間を想定

※ 一科目を同日で行う場合や各取組・講義を複数日に分けて行う等、事業所等の実情に応じて実施

講 義
（動 画）

全国共通

【事業所】

演 習

【対面研修】 【対面研修※】

演 習

具体的取組については、標準カリキュラム等の内容
も踏まえながら、地域の実情に応じた創意工夫の下で、
都道府県等が主体的に検討

※対面研修の間を一定期間あけて実施
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省力化投資促進プラン（障害福祉）概要

（障害福祉分野関係）
１ 実態把握の深堀
○ 障害福祉分野でも、有効求人倍率が相対的に高い水準で推移しており、障害福祉サービス利用者数が増加する中で、人材確保が

喫緊の課題

○ 介護テクノロジーの導入促進、手続負担の軽減、事業者間の連携・協働化等の取組により、間接業務の効率化と直接処遇業務の
負担軽減・質の向上を推進することが重要

○ これまでに実施した調査研究事業等から、介護分野同様に、支援内容の記録業務等のICT化や見守り支援機器の活用が効果的と
分析

２ 多面的な促進策
○ 見守り支援機器導入による夜勤職員配置体制加算要件緩和（令和６年度報酬改定）、障害福祉分野における介護テクノロ
ジー導入費用に対する補助、協働化等の支援（令和６年度補正予算） 等

○ 障害福祉の職場環境改善事例集の作成（令和５年度） 等

○ 令和７年度、障害福祉現場の生産性向上の目指すべき姿や必要な取組を可視化するための調査研究を実施

○ 障害福祉分野における手続負担の軽減を図る観点から、指定申請及び報酬請求関連文書について標準様式及び標準添付書類
の使用を基本原則化（令和７年３月府省令等改正、令和８年４月施行予定）

○ 標準様式等を用いた電子的な申請・届出を含め、事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステムの整備について、令和
９年度中を目途に実現する方向で検討

３ サポート体制の整備・周知広報
○ 一部の自治体において障害福祉分野も対象としたワンストップ型窓口を設置しているが、今後、更なる窓口設置の促進に向けた取
組を検討

４・５ 目標、KPI、スケジュール
○ ICT活用等により業務量の縮減を行う事業所の増加：32.3%（現状）→50%（2026年）→90%以上（2029年）

○ 都道府県ワンストップ窓口設置数の増加：４（現状）→10以上（2026年）→47（2029年）等
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障 害 福 祉 分 野 に お け る 「 当 事 者 視 点 に 立 っ た ケ ア の 充 実 た め の 生 産 性 向 上 」 の 経 緯

令和６年度

令和７年度

省力化投資促進プランの

策定指示

総理官邸での車座開催

骨太の方針2025策定、

新しい資本主義実行計画改訂、

省力化投資促進プラン策定

生産性向上関連事業の計上

• 「省力化投資促進プランの策定と実行のための関係府省連絡会議」の設置

• 政府において、障害福祉分野も含め、人手不足が深刻な業務における「省力化投資促進

プラン」の策定指示

• 「経済財政運営と改革の基本方針2025」（骨太の方針2025）及び「新しい資本主義の

グランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」の閣議決定

• 医療、介護とともに、障害福祉分野における生産性向上が明記

• 「省力化投資促進プラン―障害福祉―」の策定、生産性向上に関するKPI設定

• 総理官邸において、「医療・介護・障害福祉関係者との生産性向上等に関する車座」の

開催

• 医療・介護・障害福祉関係者を参集し、それぞれの現場における生産性向上や経営環境

等について意見交換

• 「障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業」、「障害福祉分野における人材確保・生

産性向上サポート促進事業（都道府県等実施分）」及び「障害福祉分野における人材確保・

生産性向上サポート拠点整備事業（国実施分）」を、令和７年度補正予算において措置

• 省力化投資促進プランのKPIの達成に向けて、ICT活用や都道府県ワンストップ窓口の設置

を推進

（令和７年１月17日）

（令和７年２月25日）

（令和７年６月13日）

（令和７年度補正予算）

生産性向上関係の調査研究 • 省力化投資促進プランを踏まえ、令和７年度障害者総合福祉推進事業において「障害福

祉現場の生産性向上に向けた調査研究事業」を実施（令和７年８月～令和８年３月）
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指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン

就労系障害福祉サービスの適切な事業運営の確保のため、指定就労継続支援事業所に関する自治体向けガイドラインを作成

① 新規指定時に自治体が指定申請事業者に対し、安定的な事業実施に向けて確認する事項

② 自治体の指定･指導事務担当者の知識･経験不足を補完し、運営状況を把握するための負担軽減になるチェックツール等の開発･提供

概要

① 新 規 指 定 時 の 確 認

障害者の就労能力の向上に寄与しない事業を就労継続支援サービスとして行っている事業者の参入があるといった指摘

・先々の運営に関して疑問が残る場合でも、指定申請書及び関係書類が揃っていれば指定申請自体を不受理にできない等の課題

・就労系障害福祉サービスの運営に当たっては生産活動や民間企業の決算書類に関する知識などが必要とされるが、指定・指導
事務の担当年数が３年未満の自治体職員が半数以上で、専任的な担当者が少ないため、制度理解や書類審査に難しさを感じる
職員が多いという課題

【生産活動シート】

 障害者支援や障害者福祉制度など、円滑な障害福祉サービスの
提供に必要不可欠な知識等を有しているか
 就労支援会計など事業運営に必要不可欠な知識等を有しているか
 就労の知識と能力を高める支援内容になっているか
 安定した収益が見込める生産活動の確保ができているか

現 状 と 課 題

ガ イ ド ラ イ ン

事前説明／事業計画書等審査（開所予定地がある市町村への事業計画の説明・ニーズ把握の状況

及びサービス選択理由・利用者の募集方法・生産活動の具体的な内容及び収入見込み・生産活動

シート・既存事業所の運営状況の確認）／専門家会議審査／指定申請審査／現地審査 等

通常の運営指導の

主眼事項・着眼点

生産活動・会計状況の実態把握

「生産活動シート」の活用 → 生産活動収支・取引先情報の確認

生産活動の実態 会計情報の確認 工賃・賃金支払い状況の確認

② 運 営 状 況 の 把 握

自治体の指定・指導業務

の適切な実施

就労継続支援の質の確保
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○ 広島県では、平成29年度に発生した就労継続支援A型事業所の経営破綻に対する検証報告書（平成30年12月県障害者自立支援協議
会とりまとめ）の提言を踏まえ、平成31年４月より、事業所指定のプロセスを見直し。

○ 県障害者自立支援協議会就労支援部会に中小企業診断士や公認会計士等をメンバーとする「就労継続支援A型事業所の指定等に係
る専門家会議」を設置。指定の事前協議の際に、事業者の関係者の出席の下、開催。利用者に対し最低賃金を支払うことができる事
業計画となっているかなどを確認し、県に専門的な意見をのべる。

○ このプロセスを導入後は、適正に運営する事業所割合が増加するなど効果があがっている。

内 容

所掌事務

次の事項に関し、県へ専門的な意見を述べる。
(1) 事業者指定(定員増の変更申請を含む)の事前協議時に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を
     控除した額により、利用者に対する最低賃金を支払うことができる事業計画であること。
(2) 指定取消検討時(毎年度の事業継続の可否判断が難しい場合など)に、経営状況等から経営改善の見込があること。
(3) 定期の立入検査の中で、判断の難しい専門性の高い経営、運営の課題等

構成員及び
役割(担当)

・中小企業診断士 （１名）：経営（採算性、実現性） ・公認会計士 （１名）：経営（採算性、実現性）
・精神保健福祉士等（３名）：職業指導など利用者処遇の水準 ・事業経営経験者 （１名）：就労経営実務
・弁護士 （１名）：破産時等の法律関係 ・社会保険労務士 （１名）：労働法規、福利厚生等

開催時期 随時（指定：事前協議時、取消時：立入検査後）

運営
(1) 当該事業所関係者の出席を求める。                                (2) 会議は非公開とし、構成員は匿名とする。
(3) 当該事業所と利害関係のある構成員はあらかじめ除斥する。(4) 必要と認める時は、関係機関への調査を行うことができる。

＜専門家会議の概要＞

＜専門家会議導入の効果＞ 適正な運営の事業所割合の増加等

●事前協議の資料
提出

●事前協議の実施

指 定 日 の ５ か 月 前 ま で

（ ３ 月 3 1 日 ま で ）

●専門家会議に
向けた資料の提出

※書類に不備・不足がある場合
は指定日を翌月以降とする。

指 定 日 の ３ か 月 前 ま で

（ ５ 月 3 1 日 ま で ）

●専門家会議の実施
●事前協議結果通知

指 定 日 の ２ か 月 前 ま で

（ ６ 月 3 0 日 ま で ）

●指定申請書の提出
※書類が不足する場合は指定日

を翌月以降とする。

指 定 日 の １ か 月 前 ま で

（ ７ 月 3 1 日 ま で ）

●審査
●事業所番号の付番
●指定指令書の送付

指 定 日 ま で

（ ９ 月 １ 日 ま で ）

＜事業者指定の流れ＞（例：９月１日付で指定をする場合）

就労継続支援A 型事業所の指定等に係る専門家会議の導入事例（広島県）
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○ 札幌市では、就労継続支援B型の事業所が増加する中で、利用者を中心においた支援の質の維持及び向上を図るため、
以下の取組を総合的に推進。

就労継続支援B 型等の新規事業所指定と運営指導について  (札幌市 )

１ 総合的な取組の推進

【新規事業者→いわゆる総量規制】

○ サービス供給量が、障害福祉計画で定めるサービス利用見込量を超えているため、令和８年１月から新規指定を一時停止。

※ 児童発達支援、放課後等デイサービスについても総量規制を実施。これらのサービスの新規指定は年１回の選定プロセスを経ることとして、学識経験者、事業者代表等か
らなる選定委員会で協議する形式を採用。切実な支援ニーズを有する医ケア児・重心児は、受け入れについて法に基づく条件付けの上で別途指定（意見申出制度の活用）。

【既存事業者→指導の徹底】
○ 条例に定めた以下の４つの基準（国の基準に準拠）の遵守を強く求めるとともに、令和９年４月以降、当該基準を遵守していない事業者

は、一部例外を除き、原則として指定を更新しないことを明示。
・ 利用者に生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う
・ 利用者に支払われる1月当たりの工賃の平均額が、3,000円を下回っていない
・ 利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努める
・ 工賃に自立支援給付（訓練等給付費）による収入を充てない（給付費を充て平均工賃を高めていた場合、本来の報酬区分との差額返還を求める）

※ 体制届の提出のタイミングで就労継続支援A型・B型の全事業所に生産活動収支報告書の提出を求める取組を令和８年４月から開始。

○ 特に、在宅就労は、本人の希望はもとより、障がい種別や状態像等に対応した訓練の提供を求め、事業所によるアセスメントの結果、
在宅就労による具体的な効果を市として認められる者が対象であること、支援実態のない事例や個別支援計画の作成や支援状況など
から支援の観点が極めて乏しいなど不適切な事例は、返還請求や行政処分（指定取消等）の対象であることを改めて事業所に徹底。

※ このほか、利用者への祝い金の授与など利益供与の禁止についても事業所・利用者双方に注意喚起。また、管理者等については実務経験を証明する書類の
追加提出を求めるなど審査を厳格化。

○ これらについては、自立支援協議会就労部会や障がい者施策推進審議会の意見も聞くなど丁寧なプロセスを経て推進。

２ 実施体制等

○ 体制届の提出などについて、オンライン申請を導入。
○ 運営指導については、事業所を訪問し、関係する文書や事業所内設備の確認、事業所の従業者へ質問等をする業務を指定事務受託

法人に委託。市が作成した着眼点をもとに効果的・効率的に業務を推進し、運営指導の実施件数の増を図る。

※ 指導の結果、新規指定時に事業者と雇用関係にない者を従業者として申請書類に記載し、偽造の雇用証明書を提出し指定を受け、指定取消を受ける事業所も出てきて
いる。 42



就労移行支援事業所や就労継続支援事業所における在宅支援について①

＜事務連絡発出の経緯等＞

○ 在宅支援については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」（平

成 19 年４月２日障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「留意事項通知」とい

う。）や「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ＆A VOL.８」（令和７年３月31日付け事務連絡）問

２（以下「Q＆A」という。）などにより要件や考え方を示している。

○ しかしながら、一部ではあるが、当該要件や考え方に照らして不適切と思われる事業運営が散見されている状況が

あり、「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」（令和７年11月28日

障障発1128第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙）において、「在宅支援と称して、

公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動や、就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない

自習を行わせているなど、就労支援の実態が認められない不適切な事業運営が散見されているため、提供される生産

活動の内容や緊急時対応の具体的な実施方法等、留意事項通知及びＱ＆Ａに照らして、適切な内容となっているか確

認すること」が重要である旨を示した。

○ 今般、在宅での適切な支援を徹底するため、特に事業所に留意いただきたい観点（次ページ参照）を整理し、事務連

絡で周知した。

○ なお、在宅支援については、令和９年度障害福祉サービス等報酬改定において見直しを行うことも検討中。

在宅支援については、一部ではあるが、不適切と思われる事業運営が散見されている状況があり、在宅での適切な支援を徹底
するため、特に事業所に留意いただきたい観点を事務連絡で周知。事業所、指定権者、支給決定権者それぞれに、適切な対応を
促していく。
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就労移行支援事業所や就労継続支援事業所における在宅支援について②

【特に事業所に留意いただきたい観点】

在宅支援については、留意事項通知において「アからキまでの要件のいずれにも該当する場合に限り、報酬を算定する」

としているほか、Q&A等により考え方を示しているが、特に事業所に留意いただきたい観点は以下のとおり。

１ 留意事項通知で「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると

市町村が判断した利用者｣が対象となっているため、事前の本人の同意やアセスメントを徹底すること。 希望があれば在

宅での利用を認めるといったことは必ずしも適切ではなく、本人の同意に加え、支援の効果が認められるかどうかについ

てあらかじめ市町村が判断することが必要であるので、留意すること。

２ 留意事項通知に基づき、運営規程への在宅で実施する訓練内容及び支援内容の明記等を徹底すること。

  また、留意事項通知で訓練状況及び支援状況について、「本人の同意を得るなど適切な手続きを経た上で、音声データ、

動画ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配

慮した上で、提出できるようにしておくことが望ましい」とされていることから、それを推進すること。

３ 留意事項通知に｢事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のＩＣＴ機器の活用により、評価

等を1週間につき１回は行うこと｣とされていることを踏まえ、事業所における適切な評価等の徹底を図ること。

４ Q＆Aにおいて「直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、作業に伴う指導や相談等を随

時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが求められる」「オンラインによる支援が認められるのは、（中

略）オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効果が認められると市町村が判断し

た場合など、留意事項通知で定める要件の全てに該当する場合に限られる」とされていることを踏まえ、原則として対面

での支援を行うことが求められることを前提とし、質の高い支援の実施を推進すること。

５ Q＆Aにおいて「緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施で

きる体制を整備しておく必要がある」などと記載されていることから、緊急時の対応について遵守すること。
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就労継続支援Ａ型 都道府県別・在宅支援実施事業所の割合

【出典】令和６年度工賃（賃金）実績報告のデータを活用して障害福祉課で集計（令和７年３月時点）

各都道府県の全事業所数に占める下記①及び②を満たす事業所数の割合
①運営規定に在宅で実施する訓練及び支援内容が明記されている、②常時（利用日数のうち概ね６割程度以上）在宅で実施する訓練及び支援を受けている実利用者がいる
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就労継続支援Ｂ型 都道府県別・在宅支援実施事業所の割合

【出典】令和６年度工賃（賃金）実績報告のデータを活用して障害福祉課で集計（令和７年３月時点）

各都道府県の全事業所数に占める下記①及び②を満たす事業所数の割合
①運営規定に在宅で実施する訓練及び支援内容が明記されている、②常時（利用日数のうち概ね６割程度以上）在宅で実施する訓練及び支援を受けている実利用者がいる
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共同生活援助（グル ープ ホ ーム ）の 質 の確 保に 向け た 取組

◎障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて（令和４年６月13日社会保障審議会障害者部会報告書）

○ （略）グループホームについては、近年、障害福祉サービスの実績や経験が少ない事業者の参入が多く見受けられ、障害特性や

障害程度を踏まえた支援が適切に提供されないといった支援の質の低下が懸念される。

◎令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について（令和５年12月６日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム）

③ 共同生活援助における支援の質の確保

○ グループホームにおける障害者の特性に応じた支援や、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方については、

グループホームの支援に関するガイドラインの策定や、管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等を来年度以降検討

する。

＜これまでの取組＞

• 令和８年２月に、共同生活援助において守られるべき最低限の基準を示した「共同生活援助における運営や

支援に関するガイドライン」を策定。

• 共同生活援助の新規事業所の指定や、既存事業所の運営状況の把握や指導等を行う際に活用いただくための

留意点を整理し、ガイドラインと併せて自治体あて通知。

＜今後の取組（予定）＞

• ガイドラインに基づいた自己評価等を行うことを基準省令の解釈通知に位置付ける。

• 令和９年度から管理者の資格要件（実務経験要件、研修要件）を導入。全国で管理者研修を円滑に実施でき

るよう、令和８年度前期に、都道府県等向けの説明会等を実施する予定。

• 共同生活援助の生活支援員・世話人（直接処遇職員）が障害者支援に関する基礎的な知識を習得することが

できるよう、令和８年度に直接処遇職員を対象とした研修用教材及びカリキュラムを開発する予定。また、

直接処遇職員が当該研修を受講できるよう、今後、都道府県等による研修実施についても検討を進める。
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➢ 共同生活援助に関する人員・設備・運営の基準省令の規定、解釈通知の内容を体系的に整理するほか、以下についても記載

• 障害者福祉の基本理念、権利擁護（虐待の防止、意思決定支援）

• 共同生活援助の従業者の役割・要件、共同生活援助が連携すべき関係機関

• 日常生活の支援の中で行う、利用者の意思の尊重や健康管理

• 退居や一人暮らし等に向けた支援・退居後の支援、利用者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援

• 支援の質の向上のための取組（従業者の知識・技術の向上、研修の受講機会の提供、権利擁護に関する設置者・管理者の責務、

他の事業所との交流）

（別添資料）

• 事業所が運営状況やサービスを自己評価するためのチェックシート

• 共同生活援助事業者が実施しなければならない委員会・研修等の一覧

共同生活援助における運営や支援に関するガイドラインについて

グループホームの適切な事業運営の確保のため、指定共同生活援助事業所の運営や支援に関するガイドラインを作成

• 基準省令や解釈通知の内容を中心に、共同生活援助（グループホーム）の運営や支援内容に関して守られるべき最低限の基準を提示

概  要

ガ イ ド ラ イ ン の 概 要

【自己チェックシート】

• 基準省令第210条の５第５項で「指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助

の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない」とされている一方、解釈通知等に

おいて、その具体的な方策等は示されていない。

• このため、事業者の取組として、「質の評価及び改善を図るに当たって、本ガイドラインを参

考にする」旨を解釈通知で示すことを今後検討する。

✓ ガイドラインに基づいた自己評価を事業所ごとに作成し、法人・事業所内での共有やホー

ムページ等での公表を行うほか、地域連携推進会議で報告し、会議の構成員から客観的な

助言を受けること等を通じて、支援の改善につなげていくことを想定

ガ イ ド ラ イ ン を 活 用 し た 質 の 確 保 へ の 取 組
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（参考）共同生活援助における支援の質の確保等に向けた取組イメージ

共 同 生 活 援助ガイド ライン

• 共同生活援助（グループホーム）の運営や支援内容に関して守られるべき最低限の基準

• 自己チェックシートを活用して自己評価を行い、その内容を公表

【指定共同生活援助の取扱方針（基準省令第210条の５）】

• 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者、

市町村の担当者等により構成

• おおむね１年に１回以上開催

• 運営状況の報告や必要な要望や助言等を聴く機会を設ける

• 会議における報告、要望、助言等の記録を作成し、公表

地 域 連 携 推進会議 （ 第 2 1 0 条 の ７ 第 ２ 項 、 第 ４ 項 ）

【地域との連携等（基準省令第210条の７）】

指 定 共 同 生活援助事 業所への訪問 （ 第 2 1 0 条 の ７ 第 3 項 ）

• 地域連携推進会議の構成員が全ての共同生活住居を見学（外部の目を入れて透明性を確保）

• 住居ごとにおおむね１年に１回以上、地域連携推進会議の構成員が見学する機会を設ける

【自己チェックシートの活用例】

自己チェックシート
を活用した相談等

前向きな助言等

グループホーム

地域連携推進会議

＜地域との連携・運営の透明化を通じた支援の質の確保（取組例）＞

• 経験の浅い指定共同生活援助事業所が、地域の経験豊かな指定共同生活援助事業所を見学したり、その事業所の地域

連携推進会議に参加

• 地域の経験豊かな指定共同生活援助事業所が、経験の浅い指定共同生活援助事業所の地域連携推進会議に「共同生活

援助に知見を有する者」として参画

• 指定権者だけでなく、事業所が所在する市町村や（自立支援）協議会等からも経験ある事業者を紹介
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2021年4月1日

３．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定について

50



2021年4月1日

１．福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充等

２．令和８年度における臨時応急的な見直し
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１ （ １ ） 処 遇 改善 加 算 の拡 充 ①

加算Ⅱイ

②上乗せ

加算Ⅲ
加算Ⅳ

加算Ⅰロ
（新設） 加算Ⅱロ

（新設）
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
Ⅴ

令和８年度特例要件
を満たし加算Ⅰロ・Ⅱロへ

令和８年度特例要件を満たし加算Ⅱロへ
※キャリアパス要件Ⅰ～Ⅳ及び職場環境等
要件の令和８年度中の対応の誓約でも可。
実績報告書において対応の実施を確認。

要件（※）を
満たし加算Ⅱイへ

※キャリアパス要件Ⅳ・職
場環境等要件の更なる取組

加算Ⅰイ

②上乗せ

取得なしキャリアパス要
件等の要件

OR

OR

現行の処遇改善加算の対象サービス

新たに処遇改善加算の対象となるサービス
（計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援）

③処遇改善加算を新設

取得なし

令和８年度特例要件

処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件）

※令和８年度中の対応の誓約でも可。実績
報告書において対応の実施を確認。

OR
加

算

率

①引上げ分

①引上げ分

①引上げ分

①引上げ分
加

算

率

○ 福祉・介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象に、幅広く月1.0万円（3.3％）の賃上げを実現する措置を実施するととも
に、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、月0.3万円（1.0％）の上乗せ措置を実施する。 

※ 合計で、福祉・介護職員について最大月1.9万円（6.3％）の賃上げ（定期昇給0.6万円込み）が実現する措置

○ 具体的には以下の措置を講じる（併せて申請事務負担等を考慮した配慮措置を講じる）。【告示改正・令和８年６月施行 】
① 今回から、処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大する（加算率の引上げ）
② 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける（加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ）
③ 処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算を新設する

 ④ ベースアップなどによる更なる賃上げや生産性向上等の取組を後押しするために必要な措置を講ずる。

注）令和８年度特例要件
：ア・イのいずれか及びウを満たすこと

 ア）職場環境等要件の生産性向上に関する取組を５以上
（⑱㉑必須）

 イ）社会福祉連携推進法人に所属していること
 ウ）加算Ⅱロ相当の加算額の１／２以上を月給賃金で配分
（※）ア・ウの要件は令和８年度中の対応の誓約で可。

実績報告書において対応の実施を確認。

概 要
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単位数

※ 福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる。
加算率は、サービス毎の常勤換算職員数に基づき設定。

１ （ １ ） 処 遇 改善 加 算 の拡 充 ②

サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ
Ⅲ Ⅳ

Ⅰイ Ⅰロ Ⅱイ Ⅱロ

居宅介護 44.6% 45.6% 43.1% 44.1% 37.6% 30.2%

重度訪問介護 37.2% 38.2% 35.7% 36.7% 30.2% 24.8%

同行援護 44.6% 45.6% 43.1% 44.1% 37.6% 30.2%

行動援護 41.1% 42.1% 39.6% 40.6% 34.1% 27.7%

重度障害者等包括支援 25.2% 26.2% 19.1% 16.7%

生活介護 9.3% 9.7% 9.2% 9.6% 7.9% 6.7%

施設入所支援 18.6% 19.3% 16.5% 14.2%

短期入所 18.6% 19.3% 16.5% 14.2%

療養介護 16.4% 17.1% 16.2% 16.9% 14.3% 12.6%

自立訓練（機能訓練） 16.4% 17.1% 16.0% 16.7% 12.4% 10.6%

自立訓練（生活訓練） 16.4% 17.1% 16.0% 16.7% 12.4% 10.6%

就労選択支援 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%

就労移行支援 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%

就労継続支援Ａ型 10.8% 11.2% 10.6% 11.0% 9.1% 7.5%

就労継続支援Ｂ型 10.5% 10.9% 10.3% 10.7% 8.8% 7.4%

サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ
Ⅲ Ⅳ

Ⅰイ Ⅰロ Ⅱイ Ⅱロ

就労定着支援 11.5% 11.9% 9.8% 8.1%

自立生活援助 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%

共同生活援助
（介護サービス包括型 ）

16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%

共同生活援助
（日中サービス支援型）

16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%

共同生活援助
（外部サービス利用型）

22.7% 23.3% 22.4% 23.0% 20.8% 16.8%

児童発達支援 15.2% 15.8% 14.9% 15.5% 13.9% 11.7%

医療型児童発達支援 19.7% 20.3% 19.4% 20.0% 18.4% 15.0%

放課後等デイサービス 15.5% 16.1% 15.2% 15.8% 14.2% 11.9%

居宅訪問型児童発達支援 15.0% 15.6% 13.9% 11.7%

保育所等訪問支援 15.0% 15.6% 13.9% 11.7%

福祉型障害児入所施設 30.5% 32.0% 30.1% 31.6% 26.2% 23.5%

医療型障害児入所施設 28.5% 30.0% 28.1% 29.6% 24.2% 22.1%

サービス区分 福祉・介護職員等処遇改善加算（新設）

計画相談支援 5.1%

地域相談支援（地域移行支援） 5.1%

地域相談支援（地域定着支援） 5.1%

障害児相談支援 5.1%
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未取得 加算Ⅳ 加算Ⅲ 加算Ⅱ 加算Ⅰ

・賃金体系等の整備及び研修の実施等（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ）

・加算Ⅳ相当額の２分の１以上を月額賃金で配分

職場環境の改善
（職場環境等要件） ○（※１） ○（※１） ◎（※２・３） ◎（※２・３）

昇給の仕組み
（キャリアパス要件Ⅲ） ○ ○ ○

改善後賃金年額460万円
（キャリアパス要件Ⅳ） ○（※３） ○（※３）

経験・技能のある介護職員
（キャリアパス要件Ⅴ） ○

加算 I・Ⅱを取得した
事業者の福祉・介護職員分の

加算率を上乗せ

キャリアパス要件Ⅰ～Ⅳ及び職場環境等要件は
令和８年度中の対応の誓約で可

令和８年度特例要件

注）新たに対象となる計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援は、加算Ⅳに準ずる要件（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件）
又は令和８年度特例要件により算定可能 ※加算Ⅳに準ずる要件は令和８年度中の対応の誓約で可

（※１）a.区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上） ＋ b.全体から８以上（＊）
（※２）c.区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上・⑱必須） ＋ d.全体から14以上（＊）
（※３）d 又は e.キャリアパス要件Ⅳ （＊）のいずれかを満たしていれば可
（※４）令和８年度特例要件：ア・イのいずれか及びウを満たすこと

ア）職場環境等要件の生産性向上に関する取組を５つ以上（⑱㉑必須）（＊）
イ）社会福祉連携推進法人に所属していること
ウ）加算Ⅱロ相当の加算額の２分の１以上を月給賃金で配分（＊）

（＊）b・d・e・ア・ウの要件は令和８年度中の対応の誓約で可とし、実績報告書により確認することとしたうえで、未対応が確認された場合には加算額
の一部又は全部を返還させることとする。

生産性向上や協働化の取組（※４）

算定要件等

１ （ １ ） 処 遇 改善 加 算 の拡 充 ③
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（ 参 考 ） 職 場環 境 等 要件 （ 令 和８ 年 度）

・ 福祉・介護職員等処遇改善加算 Ⅲ・Ⅳ ：以下の区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上） ＋ 全体から８

・ 福祉・介護職員等処遇改善加算 Ⅰ・Ⅱ ：以下の区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上うち⑱は必須） ＋ 全体から14

区分 具体的内容

入職促進に
向けた取組

①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築（採用の実績でも可）
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研
修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等

⑥研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入
⑦エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等の導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様
な働き方の推進

⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標（例えば、１週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●％以上を取

得）を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる
⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

腰痛を含む
心身の健康管理

⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の

研修等の実施
⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のた
めの業務改善の
取組

⑱現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等）を実施している
⑲５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑業務支援ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。）、情報端末（タブレット端末、スマートフォン端末等）の導入
㉒介護ロボット（見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等）又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資する

ＩＣＴ機器（ビジネスチャットツール含む）の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ

捨て等の業務については、間接支援業務に従事する者の配置や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うＩＣＴインフラの整備、人事管理シス

テムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施

やりがい・働き
がいの醸成

㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
㉖地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進のための、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

※加算Ⅰ・Ⅱにおいては、情報公表システム等で職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容の公表を求める。 55



１ （ ２ ） 国 庫 負担 基 準 の見 直 し

単位数

○ 障害者総合支援法では、障害福祉サービスに係る国の費用負担を義務化することで財源の裏付けを強化する一方で、
障害福祉に関する国と地方自治体間の役割分担を前提に、限りある国費を公平に配分し、市町村間のサービス提供のば
らつきをなくすため、訪問系サービスにおける市町村に対する国庫負担の上限を定めている。

○ 今般、処遇改善加算の見直しに連動した国庫負担基準の改正を行う。【告示改正・令和８年６月施行】

概要

重度障害者等包括支援対象者であっ
て重度障害者等包括支援を利用して
おらず、居宅介護、重度訪問介護、同
行援護又は行動援護の利用者

（介護保険対象者）

居宅介護利用者

重度訪問介護利用者

同行援護利用者

重度障害者等包括支援利用者 

※カッコ内は通院等(乗降)介助あり

区分１ 3,100単位 (  6,410単位)  

区分２ 4,010単位 (  7,270単位)

区分３ 5,890単位 (  9,190単位)

区分４ 11,070単位 (14,320単位)

区分５ 17,730単位 (20,980単位)

区分６ 25,500単位 (28,800単位)

障害児 9,950単位 (13,270単位)

区分４ 28,940単位

区分５ 36,270単位

区分６ 62,050単位

（介護保険対象者）

区分４ 14,620単位

区分５ 15,290単位

区分６ 22,910単位

区分５ 1,100単位

区分６ 1,810単位

区分に関わらず 13,870単位

区分３ 15,680単位

区分４ 21,130単位

区分５ 28,100単位

区分６ 36,520単位

障害児 19,950単位

区分６ 96,480単位

介護保険対象者 67,680単位

区分６ 74,310単位

介護保険対象者 45,510単位

行動援護利用者

重度障害者等包括支援対象者であっ
て重度障害者等包括支援を利用して
おらず、居宅介護、重度訪問介護、同
行援護又は行動援護の利用者

（介護保険対象者）

居宅介護利用者

重度訪問介護利用者

同行援護利用者

重度障害者等包括支援利用者 

※カッコ内は通院等(乗降)介助あり

区分１ 3,170単位 (6,550単位)

区分２ 4,090単位 (7,420単位)

区分３ 6,010単位 (9,380単位)

区分４ 11,300単位 (14,620単位)

区分５ 18,100単位 (21,420単位)

区分６ 26,040単位 (29,410単位)

障害児 10,160単位 (13,550単位)

区分４ 29,400単位

区分５ 36,850単位

区分６ 63,040単位

（介護保険対象者）

区分４ 14,780単位

区分５ 15,430単位

区分６ 23,130単位

区分５ 1,120単位

区分６ 1,850単位

区分に関わらず 14,670単位

区分３ 16,100単位

区分４ 21,700単位

区分５ 28,860単位

区分６ 37,510単位

障害児 20,490単位

区分６ 96,870単位

介護保険対象者 67,950単位

区分６ 75,870単位

介護保険対象者 46,460単位

行動援護利用者

〇令和６年４月～ 〇令和８年６月～

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援】
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○ 就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数は、当該事業所の定員数を上限とする。

○ また、同一事業所だけではなく、他の事業所において過去３年間で算定実績がある利用者について、ハラスメントなどや
むを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることを明確化する。

※ 令和９年度報酬改定に向けて、就労移行支援体制加算のあり方については改めて議論

算定要件等

２（１）就労移行支援体制加算の見直し

○ 就労継続支援Ａ型等においては、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を
評価するため、前年度の就職者数に応じた加算を設定している（就労移行支援体制加算）。

○ この加算について、同一の利用者についてA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度
加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があるところ。

○ 本来の制度趣旨に沿った運用が行われるよう、就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就
職者数に上限（定員数まで）を設定するなど、適正化を行う。 【告示改正・令和８年４月施行 】

概要 【生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型】

（参考）就労移行支援体制加算

・一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価する加算

・前年度において、就労継続支援Ａ型等を受けた後に一般就労へ移行し、６月以上就労継続している者が１名以上いる場合、評価点
に応じた所定単位数にその前年度実績の人数及び利用者数を乗じた単位数を加算

・この実績の人数については、原則として、同一の利用者につき過去３年間で算定実績がある場合は算定不可（都道府県知事又は市
町村長が適当と認める者に限る）としている（R6報酬改定）
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○ 基本報酬区分の基準額をそれぞれ３千円引き上げる。
※ 基準額の引き上げ幅は、平均工賃月額の上昇幅（約６千円）の１／２である３千円に留める

○ 併せて、下記の配慮措置を講じる。
・令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外とする。
・今回の見直しにより区分が下がる事業所について、基本報酬の減少額が３％程度に収まるよう、中間的な区分を新設
する。

・令和６年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げず、据え置く。

算定要件等

２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

○ 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、平均工賃月額が約６千円上昇し、想定以上に高い報酬区分の事業所の割合
が増加したことに対応し、基本報酬区分の基準の見直しを行う。 【告示改正・令和８年６月施行】

概要 【就労継続支援Ｂ型】

【新算定式】

※ 上記算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止

（参考）平均工賃月額の算定方法の見直し（令和６年度報酬改定）
障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入

【見直し後】【見直し前】

○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により１人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金１級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額
に２千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。

年間工賃支払総額 ÷（年間延べ利用者数÷年間開所日数）÷ 12月
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２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

単位数

【就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）】

＜現行＞ ＜改定後＞

○定員２０人以下の場合

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 837単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 812単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 805単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 781単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 758単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 738単位

（Ｄ・五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万８千円未満の場合 726単位

（Ｅ） 平均工賃月額が２万円以上２万３千円未満の場合 705単位

（六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万円未満の場合 703単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 682単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 673単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 590単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 746単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 724単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 717単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 696単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 676単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 660単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 641単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 637単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 624単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 606単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 600単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 526単位

○定員２１人以上４０人以下の場合

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 837単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 805単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 758単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 738単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 726単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 703単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 673単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 590単位

※令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、従前の報酬区分を適用

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 746単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 717単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 676単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 660単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 637単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 624単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 600単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 526単位
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２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

単位数

【就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）】

＜現行＞ ＜改定後＞

○定員４１人以上６０人以下の場合

○定員６１人以上８０人以下の場合

※令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、従前の報酬区分を適用

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 700単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 674単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 636単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 620単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 600単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 586単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 563単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 494単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 700単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 679単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 674単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 654単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 636単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 620単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 602単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 600単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 586単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 569単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 563単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 494単位

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 688単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 662単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 625単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 609単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 589単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 575単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 553単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 485単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 688単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 668単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 662単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 643単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 625単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 609単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 591単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 589単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 575単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 558単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 553単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 485単位
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２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

単位数

【就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）】

＜現行＞ ＜改定後＞

○定員８１人以上の場合

※令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、従前の報酬区分を適用

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 666単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 640単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 605単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 590単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 570単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 557単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 535単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 468単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 666単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 647単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 640単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 621単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 605単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 590単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 573単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 570単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 557単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 541単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 535単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 468単位
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２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

単位数

【就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）】

＜現行＞ ＜改定後＞

○定員２０人以下の場合

○定員２１人以上４０人以下の場合

※令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、従前の報酬区分を適用

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 748単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 716単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 669単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 649単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 637単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 614単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 584単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 537単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 748単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 726単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 716単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 695単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 669単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 649単位

（Ｄ・五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万８千円未満の場合 637単位

（Ｅ） 平均工賃月額が２万円以上２万３千円未満の場合 618単位

（六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万円未満の場合 614単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 596単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 584単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 537単位

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 666単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 637単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 596単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 580単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 557単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 544単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 520単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 478単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 666単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 647単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 637単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 618単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 596単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 580単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 563単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 557単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 544単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 528単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 520単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 478単位
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２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

単位数

【就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）】

＜現行＞ ＜改定後＞

○定員４１人以上６０人以下の場合

○定員６１人以上８０人以下の場合

※令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、従前の報酬区分を適用

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 625単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 599単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 561単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 545単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 525単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 511単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 488単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 449単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 625単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 607単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 599単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 582単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 561単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 545単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 529単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 525単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 511単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 496単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 488単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 449単位

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 614単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 588単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 551単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 535単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 515単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 501単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 479単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 440単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 614単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 596単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 588単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 571単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 551単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 535単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 519単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 515単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 501単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 486単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 479単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 440単位
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２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

単位数

【就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）】

＜現行＞ ＜改定後＞

○定員８１人以上の場合

※令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、従前の報酬区分を適用

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 594単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 568単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 533単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 518単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 498単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 485単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 463単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 425単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 594単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 577単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 568単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 551単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 533単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 518単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 503単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 498単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 485単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 471単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 463単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 425単位
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２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

単位数

【就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅲ）】

＜現行＞ ＜改定後＞

○定員２０人以下の場合

○定員２１人以上４０人以下の場合

※令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、従前の報酬区分を適用

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 682単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 653単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 611単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 594単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 572単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 557単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 532単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 490単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 682単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 662単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 653単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 634単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 611単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 594単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 577単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 572単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 557単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 541単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 532単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 490単位

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 609単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 584単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 547単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 532単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 511単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 497単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 475単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 438単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 609単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 591単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 584単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 567単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 547単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 532単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 517単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 511単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 497単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 483単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 475単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 438単位
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２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

単位数

【就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅲ）】

＜現行＞ ＜改定後＞

○定員４１人以上６０人以下の場合

○定員６１人以上８０人以下の場合

※令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、従前の報酬区分を適用

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 564単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 541単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 508単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 493単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 474単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 461単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 441単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 405単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 564単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 548単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 541単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 525単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 508単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 493単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 479単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 474単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 461単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 448単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 441単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 405単位

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 554単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 530単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 498単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 483単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 465単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 452単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 432単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 397単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 554単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 538単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 530単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 515単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 498単位

（Ｃ） 平均工賃月額が３万円以上３万３千円未満の場合 484単位

（四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万円未満の場合 483単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 469単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 465単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 452単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 439単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 432単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 397単位
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２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

単位数

【就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅲ）】

＜現行＞ ＜改定後＞

○定員８１人以上の場合

※令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、従前の報酬区分を適用

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上の場合 535単位

（二） 平均工賃月額が３万円５千円以上４万５千円未満の場合 512単位

（三） 平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満の場合 480単位

（四） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満の場合 467単位

（五） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満の場合 449単位

（六） 平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満の場合 437単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 417単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 384単位

（一） 平均工賃月額が４万８千円以上の場合 535単位

（Ａ） 平均工賃月額が４万５千円以上４万８千円未満の場合 519単位

（二） 平均工賃月額が３万８千円以上４万５千円未満の場合 512単位

（Ｂ） 平均工賃月額が３万５千円以上３万８千円未満の場合 497単位

（三） 平均工賃月額が３万３千円以上３万５千円未満の場合 480単位

（Ｃ・四） 平均工賃月額が２万８千円以上３万３千円未満の場合 467単位

（Ｄ） 平均工賃月額が２万５千円以上２万８千円未満の場合 453単位

（五） 平均工賃月額が２万３千円以上２万５千円未満の場合 449単位

（Ｅ・六） 平均工賃月額が１万８千円以上２万３千円未満の場合 437単位

（Ｆ） 平均工賃月額が１万５千円以上１万８千円未満の場合 424単位

（七） 平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満の場合 417単位

（八） 平均工賃月額が１万円未満の場合 384単位
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（ 平 均 工 賃 月 額 ）

（参考）就労継続支援 B型の基本報酬区分の基準の見直しについて（イメージ）

【 R6報酬 改 定 後 （ 現 行 ） 】 【 見 直 し 後 】

1 0 , 0 0 0

1 8 , 0 0 0

3 3 , 0 0 0

3 8 , 0 0 0

4 8 , 0 0 0

2 3 , 0 0 0

区 分 一 単 価 8 3 7

区 分 八 単 価 5 9 0

区 分 七 単 価 6 7 3

区 分 六 単 価 7 0 3

区 分 五 単 価 7 2 6

区 分 四 単 価 7 3 8

区 分 三 単 価 7 5 8

区 分 二 単 価 8 0 5

区 分 七 単 価 6 7 3

区 分 F 単 価 6 8 2

区 分 B 単 価 7 8 1

区 分 二 単 価 8 0 5

区 分 A 単 価 8 1 2

区 分 一 単 価 8 3 7

区 分 八 単 価 5 9 0

○ 見直しにあたっては、報酬区分の引き上げを全国平均値の上昇幅の1/2である３千円に留めるとともに、

①令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外

②見直しにより区分が下がる場合についても基本報酬の減少額が３％程度に収まるよう中間的な区分を新設

③令和６年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準額は据え置く

配慮措置を講ずる。

2 8 , 0 0 0

4 5 , 0 0 0

3 5 , 0 0 0
区 分 三 単 価 7 5 8

1 5 , 0 0 0

2 5 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0

区 分 C ･ 四  単 価 7 3 8

区 分 D ･ 五  単 価 7 2 6

区 分 六  単 価 7 0 3

3 0 , 0 0 0

3,000円

③据え置き

②減少額に配慮

①６年度改定前後で区分が
上がっていない事業所は

見直しの適用対象外

※ 人 員 配 置 基 準 ６ ： １ 、 定 員 2 0 名 以 下 の 場 合

区 分 E 単 価 7 0 5
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 ○ 対象サービス
就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス

※ 年間総費用額全体に占める割合が１％以上で、令和６年度の収支差率が５％以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去３年間５％

以上の伸びを続けているサービス

 ○ 対象事業所
令和８年６月１日以降に新規指定された事業所（既存事業所については従前どおり）

※ 指定権者においては、基準等の要件を満たす事業所を適切に指定する観点から、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に
従って処理することが望ましい

※ 合併・分割・事業譲渡に伴う指定の場合、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認める場合は、既存事業所と同様の扱い

 ○ 応急的な報酬単価
対象サービスにおける平均収支差率や給付費に占める基本報酬の割合等を踏まえ、一定の収支差率を確保できる水準

となるよう、それぞれの基本報酬単価の特例を設ける。なお、受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足し
ている地域については、一定の配慮を行うため、従前の報酬単価を適用する（詳細次ページ）。

２（３）応急的な報酬単価の特例

○ 障害福祉サービス等に係る総費用が増加し、また、人材確保が喫緊かつ重要な課題となっている中、一定の収支差率を
確保しつつ、事業所数や利用者数の伸びが継続している状況である。このため、サービスの質を担保しつつ、制度の持続
可能性を確保する観点から、新規事業所に限り、臨時応急的な見直しを実施する。

○ 収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型について、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を
確保する観点から、新規事業所に限り、令和９年度報酬改定までの間、応急的な報酬単価（一定程度引き下げた基本報
酬）を適用する。【告示改正・令和８年６月施行 】

概要 【就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス】

算定要件等
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 ○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害者への配慮＞

• 医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する利用者に係る基本報酬

• 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

算定要件等（ 配慮措 置）

２（３）応急的な報酬単価の特例（就労継続支援Ｂ型）

○ 所定単位数の1000分の984に相当する単位数

単位数
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 ○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害者への配慮＞

• 重度障害者支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する利用者に係る基本報

酬

• 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

２（３）応急的な報酬単価の特例（共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型））

○ 所定単位数の1000分の972に相当する単位数

単位数

算定要件等（ 配慮措 置）
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 ○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害児等への配慮＞

• 主として重症心身障害児を通わせる事業所に係る基本報酬

• 基本報酬医療的ケア区分（１～３）、強度行動障害児支援加算、人工内耳装用児支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）、視覚・聴覚・言

語機能障害児支援加算を算定する利用者に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

２（３）応急的な報酬単価の特例（児童発達支援）

○ 所定単位数の1000分の988に相当する単位数

単位数

算定要件等（ 配慮措 置）
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 ○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害児等への配慮＞

• 主として重症心身障害児を通わせる事業所に係る基本報酬

• 基本報酬医療的ケア区分（１～３）、強度行動障害児支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）、人工内耳装用児支援加算、視覚・聴覚・言

語機能障害児支援加算を算定する利用者に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

２（３）応急的な報酬単価の特例（放課後等デイサービス）

○ 所定単位数の1000分の982に相当する単位数

単位数

算定要件等（ 配慮措 置）
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（ 参 考 ① ） 配 慮 措 置 の 対 象

◎就労継続支援Ｂ型・共同生活援助 （重度障害者支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）、医療的ケア対応支援加算は共同生活援助のみ）

【重度障害者支援加算（Ⅰ）】（共同生活援助のみ）

○ 区分６かつ行動関連項目10点以上の利用者に対して個別支援を行った場合に加算

【重度障害者支援加算（Ⅱ）】（共同生活援助のみ）

○ 区分４かつ行動関連項目10点以上の利用者に対して個別支援を行った場合に加算

【医療的ケア対応支援加算】（共同生活援助のみ）

○ 指定基準の人員配置に加えて看護職員等を常勤換算１以上配置しており、医療的ケア判定スコアに記載の医療を必要とする

利用者に対して個別支援を行った場合に加算

【医療連携体制加算（Ⅳ）】

○ 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合に加算

【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）】

○ 利用者の50%以上に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害があり、意思疎通に関する専門性をもつ支援員を、利用者数に対して

40:1以上配置している事業所に加算

【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅱ）】

○ 利用者の30%以上に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害があり、意思疎通に関する専門性をもつ支援員を、利用者数に対して

50:1以上配置している事業所に加算

【高次脳機能障害者支援体制加算】

○ 高次脳機能障害のある利用者が全体の30％以上であり、高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、利

用者数に対して50:1以上配置している事業所に加算
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（ 参 考 ② ） 配 慮 措 置 の 対 象

（基本報酬）
◎児童発達支援・放課後等デイサービス
【医療的ケア区分による基本報酬（医療的ケア区分１～３）】

○ 医療濃度に応じて、必要な看護職員を配置し、医療的ケア児に対して支援を行う場合

【主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬】
○ 主として重症心身障害児を通わせる事業所において支援を行う場合

（加算）
◎児童発達支援
【強度行動障害児支援加算】

○ 児基準20点以上の児に対して、強度行動障害支援者養成実践研修を修了した職員を配置し、支援援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った
場合に加算

【人工内耳装用児支援加算（Ⅰ）】
○ 難聴児のうち人工内耳を装用している児に対して、支援を行った場合、利用定員に応じて加算

【人工内耳装用児支援加算（Ⅱ）】
○ 難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、言語聴覚士を１名以上配置し支援を行った場合に加算

【視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算】
○ 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関し専門性を有する職員を１名以上配置し支援を行った場合に加算

◎放課後等デイサービス
【強度行動障害児支援加算（Ⅰ）】

○ 児基準20点以上の児に対して、強度行動障害支援者養成実践研修を修了した職員を配置し、支援援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った
場合に加算

【強度行動障害児支援加算（Ⅱ）】
○ 児基準30点以上の児に対して、中核的人材養成研修を修了した職員を配置し、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合に加算

【人工内耳装用児支援加算】
○ 難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、言語聴覚士を１名以上配置し支援を行った場合に加算

【視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算】
○ 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児に対して、意思疎通に関し専門性を有する職員を１名以上配置している場合に加算
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（ 参 考 ③ ） 配 慮 措 置 の 対 象

○ 特別地域加算の対象地域

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対
策実施地域

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定され

た特別豪雪地帯
四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年

法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠

原諸島
七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策

実施地域
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年

法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
九 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
十 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

※ 「厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域」（平成21年厚労告第176号）、「こども家
庭庁長官が定める離島その他の地域」（平24厚労告第233号）に該当する地域
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

• 現行の処遇改善加算の一本化及び加算率の引き上げ

＜職種間配分ルールの統一、月額賃金改善に関する要件の見直し 等＞

• 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置

を評価する加算を創設

＜地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】500単位/月＞

• 強度行動障害を有する障害者の受入体制の強化や、「中核的人材」の配置

や「集中的支援」について評価（生活介護・施設・グループホーム等）

＜基礎研修受講者を20%以上配置し、区分６かつ行動関連項目10点以上の者に支援を

行った場合 360単位/日、集中的支援加算（Ⅰ）【新設】1000単位/月 等＞

• 感染症発生時に備えた医療機関との連携強化（施設等）

＜障害者支援施設等感染対策向上加算（Ⅰ）【新設】10単位/月 等＞

• 障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化等、必要な基準を満たしていない

場合の減算の導入・見直し（全サービス共通）

＜虐待防止措置未実施減算【新設】所定単位数の1%減算 等＞

• 通所系サービスにおける食事提供加算の見直し
＜栄養面の評価を導入したうえで、経過措置を令和９年３月31日まで延長＞

• 物価高騰を踏まえた施設における補足給付の基準費用額（食費・光熱水

費）の見直し

＜基準費用額 54,000円 ⇒ 55,500円＞

• 障害福祉現場の業務効率化（全サービス共通）

＜管理者の兼務範囲の見直し、テレワークの取扱いの明確化、申請書類の標準化 等＞

１ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 に お け る 横 断 的 な 改 定 事 項

• 居宅介護の特定事業所加算に算定にあたり、重度障害児への対応を評価

＜特定事業所加算の算定要件に重症心身障害児及び医療的ケア児への支援を追加＞

• 入院中の重度訪問介護の利用について特別なコミュニケーション支援を必要

とする障害支援区分４及び５の利用者も対象に追加

＜入院中の重度訪問介護利用の対象 区分６⇒ 区分４以上＞

• 重度化・高齢化を踏まえた居宅介護・重度訪問介護の国庫負担基準の見直し

＜居宅介護の国庫負担基準に介護保険対象者の区分を追加 等＞

• 生活介護においてサービス提供時間に応じた評価を導入

＜生活介護の基本報酬の見直し。なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定めた

個々の支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮を設ける＞

• 医療的ケアが必要な者へ対応の評価（生活介護・施設・短期入所）

＜人員配置体制加算（Ⅰ）利用定員20人以下 321単位/日、喀痰吸引等実施加算【新設】30単位/日 等＞

• 短期入所における緊急時の受け入れを更に評価

＜緊急短期入所受入加算（Ⅰ）180単位 ⇒ 270単位 等＞

• 福祉型短期入所サービスにおける医療的ケア児者の受入れを促進

＜医療型ケア対応支援加算【新設】120単位/日 等＞

３ 日 中 活 動 系 サ ー ビ ス （ 生 活 介 護 ・ 短 期 入 所 ）

２ 訪 問 系 サ ー ビ ス （ 居 宅 介 護 ・ 重 度 訪 問 介 護 ・ 同 行 援 護
・ 行 動 援 護 ・ 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 ）

• 施設のすべての入所者に対して、地域移行の意向を確認。グループホームの見学、

地域活動への参加等を評価

＜意向確認に関する指針未作成の場合の減算 5単位/日、地域移行促進加算（Ⅱ）【新設】60単位/日等＞

• 施設における10人規模の利用定員の設定

＜基本報酬で対応。生活介護も同様の対応＞

• 施設から地域へ移行し、入所定員を減らした場合の加算を創設

＜地域移行支援体制加算【新設】＞

• グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の評価

＜自立生活支援加算（Ⅰ）【新設】1000単位/月 等＞

• 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実態に応じ

て加算する報酬体系へ見直し

＜グループホームの基本報酬の見直し＞

• グループホーム等において地域連携推進会議を設置し、地域の関係者を含む外部

の目を定期的に入れる取組を義務づけ

＜運営基準に規定。ただし、令和6年度は努力義務とし、令和７年度から義務化＞

４ 施 設 系 ・ 居 住 支 援 系 サ ー ビ ス
（ 施 設 入 所 支 援 ・ 共 同 生 活 援 助 ・ 自 立 生 活 援 助 ）
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

• 社会生活の自立度評価指標（SIM）の活用と報酬上の評価

＜個別計画訓練支援加算（Ⅰ）【新設】47単位/日 等＞

• ピアサポートの専門性の評価

＜ピアサポート実施加算【新設】100単位/月＞

５ 訓 練 系 サ ー ビ ス
（ 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） ・ 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） ）

• 就労移行支援事業所を定員10名以上から実施可能となるよう見直し

＜利用定員規模 20人以上⇒ 10人以上＞

• 就労継続支援A型のスコア方式について、生産活動収支や平均労働時間

に応じた評価となるよう項目を見直し

＜就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式を見直し＞

• 就労継続支援B型における平均工賃月額に応じた報酬体系について、よ

りメリハリをつけた報酬体系に見直し

＜就労継続支援B型の基本報酬の見直し、人員配置「6：1」の報酬体系の創設【新

設】、目標工賃達成加算【新設】10単位/日 等＞

• 就労定着支援の基本報酬を就労定着率のみに応じた報酬体系に見直し

＜就労定着支援の基本報酬の見直し＞

• 就労選択支援の円滑な実施のための基本報酬・人員配置基準等の設定

＜就労選択支援サービス費【新設】 1210単位/日＞

• 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、機能強化型の基

本報酬を充実

＜計画相談支援の基本報酬の見直し＞

• 地域の中核的な相談支援事業所の主任相談支援専門員を更に評価

＜主任相談支援専門員配置加算 100単位/月

⇒ 主任相談支援専門員配置加算（Ⅰ）（Ⅱ） 300単位/月・100単位/月＞

• 相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算の拡充

＜医療・保育・教育機関等連携加算 100単位/月 ⇒ 150～300単位/月 等＞

７ 相 談 系 サ ー ビ ス （ 計 画 相 談 支 援 ・ 障 害 児 相 談 支 援 ）

８ 障 害 児 支 援
（ 児 童 発 達 支 援 ・ 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス ・ 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援

・ 保 育 所 等 訪 問 支 援 ・ 福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設 ・ 医 療 型 障 害 児 入 所 施 設 ）

６ 就 労 系 サ ー ビ ス
（ 就 労 移 行 支 援 ・ 就 労 継 続 支 援 A 型 ・ 就 労 継 続 支 援 B 型

・ 就 労 定 着 支 援 ・ 就 労 選 択 支 援 ）

• 児童発達支援センター等における中核機能を評価

＜中核機能強化加算【新設】 22単位～155単位/日

中核機能強化事業所加算【新設】 75単位～187単位/日＞

• 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて総合的な支援を推進

＜総合的な支援の提供を基本とすることを運営基準に規定 等＞

• 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいてサービス提供時間に応じた評価を

 導入

＜児発・放デイの基本報酬の見直し ＞

• 支援ニーズの高い児への支援の評価を充実

＜入浴支援加算【新設】55単位/日、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】100単位、

強度行動障害児支援加算 155単位/日 ⇒ 200又は250単位/日 等＞

• 家族支援の評価を充実

＜事業所内相談支援加算  80単位/月１回 ⇒ 家族支援加算  80単位/月４回（ｵﾝﾗｲﾝ 60単位）、

延長支援加算の見直し 等＞

• インクルージョン推進の取組への評価を充実（保育所等訪問支援の充実 等）

＜訪問支援員特別加算 679単位/日 ⇒ 700又は850単位/日＞

• 障害児入所支援における小規模化や地域生活に向けた支援等への評価を充実

＜小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ加算 240単位/日 ⇒ 186～320単位/日

ｻﾃﾗｲﾄ型 +308単位/日 ⇒ +378単位/日、移行支援計画の作成等を運営基準に規定 等＞
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○ 障害福祉現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につながる
よう加算率の引上げを行う。

○ 福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用さ
れるよう推進する観点から、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員
等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「福祉・介
護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。

○ 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員を、処遇改善
加算等の対象に加える。

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、  
自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、就労選択支援、自立生活援助、

   児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設】

※ 福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に、以下の加算率を乗じる。
加算率は、サービス毎の介護職員の常勤換算職員数に基づき設定。

福祉・介護職員等処遇改善加算について①

概 要

単位数

（注）令和６年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の３加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の
改定による加算率の引上げを受けることができる等の激変緩和措置を講じる。

サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善

サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

居宅介護 41.7% 40.2% 34.7% 27.3% 就労継続支援Ｂ型 9.3% 9.1% 7.6% 6.2%
重度訪問介護 34.3% 32.8% 27.3% 21.9% 就労定着支援 10.3% 8.6% 6.9%
同行援護 41.7% 40.2% 34.7% 27.3% 自立生活援助 10.3% 10.1% 8.6% 6.9%
行動援護 38.2% 36.7% 31.2% 24.8% 共同生活援助（介護サービス包括型） 14.7% 14.4% 12.8% 10.5%
重度障害者等包括支援 22.3% 16.2% 13.8% 共同生活援助（日中サービス支援型） 14.7% 14.4% 12.8% 10.5%
生活介護 8.1% 8.0% 6.7% 5.5% 共同生活援助（外部サービス利用型） 21.1% 20.8% 19.2% 15.2%
施設入所支援 15.9% 13.8% 11.5% 児童発達支援 13.1% 12.8% 11.8% 9.6%
短期入所 15.9% 13.8% 11.5% 医療型児童発達支援 17.6% 17.3% 16.3% 12.9%
療養介護 13.7% 13.5% 11.6% 9.9% 放課後等デイサービス 13.4% 13.1% 12.1% 9.8%
自立訓練（機能訓練） 13.8% 13.4% 9.8% 8.0% 居宅訪問型児童発達支援 12.9% 11.8% 9.6%
自立訓練（生活訓練） 13.8% 13.4% 9.8% 8.0% 保育所等訪問支援 12.9% 11.8% 9.6%
就労選択支援 10.3% 10.1% 8.6% 6.9% 福祉型障害児入所施設 21.1% 20.7% 16.8% 14.1%
就労移行支援 10.3% 10.1% 8.6% 6.9% 医療型障害児入所施設 19.1% 18.7% 14.8% 12.7%
就労継続支援Ａ型 9.6% 9.4% 7.9% 6.3%
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※ 加算率は生活介護のものを例として記載。

対応する現行の加算等（※） 新加算の趣旨

新
加
算
（
福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
）

Ⅰ 新加算（Ⅱ）に加え、以下の要件を満たすこと。

• 経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合
以上配置していること（生活介護の場合、介護福祉士25%

以上等）

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【4.4%】

b. 特定処遇加算（Ⅰ）
【1.4%】

c. ベースアップ等支援加算
【1.1%】

事業所内の経験・
技能のある職員を
充実

Ⅱ 新加算（Ⅲ）に加え、以下の要件を満たすこと。

• 改善後の賃金年額440万円以上が１人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】(令和７年度)

• グループごとの配分ルール【撤廃】

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【4.4%】

b. 特定処遇加算（Ⅱ）
【1.3%】

c. ベースアップ等支援加算
【1.1%】

総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進

Ⅲ 新加算（Ⅳ）に加え、以下の要件を満たすこと。

• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【4.4％】

b. ベースアップ等支援加算
【1.1%】

資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備

Ⅳ • 新加算（Ⅳ）の1/2（2.7%）以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善（職場環境等要件）【見直し】（令和７年度）

• 賃金体系等の整備及び研修の実施等

a. 処遇改善加算（Ⅱ）
【3.2%】

b. ベースアップ等支援加算
【1.1%】

福祉・介護職員の
基本的な待遇改
善・ベースアップ
等

既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字加算率（※）

【5.5%】

【6.7%】

【8.0%】

【8.1%】

○  新加算（Ⅰ～Ⅳ）は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。（福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能

のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。）

○  新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の１／２以上を月額賃金の改善に充てること

を要件とする。

※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、ベースアップ等支援加算相当

分の加算額については、その２／３以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

福祉・介護職員等処遇改善加算について②

算定要件等
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地域生活支援拠点等の機能の充実

○ 障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等からの地域移行の推進を担う地域生活
支援拠点等について、障害者総合支援法の改正により市町村に対する努力義務を設け、その整備を推進するとともに、
機能の充実を図る。

① 情報連携等のコーディネート機能の評価

○ 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する加算を
創設する。（別紙参照）

地域定着支援

自立生活援助

地域移行支援

指定特定相談支援事業所
機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)

拠点コーディネーター

○ 地域生活支援拠点等に位置づけられ、かつ、平時からの連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因
して生じた緊急事態の際に、夜間に支援を行った場合に加算する。 【新設】通所系サービス 緊急時受入加算 100単位／日

② 緊急時の重度障害者の受入機能の充実

○ 地域生活支援拠点等に位置づけられ、かつ、平時からの連携調整に従事する者を配置する短期入所事業所において、医療的ケア児等の重度障
害者を受け入れた場合に加算する。 【現行】短期入所（加算）100単位／日 ＊拠点位置づけのみ  【見直し後】短期入所（加算）200単位／日 ＊連携調整者配置

③ 地域移行に向けた動機付け支援に係る評価

○ 地域生活支援拠点等に位置づけられている障害者支援施設において、地域移行に向けた動機付け
支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域活動への参加等を行った場合に加算する。
（１月に３回を限度）

【新設】施設入所支援 地域移行促進加算（Ⅱ） 60単位／日

【新設】地域生活支援拠点等機能強化加算 500単位／月 ＊拠点コーディネーター1名につき100回／月を上限

（地域移行支援、自立生活援助、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援）

※ 地域生活支援拠点等に係る既存の加算について、関係機関との連携調整に従事する者を配置することを要件に加える。（訪問系サービス等）
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拠点コーディネーターの配置によるコーディネート機能の体制整備の評価

本人も家族も安心できる
地域生活

緊急時に備えた相談
緊急時の対応

本人の希望に応じた
施設等から地域生活への移行

地域移行の推進
（体験の機会・場の確保等）

① 市町村が整備する地域生活支援拠点等において、拠点コーディネーターを
地域の中核的な相談支援事業所が単独で配置する場合

市町村
整備主体

として
位置づけ

指定特定・障害児相談支援事業所
機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)

短期入所

訪問系事業所

基幹相談
支援センター等

行政機関

拠点コーディネーター

基幹相談
支援センター等

精神科病院

入所施設

体験の場行政機関

拠点コーディネーター

② 市町村が整備する地域生活支援拠点等において、拠点コーディネーターを
地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合

【新設】地域生活支援拠点等機能強化加算 500単位／月

地域定着支援

自立生活援助

地域移行支援

指定特定・障害児相談支援事業所
機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)

拠点コーディネーター

A
A

拠点コーディネーターを
当該事業所に配置

通所事業所

指定一般相談支援事業所
指定自立生活援助事業所

○ 以下の①又は②のいずれかに該当する相談支援事業所等
で提供される計画相談支援、障害児相談支援、地域移行
支援、自立生活援助、地域定着支援において加算する。

① 計画相談支援及び障害児相談支援（機能強化型基本報
酬(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。）と自立生活援
助、地域移行支援及び地域定着支援のサービスを同一の
事業所で一体的に提供し、かつ、市町村から地域生活支
援拠点等に位置づけられた相談支援事業者等において、
情報連携等を担う拠点コーディネーターを常勤で１以上
配置した場合。

② 計画相談支援及び障害児相談支援（機能強化型基本報
酬(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。）、自立生活援
助、地域移行支援及び地域定着支援に係る複数の事業者
が、地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に
連携して運営されており、かつ、市町村から地域生活支
援拠点等に位置づけられた当該事業者又はネットワーク
上の関係機関（基幹相談支援センター等）において、情
報連携等を担う拠点コーディネーターが常勤で１以上配
置されている場合。

＊ 拠点コーディネーターを配置した当該相談支援事業所
等は、 配置した拠点コーディネーター１人につき、合計
100回／月 までの算定を可能とする。

【拠点コーディネーターの役割（例）】
○ 市町村との連絡体制、基幹相談支援センターや相談支援

事業所との連携体制、市町村（自立支援）協議会との連携
体制、複数法人で拠点機能を担う場合の連携体制や伝達体
制の整理等の、地域における連携体制の構築。

○ 緊急時に備えたニーズ把握や相談、地域移行に関する
ニーズの把握や動機付け支援等。

相談支援事業所 相談支援事業所

＊拠点コーディネーターの役割は、地域における連携体制の構築であり、
個別給付に係る支援の実施が配置の目的ではないことを当該相談支援

  事業所等は留意。原則、個別給付に係る業務は行わない。
＊本報酬は法第77条第３項の地域生活支援拠点等の体制整備に係る加算

であることから、市町村は、本報酬を理由に、障害者相談支援事業の
  委託料を減額することがないように留意。

基幹相談
支援センター等

B事業所 D事業所(＊)C事業所

本人の希望に応じた
施設等から地域生活への移行

地域移行の推進
（体験の機会・場の確保等）

本人も家族も安心できる
地域生活

緊急時に備えた相談
緊急時の対応

市町村
整備主体として

位置づけ

地域で
活動

地域で
活動

A事業所

＊拠点コーディネーターは加算対象以外の事業所にも配置可。 83



本人も家族も安心できる地域生活 本人の希望に応じた施設から地域生活への移行

障害当事者

行政機関（障害福祉・高齢・保健等）・医療等の関係機関 （自立支援）協議会等の協議の場

↑ 連携 ↓

地域生活支援拠点等の主な機能

拠点コーディネーター

緊急時に備えた相談

緊急時の対応

↑ 連携 ↓

緊急時対応加算

自立生活援助

地域定着支援

緊急時対応加算

緊急時対応加算

地域移行支援 宿泊体験・体験利用加算

＊図内の枠色について

既存の障害福祉報酬での取組

R６障害福祉サービス等報酬改定

在 宅

共同生活援助（グループホーム）

一人暮らし支援

強度行動障害
対応強化

集中支援加算

短期入所 拠点登録の加算 緊急時対応加算

居宅介護・重度訪問支援・同行援護・行動援護 等 緊急時対応加算

自立訓練・就労支援系・生活介護 等 緊急時対応加算体験利用支援加算

地域移行の推進

（体験の機会・場の確保等）

計画相談支援

障害当事者

障害当事者

基幹相談支援センター・（市町村）障害者相談支援事業

アウトカム評価

地域移行加算 地域移行促進加算Ⅰ

退所時の評価 地域移行支援時
の評価

地域移行支援導入前の
取組の評価

動機付け支援

地域移行の意向確認

施設外の送迎促進

施設外利用の意向確認

＊障害福祉サービス等報酬の一部抜粋

障害者支援施設

各機関とも連携して
意思決定支援を行う

計画相談支援
（機能強化型Ⅰ又はⅡ）

地域移行支援
自立生活援助

サービス管理責任者等
地域移行意向確認担当者

障害者支援施設からの地域移行に向けた取組の全体像（イメージ）

地域定着支援
拠点コーディネーターの配置

報酬の見直し等
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強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実

①強度行動障害を有する者の受入体制の強化

④重度障害者等包括支援における専門性の評価等

②状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援

○ 訪問系サービスにおいて有資格者による支援を評価する。

【新設】有資格者支援加算 60単位／日（１人１日当たり）

【重度障害者支援加算（生活介護・施設入所支援）】
○ 区分６以上行動関連項目10点以上の報酬区分を新設する。
○ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者の加配要件を廃止し、

生活支援員に占める割合での評価とする（体制加算部分は廃止）。
（現行）基準及び人員配置体制加算の配置数に加えて配置される基礎

研修修了者1人（４時間程度以上）につき、利用者５人まで算定可
（見直し後）生活支援員のうち基礎研修修了者の割合が20％以上

【重度障害者支援加算（短期入所）】
○ 区分４,５の報酬区分を新設する。
○ 標準的な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研修（実践研

修）修了者が作成した支援計画シート等により適切な支援を行った場合
の評価を新設する（基礎研修修了者の配置のみの加算部分は廃止）。

【重度障害者支援加算（共同生活援助）】
○ 共同生活援助での受入体制を強化するため、利用者の状態や環境の変

化等に適応するための初期のアセスメント等の評価を新設する。
【重度障害者支援加算（共通）】
○ 生活介護・施設入所支援・短期入所・共同生活援助において、行動関

連項目の合計点が18点以上の者を受入れて中核的人材が作成する支援計
画シート等により適切な支援を行った場合にさらに加算する。

○ 高度な専門性により地域を支援する人材（広域的支援人材）が、事業所
等を集中的に訪問等（情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含
む）し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い環境調整
を進め、支援を行った場合の評価を新設する。※期間は３か月を限度

【新設】集中的支援加算

・広域的支援人材が訪問等した場合の評価 1,000単位／回（月に４回を限度）

・状態が悪化した者を受け入れた施設等への評価 500単位／日

③行動援護における短時間の支援の評価等

【行動援護の基本報酬】（例）

・所要時間30分以上1時間未満の場合      （現行）   407単位 → （見直し後）   437単位

・所要時間5時間30分以上6時間未満の場合（現行）1,940単位 → （見直し後）1,904単位

○ ニーズの高い短時間の支援を評価する（長時間の支援は見直し）。

区分４以上かつ10点以上
※実践研修修了者配置

【新設】18点以上の場合
※中核的人材養成研修修了者配置

区分６以上かつ10点以上
※実践研修修了者配置

【新設】18点以上の場合
※中核的人材養成研修修了者配置

生活介護・
施設入所支援

受入・体制
１８０単位

初期
４００単位

個別支援
＋１５０単位

初期
＋２００単位

【新設】受入・体制
３６０単位

【新設】初期
５００単位

個別支援
＋１５０単位

初期
＋２００単位

短期入所
【新設】受入

３０単位
【新設】体制
＋７０単位

個別支援
＋５０単位

受入
５０単位

【新設】体制
＋１００単位

個別支援
＋５０単位

共同生活援助
受入・体制
１８０単位

【新設】初期
４００単位

個別支援
＋１５０単位

初期
＋２００単位

受入・体制
３６０単位

【新設】初期
５００単位

個別支援
＋１５０単位

初期
＋２００単位

○ 特定事業所加算に以下の要件を追加する。
・医療・教育等の関係機関との連携 ・行動関連項目18点以上の者の受入れ
・中核的人材養成研修を修了したサービス提供責任者の配置

【新設】外部連携支援加算 200単位／回（月４回を限度）  

○ 複数のサービス事業者による連携した支援を評価する。
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障害者の意思決定支援を推進するための方策

障害者の意思決定支援を推進するため、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、相談支援及び障害福祉サー

ビス事業等の指定基準において、以下の規定を追加する。

【取扱方針】

・ 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

【サービス等利用計画・個別支援計画の作成等】

・ 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の

検討をしなければならない。

・ 利用者の希望する生活や課題等の把握（アセスメント）に当たり、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定支援

を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

・ 相談支援専門員やサービス管理責任者が行うサービス担当者会議・個別支援会議について、利用者本人が参加するものとし、当該利用者の生活に対

する意向等を改めて確認する。

※ 障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の作成を推進する観点から、 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個

別支援計画について相談支援事業者への交付を義務付け。

【サービス管理責任者の責務】

・サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意

思決定支援が行われるよう努めなければならない。

※障害児通所支援、障害児入所施設についても、障害児及びその保護者の意思の尊重の観点から、上記に準じた規定を追加。

意思決定支援の推進（運営基準への位置づけ）

相談支援事業者
サービス事業者 ア
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）
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利用者本人の参加
（原則）

計
画
作
成

ビジネスのイラスト「会議」

意思決定に困難
を抱える者の意
思及び選好、判
断能力等の把握

（参考）障害者の意思決定支援のプロセス 相談支援専門員・サービス管理責任者が、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、計画を検討

※相談支援専門員によるモニタリングについて、地域移行に向けた意思決定支援や重度の障害等のため頻回な関わりが必要な者は標準より短い期間で設定が望ましい旨例示 86
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障害者虐待の防止・権利擁護

施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業

所等について、虐待防止措置未実施減算（所定単位数の１％を減算）を創設。

身体拘束の適正化

○ 身体拘束等の適正化の徹底を図るため、施設・居住系サービスについて、身体拘束廃止未実施減算の減算額を５単位

から所定単位数の10％に引き上げ。訪問・通所系サービスについて、減算額を５単位から所定単位数の１％に見直す。

（※）施設・居住系：障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自

立訓練

訪問・通所系：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く）、就労

選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保

育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く）

虐待防止措置

（参考）身体拘束適正化措置
① やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

（参考）障害者虐待防止措置
① 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

本人の意向を踏まえたサービス提供（同性介助）

○ 施設・事業所において、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関
する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき旨を障害福祉サービ
ス事業等の指定基準の解釈通知に明記。 87



○ 障害福祉分野における各種様式については、規制改革実施計画（令和５年６月16日閣議決定）において、「障害福祉サービス等事業者
及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、（中略）地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書、報酬請求関連文書（中略）について、
標準様式及び標準添付書類（以下「標準様式等」という。）を作成すること」、「標準様式等に関する検討結果を踏まえ（中略）電子的
に申請・届出を可能とするためのシステムの整備について検討する」とされている。

○ このため、令和５年度中にサービス類型ごとに、標準様式等を作成することとしており、標準様式等を作成後、地方公共団体に対して
活用を促し、令和６年度以降、その普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行うこととしている。

○ また、令和６年度に「電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備」に向けた検討を実施する予定。

障害福祉現場の業務効率化

＜各種様式等の簡素化・標準化＞

＜標準様式等のイメージ（指定申請の場合）＞
・現行の地方公共団体の申請様式等の構成を整理し、サービス類型を通じて共通の申請書、各サービス毎に記載が必要な事項をまとめた
付表及び添付書類の一覧を作成する。

①指定申請書本体（サービスに関わらず共通の事項を記載）

②付表（各サービスごとに必要な項目を記載）

③添付書類の一覧（①や②の記載事項が正しいかを確認するための挙証資料）

考えられる添付書類：登記の写し、従業員との雇用契約書、財務諸表 など

○ 管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を常時適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮
命令を行うことを示しつつ、訪問系サービス等の管理者について、こうした責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応
について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず兼務で
きる旨を示す。

○ 管理者について、管理上支障が生じない範囲内においてテレワークを行うことが可能であることを示す。また、管理者以外の職種又は業
務について、テレワークについて具体的な考え方を示す。

＜管理者の兼務範囲の見直し・テレワークの取扱いの明確化＞

○ 見守り支援機器を導入したうえで入所者の支援を行っている障害者支援施設について、夜勤職員配置体制加算の要件を緩和
（現行）前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合 夜勤2人以上

⇒ 見守り機器を入所者数の15％以上設置：前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合 夜勤1.9人以上 等

＜見守り支援機器導入による夜勤職員配置体制加算の要件の緩和＞
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業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計

画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。その

際、一定程度の取組を行っている事業所に対し経過措置を設けることとする。

概要

減算単位

算定要件

【全サービス】

○ 以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。

・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること

・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

※ 令和７年３月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている

  場合には、減算を適用しない。

  ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、

保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求めら

れていないこと等を踏まえ、令和７年３月31日までの間、減算を適用しない。

 ※ 就労選択支援については、令和９年３月31日までの間、減算を適用しない経過措置を設ける。

業務継続計画未策定減算【新設】

・100分の３に相当する単位数を減算

（療養介護、施設入所支援（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設）

 ・100分の１に相当する単位数を減算

  （居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、

放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く））
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障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上

① 感染症発生時に備えた平時からの対応

② 新興感染症等の発生時に施設内療養を行う障害者支援施設等への対応

＜報酬による評価＞
〇 障害者支援施設等について、感染症発生時における施設内感染を防止する観点や感染者への医療提供を迅速に行う体制を平時から構

築していく観点から、以下の①～③の要件を満たしている場合に評価。（Ⅰ）
① 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する協定締結医療機関との連携体制を構築していること
② 協力医療機関等と感染症発生時の対応を取り決めるとともに、軽症者等の施設において対応可能な感染者については、協力医療機

関等との連携の上で施設において療養することが可能であること
③ 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研修に参加し、助言や指

導を受けること

〇 医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から３年に１回以上実地指導を受けている場合に評価。（Ⅱ）

〇 新興感染症等の発生時に、施設内で感染した障害者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大時の施設等における生活
継続等の対応として、必要な体制を確保した上で施設内療養を行った場合に評価。

※ 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定

＜運営基準の見直し＞
〇 障害者支援施設等（障害者支援施設、グループホーム、（福祉型）障害児入所施設）について、新興感染症の発生時等に感染者の対

応を行う協定締結医療機関（＊）と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めることを努力義務化
〇 協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関と利用者の急変時等の対応等の取り決めを行う中で、新興感染

症の発生時等における対応についても協議を行うことを義務化

【新設】
障害者支援施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位/月
障害者支援施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位/月

【新設】
新興感染症等施設療養加算 240単位

（＊）協定締結医療機関…令和４年12月に成立した感染症法等の改正により、都道
府県は、新興感染症等の対応を行う医療機関と協議を行い、
感染症に係る協定を締結することとしている。
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都道府県等による確認

情報公表未報告の事業所への対応

○ 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービ

ス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を創設する。

○ また、施行規則において、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があった際に、

情報公表に係る報告がされていることを確認することとする。

概要

減算単位

情報公表未報告減算【新設】

・100分の10に相当する単位数を減算

（療養介護、施設入所支援（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、

障害児入所施設）

 ・100分の５に相当する単位数を減算

  （居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、

医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービス

を除く））

算定要件

【全サービス】

○ 障害者総合支援法第76条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合に、所定単位数を減算する。

○ 都道府県知事（指定都市又は中核市にあっては、当該指定都市又は中核市の市長）は、指定障害福祉サービス事業

者等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の３の規定に基

づく情報公表に係る報告がされていることを確認するものとする。
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■ 令和６年度以降の級地の設定に当たっては、引き続き、原則として、介護報酬と同じ区分とすることを基本とし
つつ、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体については特例（※１）を設け、自治体に対して行った意向調
査の結果を踏まえ、級地に反映する。

また、平成30年度報酬改定の際に設けられた経過措置（※２）については令和５年度末までがその期限となって
いるが、令和８年度末までの延長を認める。

さらに、平成30年度報酬改定時以降に、介護報酬と同じ区分に変更した自治体について、現行の区分と従前の区
分の範囲内で設定することを認める（令和８年度末までの適用）。

（※１）
ア 次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い地域区分までの範囲で引上げる又は引下

げることを認める。
ⅰ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合。
ⅱ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接しており、かつ、その地域の中に当該地域と３級地

以上の級地差がある地域が含まれている場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。
ⅲ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ地域区分との隣接が単一（引下げ

の場合を除く。）の場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。
イ ５級地以上の級地差がある地域と隣接している場合について、４級地差になるまでの範囲で引上げ又は引下げを認める。

（※２）
平成30年度の地域区分の見直しに当たり、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、従前の設定値と見直し後の設定値の範囲内

で選択することが可能とするもの。

【アⅰ に該当する事例】

○高い地域区
分の地域に全
て囲まれてい
る場合

⇒６％又は
10％を選択可

【アⅱ に該当する事例】

○その他(0%)地域
であって、高い
地域区分の地域
と複数隣接し、
その中に３級地
以上の級地差が
ある地域が含ま
れている場合
⇒３％を選択可

○その他(0%)の地
域であって、高
い地域区分の地
域に囲まれてお
り、同一の区分
(0%)とは単一の
隣接となってい
る場合
⇒３％を選択可

【アⅲ に該当する事例】

○５級地以上の
級地差がある地
域と隣接してい
る場合
⇒10％を選択可

【イ に該当する事例】

地域区分の見直し
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補足給付の基準費用額の見直し

○ 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、低所得者に対して、食費・光熱水費の実費負担をしても、少な
くとも手許に25,000円が残るよう、食費等基準費用額（54,000円）※１から所得に応じた負担限度額を控除した額を補
足給付として支給する。

補足給付の額

控除後認定収入額（※２）が
66,667円を超える場合

（月額）54,000円－負担限度額（月額）
負担限度額（月額）＝（66,667円－その他生活費の額）＋（控除後認定収入額－66,667円）

×50％

控除後認定収入額が
66,667円以下の場合

（月額）54,000円－負担限度額（月額）
負担限度額（月額）＝控除後認定収入額－その他生活費の額

生活保護受給者 （月額）54,000円

○ 基準費用額について、令和５年障害福祉サービス等経営実態調査結果等を踏まえ「55,500円」とする。

※２ 一月における、収入から税、社会保険料、就労収入を控除した額

※１ 食事・光熱水費にかかる平均費用

現行制度（20歳以上の障害者の場合）

基準費用額の見直し

負担限度額（実費負担）
39,000円

その他生活費
25,000円

控除後認定収入月額（64,000円）

負担額（実費負担）
54,000円

10,000円

控除後認定収入月額（64,000円）

補足給付額
15,000円

○補足給付がない場合※３

○現行の補足給付※３

食費等基準費用額
   54,000円

食費等基準費用額
   54,000円

※３ 入所施設対象者（60歳未満、控除後認定収入額（月額 64,000円）の場合）

手許に残るのは
10,000円

手許に少なくとも
25,000円

残るよう調整
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居宅介護の通院等介助等について、通知を改正し、居宅が始点又は
終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動
支援センター等から目的地（病院等）への移動等に係る通院等介助等
に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とする。

障害の重度化や障害者の高齢化など、訪問系サービスにおける地域のニーズへの対応

①通院等介助等の対象要件の見直し（居宅介護）

④訪問系サービスの国庫負担基準の見直し

専門的な支援技術を有する人材を配置した事業所を評価できるように、加算要件の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「盲ろう者向け通訳・介
助員であり、同行援護従業者の要件を満たしている者」の配置割合を追加する。

③同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し（同行援護）

②熟練従業者による同行支援の見直し（重度訪問介護）

○ 居宅介護の国庫負担基準について、介護保険対象者の区分を追加する。
○ 重度訪問介護の国庫負担基準について、重度障害者の単位の見直しや介護保険対象者の区分の細分化を行う。

区分1 6,280単位

区分2 7,130単位

区分3 9,010単位

区分4 14,040単位

区分5 20,570単位

区分6 28,230単位

障害児 13,010単位

[現行] [見直し後]

※通院等（乗降）介助ありの単位

[現行] [見直し後]

区分1 6,410単位

区分2 7,270単位

区分3 9,190単位

区分4 14,320単位

区分5 20,980単位

区分6 28,800単位

障害児 13,270単位 区分4 28,430単位

区分5 35,630単位

区分6 50,800単位

共通 17,340単位 区分４ 14,620単位

区分5 15,290単位

区分6 22,910単位区分5 1,100単位

区分6 1,810単位

※通院等（乗降）介助ありの単位

区分4 28,940単位

区分5 36,270単位

区分6 62,050単位

【介護保険対象者】 【介護保険対象者】

□特定事業所加算（Ⅰ）要件①～③のすべてに適合)  所定単位数の20％を加算
□特定事業所加算（Ⅱ）要件①及び②に適合 所定単位数の10％を加算
□特定事業所加算（Ⅲ）要件①及び③に適合 所定単位数の10％を加算
□特定事業所加算（Ⅳ）要件①及び④に適合 所定単位数の ５％を加算

(要 件）
 ①サービス提供体制の整備
②良質な人材の確保   ⇐
 ③重度障害者への対応
 ④中重度障害者への対応

「②良質な人材の確保」の要件の選択肢に追加
・盲ろう者向け通訳・介助員で、同行援護従業者

の要件を満たしている者の占める割合が20％以上

※②の算定がある場合のみ、①の算定を可能とする。 （支援の対象）

【見直し後】

①

②

自宅

病院等

送迎

通所系の
事業所

自宅

通所系の事業所間の算定を
可能にすることで、効率的

な移動が可能となる。

【現行】

所定単位数の85％（合わせて170％）

○ 重度訪問介護における熟練従業者の同行支援をより評価する観点から、熟練従
業者及び新任従業者の報酬について見直しを行う。

【見直し後】

所定単位数の90％（合わせて180％）

○ 医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者（15％加
算対象者）に対する支援について、採用から６か月以内の新任従業者に限らず、
重度訪問介護加算対象者（15％加算対象者）に対する支援に初めて従事する従
業者も、熟練従業者の同行支援の対象とする。

【新設】所定単位数の90％（合わせて180％）

【重度訪問介護利用者】【居宅介護利用者】
（対象者）

（対象者）
（対象者）

（対象者）

【介護保険対象者】
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重度障害者が入院した際の特別なコミュニケーション支援の充実

①入院中の重度訪問介護利用の対象拡大

入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利用（現行は、障害支援区分６の利用者のみ）について、特別なコミュニケーション
支援を必要とする障害支援区分４及び５の利用者も対象とする。

②入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した支援への評価

【医療機関との具体的な事前調整の内容】

（１）障害者本人、障害福祉サービス等事業者から医療機関への伝達事項
・入院する障害者の基本情報、利用している障害福祉サービス等
・入院する障害者の障害特性等の伝達 （障害の状態、介護方法（例：体位変換、
食事、排泄）など）
・障害者本人の入院中の生活・退院後の生活の希望
・重度訪問介護の制度（目的、内容）

（２）医療機関から障害福祉サービス等事業者への伝達事項
・医療機関の入院規則
・感染対策（体温等の確認、マスク装着の徹底）

（３）医療機関と障害福祉サービス等の調整
・看護師が行う業務と重度訪問介護従業者が行う業務の確認
（コミュニケーション支援の範囲の確認）
・障害特性を踏まえた病室等の環境調整や対応（ベッド等の配置など）
・重度訪問介護従業者の人数、勤務時間、勤務体制
・重度訪問介護従業者から医療機関への報告等の伝達方法

関係者による事前調整

医療と福祉の連携

相談支援
専門員 重度訪問介護事業所

職員（サービス提供
責任者、管理者、重度

訪問介護従業者)

医療機関
職員（医師、看護
師、事務員等）

※福祉関係者は重
度訪問介護事業所
のみの場合あり。

障害者本人

入院前

※この他、訪問介護
等の関係者も参加
する場合あり。

重度訪問介護利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際、その入院前に、重度訪問介護事業所の職員と医療機関の職員が事前調整を行った

場合、当該重度訪問介護事業所が医療機関と連携した支援について評価する。

【現行】

・重度訪問介護利用者で特別なコミュニケーション支援を必要と
する障害支援区分６の障害者

【見直し後】

・重度訪問介護利用者で特別なコミュニケーション支援を必要と
する障害支援区分４・５・６の障害者

【新設】入院時支援連携加算 300単位を加算（入院前に１回を限度）   

入院中の重度訪問介護利用における医療と福祉の連携（イメージ）
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生活介護における支援の実態に応じた報酬の見直し
① 基本報酬区分の見直し（サービス提供時間ごとの基本報酬の設定・福祉専門職員配置等加算の算定方法の見直し）

○ 基本報酬は営業時間で設定されているが、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の設定については、障害支援区分ごと及び
利用定員規模に加え、サービス提供時間別に細やかに設定する。

○ なお、サービス提供時間については、医療的ケアが必要な者や盲ろう者など、障害特性等により利用時間が短時間にならざるを得ない者等の配慮として、
・ 個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定することを基本とすることなど一定の配慮を設ける。
・ 従業員の配置員数を算出する際に必要な前年度の平均利用者数の算出については、サービス提供時間を考慮する。（５時間以上７時間未満の利用者は、１日

0.75人として計算し、５時間未満の利用者は１日0.5人と計算する。例えば、短時間の利用者を午前・午後に分けて受け入れることも可能。）

③ 延長支援加算の拡充

○ 延長支援加算については、生活介護の基本報酬をサービス提供時間で８時間以上９時間未満まで設定することから、９時間以上の支援を評価する。
※ 施設入所者については、延長支援加算は算定できない。

※利用定員21人以上30人以下の場合

② 基本報酬区分の見直し（利用定員規模ごとの基本報酬の設定）

○ 利用者数の変動に対して柔軟に対応しやすくすることで、小規模事業所の運営をしやすくするとともに、障害者支援施設からの地域移行を促進するため、障害者支
援施設と同様、利用定員ごとの基本報酬を10人ごとに設定する。あわせて、重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の基本報酬を設
定する。

福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 
６単位/日

常勤職員が多く配置されている
ことや、常勤職員の勤続年数が
長いことを適切に評価するため、
福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）
又は（Ⅱ）と福祉専門職員配置
等加算（Ⅲ）とを併給可とする。

（１）延長時間１時間未満の場合 61単位／日

（２）延長時間１時間以上の場合 92単位／日

（１）所要時間９時間以上10時間未満の場合    100単位／日

（２）所要時間10時間以上11時間未満の場合      200単位／日

（３）所要時間11時間以上12時間未満の場合   300単位／日

（４）所要時間12時間以上 400単位／日

【現行】
【見直し後】

サービス提供時間
障害支援区分

区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下

3時間未満 449単位 333単位 228単位 204単位 185単位

３時間以上～４時間未満 575単位 427単位 293単位 262単位 236単位

４時間以上～５時間未満 690単位 512単位 351単位 313単位 284単位

５時間以上～６時間未満 805単位 597単位 409単位 366単位 332単位

６時間以上～７時間未満 1,120単位 833単位 570単位 510単位 463単位

７時間以上～８時間未満 1,150単位 854単位 584単位 523単位 475単位

８時間以上～９時間未満 1,211単位 915単位 646単位 584単位 536単位

④ 食事提供加算の見直し

○ 通所系サービスにおける食事提供加算について栄養面を評価しつつ経過措置を延長【令和9年3月31日まで延長】
【現行】収入が一定額以下の利用者に対して、事業原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する
【見直し後】現行の要件に加え、①管理栄養士等が献立作成に関与または献立の確認を行い、②利用者ごとの摂食量の記録、③利用者ごとの体重の記録を行った場合に、
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医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケアの体制の充実等

サービス名 項目 改定概要

生活介護 常勤看護職員等加配加算の見直し 医療的ケア児の成人期への移行にも対応した体制を整備するため、常勤看護職員等配置加算に
ついて、看護職員の配置人数に応じた評価に見直し。

人員配置体制加算の拡充 医療的ケアが必要な者など、重度の障害者に対する体制を整備するため、より手厚く人員を配
置した場合の評価の拡充。

喀痰吸引等実施加算【新設】 登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を実施した場合の加算を創設

入浴支援加算【新設】 医療的ケアが必要な者等への入浴支援を提供した場合の加算の創設。

基本報酬の見直し
（主に重症心身障害児者対応の多機能型
事業所）

重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の報酬設定を行うため、
５人以下、６～10人以下の区分を創設。

障害者支援施設 夜間看護体制加算の見直し 入所者への医療的ケアの対応状況を踏まえ、看護職員の配置人数に応じた評価に見直し。

通院支援加算【新設】 医療的ケアが必要な者等が医療機関に通院する頻度が高くなっているため、通院に係る支援を
実施した場合の加算を創設。

短期入所 福祉型強化短期入所の類型の追加【新
設】

医療的ケア児者の入浴支援等、日中のみの支援ニーズに応えるサービス類型を創設。

医療的ケア対応支援加算及び重度障害
児・障害者対応支援加算の対象の拡充

福祉型短期入所サービスについて、医療的ケア児者を受け入れて対応している場合や、区分
５・６以上を多く受け入れている場合に、医療的ケア対応支援加算及び重度障害児・障害者対
応支援加算の対象とするよう見直し。

医療型短期入所受入前支援加算【新設】 医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に対して、利用する前から、事前に
自宅へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、新たに受け入れた場合の加算を創設。

緊急短期入所受入加算の単位数の見直し 短期入所における緊急時の受け入れについて、緊急時の受入体制構築を適切に評価する観点か
ら緊急短期入所受入加算による評価を見直し。

指定申請書類の簡略化 医療型短期入所サービスの指定申請において、介護老人保健施設の指定申請で提出している書
類と同様の内容の書類がある場合、省略可能とするよう見直し。

【見直し後】定員が11人以上20人以下 28単位／日 × 常勤換算員数 等

【見直し後】定員20人以下、従業者1.5:1以上 321単位／日 等

【新設】30単位／日

【新設】80単位／日

【新設】定員５人以下・区分６・所要時間７時間以上８時間未満の場合  1,672単位／日  等

【見直し後】60単位／日＋35単位／日 × １を超えて配置した人数

【新設】 17単位／日

【新設】福祉型強化特定短期入所サービス費（Ⅱ）（障害児向け）
区分３ 977単位／日 等

医療的ケア対応支援加算 120単位／日、重度障害児・障害者対応支援加算 30単位／日

【新設】 1,000単位／日（１回を限度）

【見直し後】福祉型 270単位／日、医療型 500単位／日
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障害者支援施設における地域移行を推進するための取組

① 運営基準の見直し（地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向を確認）

② 基本報酬の見直し

○ 障害者支援施設から地域生活への移行を推進するため、運営基準の見直しや、報酬の見直し・拡充を行う。

〇 すべての施設入所者に対して、地域生活への移行に関する意向や施設外の日中活動系サービスの利用の意向について確認し、本人の希望に応じた
サービス利用になるようにしなければならないことを規定。

〇 また、以下の①、②の体制の整備を令和６年度から努力義務化。令和８年度から義務化するとともに、未対応の場合は減算の対象とする。

①地域移行及び施設外の日中サービスの意向確認を行う担当者を選任すること

②意向確認の記録や意向を踏まえた個別支援計画を作成することなど、意向確認のマニュアルを作成していること

【新設】
地域移行等意向確認体制未整備減算５単位／日

〇 利用定員の変更をしやすくするため、基本報酬の利用定員ごとの報酬設定を、10人ごとに設定。

〇 地域移行に向けた動機付け支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域活動への参加等を行った場合の評価の拡充。
 

〇 前年度において障害者支援施設から地域へ移行し、６か月以上地域での生活が継続している者が１名以上いる場合かつ入所定員を１名以上減らし
た実績を評価する加算を創設。

〇 送迎加算について、障害者支援施設と隣接していない日中活動系の事業所への送迎した場合には、施設入所者を加算の対象とするよう見直し。

利用定員 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下

40人以下 459単位 387単位 312単位 236単位 171単位

41人以上
60人以下

360単位 301単位 239単位 188単位 149単位

61人以上
80人以下 

299単位 251単位 201単位 165単位 135単位

81人以上 273単位 226単位 181単位 149単位 128単位

利用定員 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２以下

40人以下 463単位 392単位 316単位 239単位 174単位

41人以上
50人以下

362単位 303単位 240単位 189単位 150単位

51人以上
60人以下

355単位 297単位 235単位 185単位 147単位

61人以上
70人以下

301単位 252単位 202単位 166単位 137単位

71人以上
80人以下

295単位 247単位 198単位 163単位 133単位

81人以上 273単位 225単位 181単位 150単位 129単位

【現行】 【見直し後】

【新設】地域移行促進加算（Ⅱ） 60単位／日

【新設】地域移行支援体制加算 例：利用定員が41人以上50人以下、区分６の場合 ９単位／日

③ 地域生活への移行を推進するための評価の拡充
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【新設】退居後共同生活援助サービス費・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費 2,000単位/月 ＊退居後3ヶ月 自立生活支援加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定した者が対象。

【新設】退居後ピアサポート実施加算 100単位/月 ＊退居後共同生活援助サービス費、退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費に加算

【現 行】自立生活支援加算 500単位/回 ＊入居中2回、退居後1回を限度

【見直し後】（新設）自立生活支援加算(Ⅰ)  １,000単位/月    ＊ 6ヶ月。個別支援計画を見直した上で支援を実施。介護サービス包括型、外部サービス利用型が対象。

   （現行）自立生活支援加算(Ⅱ)   500単位/回    ＊入居中2回、退居後1回を限度。日中サービス支援型対象

                  （新設）自立生活支援加算(Ⅲ)     80単位/日  ＊移行支援住居。3年間。介護サービス包括型、外部サービス利用型において、共同生活住居単位で実施。

※ 利用者がグループホームの継続的な利用を希望している場合や意思の表明が十分に確認できていない場合、事業所や支援者の都合による場合等については、加算の対象外。

グループホーム
生活支援

グループホームを利用していく中で、
新たな生活の希望が出てきた場合
（期間の定めはない）

個別支援計画の見直し

自立生活支援加算（Ⅰ）

利用前に本人の希望する
生活や意思について共有

移行支援住居

入居前

＊サービス管理責任者は、ソーシャルワークの専門職（社会福祉士や精神保健福祉士）を専従で７：１以上で配置。
日中からの同行支援や会議体への参加等の居住の確保に関する支援、グループワークによる支援等を評価する。

入居中

個別支援計画を見直し
た上で、希望する生活
に向けて住居の確保等
の支援を受ける（６か月）

１ ． グ ル ー プ ホ ー ム 入 居 中 に 一 人 暮 ら し 等 を 希 望 し た 利 用 者 に 対 す る 支 援

２ ． グ ル ー プ ホ ー ム 入 居 前 か ら 一 人 暮 ら し 等 を 希 望 す る 利 用 者 に 対 す る 支 援

新しい暮らしに馴染むため、一定
期間、関係性のあるグループホー
ムの職員が訪問により支援
（３か月）

入居前

個別支援計画等の作成

個別支援会議等
本人の希望する生活や
意思について共有

個別支援計画等の作成

グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実

個別支援会議

個別支援会議等

・介護サービス包括型
・外部サービス利用型

退居後共同生活援助サービス費

居宅介護等

退居後
ピアサポート

実施加算グループホーム
・移行支援住居の定員は

２人以上７人以下。

ピアサポート
実施加算グループワーク等

住まいの確保

一
人
暮
ら
し
等
へ

自立生活支援加算（Ⅲ）

３ ． 退 居 後 の 支 援

居住支援法人・
協議会等との
連携・報告

同じ目的を持った仲間と共に
希望する生活を目指す住居の
確保や退居後の生活に向けた
支援を受ける（３年間）

①グループホーム入居中における一人暮らし等に向けた支援の充実

【新設】ピアサポート実施加算 100単位/月 ＊自立生活支援加算(Ⅲ)に加算

【新設】居住支援連携体制加算 35単位/月、地域居住支援体制強化推進加算 500単位/回（月1回を限度） ＊自立生活支援加算(Ⅰ)に加算

＊移行支援住居の入居者については、自立生活支援加算（Ⅲ）として一括して評価。

②グループホーム退居後における支援の評価
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共同生活援助における支援の実態に応じた報酬の見直し

①強度行動障害を有する者の受入体制の強化

② 基本報酬区分の見直し等

○ 障害支援区分ごとの基本報酬について、重度障害者の受入れなどサービスの支援内容や経営の実態等を踏まえて見直す。
○ 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービスの提供時間の実態に応じて加算する報酬体系へと見直す。

介護サービス包括型の例（世話人の配置６:１以上）

【現 行】共同生活援助サービス費（Ⅲ） 区分６：583単位 区分５：467単位 区分４：387単位 区分３：298単位 区分２：209単位 区分１以下：170単位（単位／日）

【見直し後】共同生活援助サービス費（Ⅰ） 区分６：600単位 区分５：456単位 区分４：372単位 区分３：297単位 区分２：188単位 区分１以下：171単位（単位／日）

特定従業者数換算方法（週40時間で換算）で利用者の数に対して一定以上の世話人又は生活支援員が加配されている事業所に対して加算する。

【新 設】人員配置体制加算（Ⅰ） 区分４以上 83単位／日 区分３以下 77単位／日 ＊特定従業者数換算方法で12：1以上の世話人等を加配

人員配置体制加算（Ⅱ） 区分４以上 33単位／日 区分３以下 31単位／日 ＊特定従業者数換算方法で30：1以上の世話人等を加配

③ 日中支援加算の見直し

○ 日中支援加算（Ⅱ）について、支援を提供した初日から評価を行うなどの支援の実態に応じた見直しを実施する。

【現 行】 支援の3日目から算定可

【見直し後】 支援の初日から算定可 ＊介護サービス包括型及び外部サービス利用型を対象とし、日中サービス支援型は当該加算の対象外とする。

④ 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い

○ 令和６年３月31日までとされている重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用については、重度障害者の受入体制の確保の観点から、特例的取扱いを延長する。
その上で、居宅介護等を８時間以上利用する場合については、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

新基本
報酬

人員配置
体制加算

各種
加算

各種
加算

○ 受入体制を強化するため、重度障害者支援加算の評価を拡充するとともに、利用者の状態や環境の変化に適応するための初期のアセスメント等の評価を新設する。

【拡充】重度障害者支援加算（Ⅰ）：（受入）360単位／日 ＊行動関連項目18点以上の者を受入れ、要件を満たした場合、さらに＋150単位／日

【新設】（初期）500単位／日 ＊180日間を限度。行動関連項目18点以上の利用者の場合、さらに ＋200単位／日

【拡充】重度障害者支援加算（Ⅱ）：（受入）180単位／日 ＊行動関連項目18点以上の者を受入れ、要件を満たした場合、さらに＋150単位／日

【新設】（初期）400単位／日 ＊180日間を限度。行動関連項目18点以上の利用者の場合、さらに ＋200単位／日

100



≪地域との連携等【新設】≫

① 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者
並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね
１年に１回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会
を設けなければならない。

② 会議の開催のほか、おおむね１年に１回以上、会議の構成員が事業所を見学する
機会を設けなければならない。

③ ①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。

※ 外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として
都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。

※ 日中サービス支援型における協議会への報告義務は、これまでと同様。

※ 上記規定は、令和６年度から努力義務化、令和７年度から義務化。

共同生活援助における支援の質の確保（地域との連携）

○ 障害者部会報告書において、

・ 障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参入により、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されない

といった支援の質の低下が懸念される。

・ 居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型については、地域の関係者を含む外部の目を定期的に

入れることが、事業運営の透明性を高め、一定の質の確保につながるものと考えられ、介護分野の運営推進会議を参考とした

仕組みを導入することが有効と考えられる。

との指摘があった。

○ これを踏まえ、運営基準において、各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関係者を含む外部の目（又は第三者による

評価）を定期的に入れる取組を義務づける。（施設入所支援も同様）
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自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援の充実

○ 利用者の支援の必要性に応じて、おおむね週１回を超えて訪問に
よる支援を集中的に実施した事業所に対する加算を新設する。

③ 集中的な支援の評価（自立生活援助）

① 対象者の明確化（自立生活援助、地域定着支援）

○ 同居する家族に疾病、障害等のない場合でも、本人の生活環境が大きく変わるタイミングなどに手厚い支援が必要となる場合に、サービスが
利用できる対象者を明確化する。

② 基本報酬の見直し（自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援）

○ 障害者の地域移行の推進や経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直す。
○ 効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月１回の訪問に加えて、テレビ電話等を活用した支援が可能となるよう、サービス提供の

方法を弾力化するとともに、支援の実態に応じた基本報酬区分を新設する。

④ サービス提供体制の推進（自立生活援助）

○ 併設する相談支援事業所において、地域相談支援の業務に従事する相談支援専門員を配置することで、自立生活援助事業所のサービス管理責
任者とみなすことができるよう、人員基準を見直す。

○ サービス管理責任者を常勤専従で自立生活援助事業所に配置する場合には、配置基準を60：１とする。
○ 多様な事業主体の参入を促す観点から、現行、一定の要件を満たす障害福祉サービス事業者等に限定されている実施主体に係る要件を廃止する。

【新設】集中支援加算 500単位／月

＊自立生活援助サービス費(Ⅰ)において、月6回以上の訪問による支援を実施し

た場合に加算

自立生活援助 【現 行】 自立生活援助サービス費（Ⅰ）1,558単位／月（30人未満） 1,090単位／月（30人以上）

自立生活援助サービス費（Ⅱ）1,166単位／月（30人未満） 817単位／月（30人以上）

【見直し後】 自立生活援助サービス費（Ⅰ）1,566単位／月（30人未満） 1,095単位／月（30人以上）

自立生活援助サービス費（Ⅱ）1,172単位／月（30人未満） 821単位／月（30人以上）

【新 設】 自立生活援助サービス費（Ⅲ） 700単位／月 ＊居宅への訪問とテレビ電話等を活用した支援をそれぞれ月1回ずつ以上で算定

地域移行支援 【現 行】 地域移行支援サービス費（Ⅰ）3,504単位／月 （Ⅱ）3,062単位／月、 （Ⅲ）2,349単位／月

【見直し後】 地域移行支援サービス費（Ⅰ）3,613単位／月 （Ⅱ）3,157単位／月 （Ⅲ）2,422単位／月

地域定着支援 【現 行】・体制確保費 306単位／月 緊急時支援費（Ⅰ）712単位／日 緊急時支援費（Ⅱ）95単位／日

【見直し後】・体制確保費 315単位／月 緊急時支援費（Ⅰ）734単位／日 緊急時支援費（Ⅱ）98単位／日

自立生活援助
（Ⅰ）

自立生活援助
（Ⅰ）

自立生活援助
（Ⅱ）

【新設】
自立生活援助

（Ⅲ）

【新設】
集中支援加算

地域定着支援
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地域における自立した生活を送るための機能訓練・生活訓練の充実等

① 社会生活の自立度評価指標（SIM）の活用と報酬上の評価（機能訓練、生活訓練）※宿泊型自立訓練を除く

○ 標準化された支援プログラムの実施と社会生活の自立度評価指標（SIM）に基づく効果測定を行い、これらの内容を公表している事業所を評価する。

③ピアサポートの専門性の評価（機能訓練、生活訓練）※宿泊型自立訓練を除く

○ 利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不
安の解消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する。

【新規】ピアサポート実施加算 100単位／月

機能訓練 【一部新設】 リハビリテーション加算（Ⅰ） 48単位／日 ＊頸髄損傷による四肢麻痺等の状態にある者又は現行の要件に加えてSIMを活用して評価を実施等した場合

生活訓練 【一部新設】 個別計画訓練加算（Ⅰ） 47単位／日 ＊現行の要件に加えてSIMを活用して評価を実施等した場合

⑥提供主体の拡充（機能訓練）

○ 病院及び診療所並びに通所リハビリテーション事業所において、
共生型サービス又は基準該当サービスの提供を可能とする。

⑤リハビリテーション職の配置基準の見直し（機能訓練）

高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価

○ 高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置する相談支援事業所を評価する。

○ 高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている通所サービスや
居住サービスを評価する。

【新設】高次脳機能障害者支援体制加算 41単位／日  

○ 人員配置基準を見直し、看護職員、理学療法士と作業療法士
の他に言語聴覚士を加える。（生活介護も同様）

④支援の実態に応じた報酬の見直し（宿泊型自立訓練）

○ 日中支援加算について、支援を提供した初日から評価する。

② 基本報酬の見直し（生活訓練）

○ 障害者の地域移行の推進や経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直す。

生活訓練サービス費（Ⅰ）（例：利用定員が20人以下の場合） 【現行】748単位／日 【見直し後】776単位／日

生活訓練サービス費（Ⅱ）（例：視覚障害者に対する専門的訓練の場合） 【現行】750単位／日 【見直し後】779単位／日 ＊機能訓練も同様

生活訓練サービス費（Ⅲ）（例：利用期間が２年間以内の場合）  【現行】271単位／日 【見直し後】281単位／日

【現 行】 支援の3日目から算定可

【見直し後】 支援の初日から算定可

【新設】高次脳機能障害支援体制加算（Ⅰ）60単位／月 ＊対象者あり

高次脳機能障害支援体制加算（Ⅱ）30単位／月 ＊対象者なし

103



就労移行支援事業の安定的な事業実施

就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し

○ 利用定員規模を見直し、定員10名以上からでも実施可能とする。

支援計画会議実施加算の見直し

○ 地域の就労支援機関等と連携して行う支援計画会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有すること
を条件に、サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。

○ この加算は地域の就労支援機関等と連携することにより、地域のノウハウを活用し支援効果を高めていく取組であることから、名称を
「地域連携会議実施加算」に変更する。

【支援計画会議実施加算】583単位／回
（１月につき１回かつ１年につき４回を限度）

・算定に当たっては、サービス管理責任者の会議参加が必須。

【現行】 【見直し後】

【地域連携会議実施加算】（Ⅰ）583単位／回
・算定に当たっては、サービス管理責任者の会議参加が必須。

【地域連携会議実施加算】（Ⅱ）408単位／回
・利用者の状況を把握し、支援計画に沿った支援を行う職業指導員、生活支

援員又は就労支援員等が会議に参加し、会議の前後にサービス管理責任者
に情報を共有した場合に算定。

※算定は(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて１月につき１回かつ１年につき４回を限度とする。
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就労継続支援Ａ型の生産活動収支の改善と効果的な取組の評価

スコア方式による評価項目の見直し

○ 経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価項目を以下のように見直し。
・ 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。
・ 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する。
・ 「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。
・ 利用者が一般就労できるよう知識及び能力の向上に向けた支援の取組を行った場合について新たな評価項目を設ける。
・ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、指定基準を満たすことができていない

事業所への対応として、新たにスコア方式に経営改善計画に基づく取組を行っていない場合の減点項目を設ける。

評価指標 判定スコア

労働時間 1日の平均労働時間により評価 ５点～９０点で評価

生産活動 前年度、前々年度及び前々々年度における生産活動収支の状況により評価 ー２０点～６０点で評価

多様な働き方 利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況により評価 ０点～１５点で評価

支援力向上 職員のキャリアップの機会を組織として提供している等、支援力向上に係る取組実績により評価 ０点～１５点で評価

地域連携活動 地元企業と連携した高付加価値の商品開発、施設外就労等により働く場の確保等地域と連携した取組実績により評価 ０点～１０点で評価

経営改善計画 経営改善計画の作成状況により評価 ー５０点～０点で評価

利用者の知識及び能力向上 利用者の知識及び能力の向上のための支援の取組状況により評価 ０点～１０点で評価

評価指標 判定スコア

労働時間 1日の平均労働時間により評価 ５点～８０点で評価

生産活動 前年度及び前々年度における生産活動収支の状況により評価 ５点～４０点で評価

多様な働き方 利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況とその活用実績により評価 ０点～３５点で評価

支援力向上 職員のキャリアップの機会を組織として提供している等、支援力向上に係る取組実績により評価 ０点～３５点で評価

地域連携活動 地元企業と連携した高付加価値の商品開発、施設外就労等により働く場の確保等地域と連携した取組実績により評価 ０点～１０点で評価

【現行】

【見直し後】
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○ 平均工賃月額に応じた報酬体系について、平均工賃月額が高い区分の基本報酬の単価を引上げ、低い区分の単価を引下げる。
○ 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系について、収支差率を踏まえた基本報酬の設定。
○ 多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置ができるよう、新たに人員配置「６：１」の報酬体系を創設。

就労継続支援Ｂ型の工賃向上と効果的な取組の評価

平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し

平均工賃月額の算定方法の見直し

【新算定式】

※ 上記算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止

定員
基本報酬

【現行】 【見直し後】

20人以下 556単位/日 530単位/日

【目標工賃達成加算】（新設）1０単位／日
目標工賃達成指導員配置加算を算定している

事業所が、工賃向上計画に基づき、工賃が実際に
向上した場合の評価。

(１)「平均工賃月額」に応じた報酬体系

平均工賃月額 基本報酬

4.5万円以上 837単位/日

3.5万円以上4.5万円未満 805単位/日

3万円以上3.5万円未満 758単位/日

2.5万円以上3万円未満 738単位/日

2万円以上2.5万円未満 726単位/日

1.5万円以上2万円未満 703単位/日

1万円以上1.5万円未満 673単位/日

1万円未満 590単位/日

(２)「利用者の就労や生産活動等への参加等」を
もって一律に評価する報酬体系従業員配置６：1（新設） 定員20人以下の場合

【短時間利用減算】（新設）所定単位数の70％算定

利用時間が４時間未満の利用者が全体の５割以上
である場合（個別支援計画で一般就労等に向けた利用時間延長

のための支援が位置付けられ、実際に支援を実施した場合、又は
短時間利用となるやむを得ない理由がある場合は利用者数の割合
の算定から除外）

○ 障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入する。

【見直し後】【現行】

○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により１人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金１級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額
に２千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。

年間工賃支払総額 ÷（年間延べ利用者数÷年間開所日数）÷ 12 月

従業員配置7.5：1 定員20人以下の場合

地域協働加算（現行） 30単位/日

ピアサポート実施加算（現行） 100単位/月

定員 基本報酬

20人以下 584単位/日

従業員配置６：1（新設） 定員20人以下の場合

基
本
報
酬

減
算

高工賃の事業所
を更に評価平均工賃月額

4.5万円以上

3.5万円以上4.5万円未満

3万円以上3.5万円未満

2.5万円以上3万円未満

2万円以上2.5万円未満

1.5万円以上2万円未満

1万円以上1.5万円未満

1万円未満

基
本
報
酬

加
算

単
価

引
上
げ

単
価

引
下
げ

重度者支援体制加算（現行） 22～56単位/日

重度者支援体制加算（現行） 22～56単位/日

加
算
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就労定着支援の充実

基本報酬の設定等

○ 実施主体の追加
・ 障害者就業・生活支援センター事業を行う者を追加する。

○ 就労移行支援事業所等との一体的な実施
・ 本体施設のサービス提供に支障がない場合、就労移行支援事業所の職業指導員等の直接処遇職員が就労定着支援に従事した

 勤務時間を、就労定着支援員の常勤換算上の勤務時間に含める。

○ 就労定着率のみを用いた報酬体系
・ 利用者数と就労定着率に応じた報酬体系ではなく、就労定着率のみに応じた報酬体系とする。

定着支援連携促進加算の見直し

○ 地域の就労支援機関等と連携して行うケース会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有すること
を条件に、サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。

○ この加算は地域の就労支援機関等と連携することにより、地域のノウハウを活用し支援効果を高めていく取組であることから、名称を
「地域連携会議実施加算」に変更する。

【現行】

就労定着率

９割５分以上

９割以上９割５分未満

８割以上９割未満

７割以上８割未満

５割以上７割未満

３割以上５割未満

３割未満

就労定着率

９割５分以上

９割以上９割５分未満

８割以上９割未満

７割以上８割未満

５割以上７割未満

３割以上５割未満

３割未満

【見直し後】※利用者数は加味せず 【支援体制構築未実施減算】【新設】

就労定着支援終了にあたり、企業による
職場でのサポート体制や職場定着に向けた
生活面の安定のための支援が実施されるよ
う、適切な引き継ぎのための体制を構築し
ていない場合について、減算する。

【定着支援連携促進加算】579単位／回
（１月につき１回かつ１年につき４回を限度）

・算定に当たっては、サービス管理責任者の会
議参加が必須。

【現行】 【見直し後】

【地域連携会議実施加算】（Ⅰ）579単位／回
・ 算定に当たっては、サービス管理責任者の会議参加が必須。

【地域連携会議実施加算】（Ⅱ）405単位／回
・ 利用者の状況を把握し、支援計画に沿った支援を行う就労定着支援員が会議に参加し、

会議の前後にサービス管理責任者に情報を共有した場合に算定。

※算定は(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて１月につき１回かつ１年につき４回を限度とする。

利用者数

20人以下

21人以上40人以下

41人以上

所定単位数の90％算定
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新たに創設される就労選択支援の円滑な実施①

○ 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や
適性等に合った選択を支援する就労選択支援を創設する。（令和７年10月１日施行）

対象者

○ 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に
就労移行支援又は就労継続支援を利用している者

○ 令和７年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として
就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する
意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用す
る意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和９年４月
以降、原則として就労選択支援を利用する。

基本プロセス

○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等整理（アセスメント）を実施。
○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとと

もに担当者等に意見を求める。
○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。

アセスメント結果を踏まえて
職業指導等を実施

ハローワーク等 企
業
等

一般就労等

本人と協同して作成したアセスメント結果を
支給決定等において勘案

就労移行支援事業所

就労継続支援Ａ型事業所

就労継続支援Ｂ型事業所

就労系障害福祉サービス利用

本人への情報提供等（随時）

就労選択支援事業所

障
害
者
本
人
と
協
同

②
多
機
関
連
携
会
議

①
ア
セ
ス
メ
ン
ト

③
関
係
機
関
等
と
の

連
絡
調
整

④
雇
用
事
例
等
の
情
報

収
集
、
情
報
提
供
等

就
労
系
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
希
望

障
害
者
本
人

計
画
相
談
支
援
事
業
所

計
画
相
談
支
援
事
業
所

支給決定期間
○ 原則１ヶ月 １ヶ月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要が

ある場合は、2ヶ月の支給決定を行う。

基本報酬の設定等
○ 就労選択支援サービス費 1210単位／日

○ 特定事業所集中減算   200単位／月

正当な理由なく、就労選択支援事業所において前６月間に実施したアセスメントの
結果を踏まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援Ａ型又は指定
就労継続支援Ｂ型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたも
のの占める割合が100分の80を超えている場合について、減算する。
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新たに創設される就労選択支援の円滑な実施②

実施主体

○ 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に３人以上の利用者が新たに通常
の事業所に雇用されたものや、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める以下の
ような事業者を実施主体とする。

就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、
人材開発支援助成金（障害者職業能力開発コース）による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関等

○ 就労選択支援事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、
雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めることと
する。

従事者の人員配置・要件

○ 就労選択支援員 １５：１以上
・  就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。

※ 経過措置として、就労選択支援員養成研修開始から２年間は基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労
選択支援員とみなす。

・ 就労選択支援員養成研修の受講要件としては、基礎的研修を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有している
ことを要件とする。
※ 基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間（令和９年度末までを想定）は、現行の就労アセスメントの実施等について

一定の経験を有し、基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。

・ 就労選択支援は短時間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要とし、サービス管理責任者の配置は求めない
こととする。

特別支援学校における取扱い

○ より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の３年生以外の各学年で実施できること、
また、在学中に複数回実施することを可能とする。加えて、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする。
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報酬区分
常勤専従の

相談支援専門員数

サービス利用支援費 ※

現行 報酬引き上げ

機能強化（Ⅰ） ４名以上 1,864単位 2,014単位

機能強化（Ⅱ） ３名以上 1,764単位 1,914単位

機能強化（Ⅲ） ２名以上 1,672単位 1,822単位

機能強化（Ⅳ） １名以上 1,622単位 1,672単位

機能強化なし 1,522単位 1,572単位

⚫ 市町村毎のセルフプラン率等について国が公表し見える化した上で、今後、自治体の障害福祉計画に基づく相談支援専門員の計画的な養成等を促す方策を講じる。
⚫ 機能強化型事業所で主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合、常勤専従の社会福祉士・精神保健福祉士を「相談支援員」として配置可。
⚫ 居宅訪問が要件の加算について、一部オンラインでの面接を可能とする。
⚫ 離島等の地域において（継続）サービス利用支援の一部オンラインでの面接を可能とするとともに、居宅や事業所等の訪問を要件とする加算を上乗せ等を認める。

①基本報酬等の充実 （算定要件の見直しと単位数の引き上げ） ②医療等の多機関連携のための加算の拡充等

③相談支援人材の確保及びICTの活用について

⚫ 医療等の多機関連携のための各種加算について、加算の対象となる場面や業務、
連携対象の追加（訪問看護事業所）、算定回数などの評価の見直しを行う。

⚫ 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、算定要件を追加（※）した上で、
基本報酬を引き上げ

※「協議会への定期的な参画」及び「基幹相談支援センターが行う地域の相談
支援体制の強化の取組への参画」を要件に追加

相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策

加算名 算定場面 現行 改正後

医療・保育・
教育機関等連
携加算

面談・会議 100単位
計画作成月：200単位
モニタリング月：300単位

（新）通院同行 － 300単位

（新）情報提供 － 150単位

集中支援加算

訪問、会議開催､参加 各300単位 同左

（新）通院同行 － 300単位

（新）情報提供 － 150単位

その他加算
訪問 200・300単位 300単位

情報提供 100単位 150単位

⚫ 要医療児者支援体制加算等
医療的ケアを必要とする障害児者等を支援する事業所を更に評価。

通院同行 情報提供面談・会議

・利用者の通院に同行し、
必要な情報提供を実施

・関係機関に対して文書
により情報提供を実施

・医療機関、保育、教育
機関等との面談・会議

ビジネスのイラスト「会議」

現行 改正後

100単位
（新）300単位（中核的な役割を担う相談支援事業所の場合）

100単位（上記以外）

※通院同行は各病院１回最大３回、情報提供は病院・それ以外で各1回算定可

※１ 継続サービス利用支援費、（継続）障害児支援利用援助費も同様に引き上げ
※２ 複数事業所の協働による機能強化型報酬の対象事業所の追加

「地域生活支援拠点等を構成する事業所」に加えて、「地域生活支援拠点等に係
る関係機関との連携体制を確保し、協議会に定期的に参画する事業所」を追加

⚫ 主任相談支援専門員加算

地域の相談支援の中核的な役割を担う相談支援事業所であって、地域の相談
支援事業所に助言指導を行う場合に更に評価。

⚫ 地域体制強化共同支援加算（支援困難事例等の課題の協議会への報告）
算定対象事業所を追加（※２と同じ）

加算名 現行 改正後
要医療児者支援体制加算
行動障害支援体制加算
精神障害者支援体制加算

35単位 対象者あり：60単位
対象者なし：30単位

（新）高次脳機能障害者支援体制加算 ー

⚫ 支給決定に際して市町村に提出された医師意見書について、本人の同意を得
た上で、相談支援事業所がサービス等利用計画案の作成に活用できる旨周知。
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●地域における中核機関としての体制・取組
・市町村との連携体制、幅広い発達段階に対応する体制、ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ推進体制、

相談支援体制等の確保、取組内容の公表、外部評価の実施、職員研修の実施等

イ 地域支援や支援のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄの専門人材の配置・
取組（関係機関連携・ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝの推進等）

基本
要件

体
制
・
取
組
要
件

１．児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実

ロ 障害児支援の専門人材の配置・取組（障害特性を
踏まえた専門的支援・ﾁｰﾑ支援、人材育成等） 

ハ 多職種連携による専門的な支援体制・取組
（保育士・児童指導員、PT、OT、ST、心理、看護等）

（Ⅱ）イ＋ロ
44～124単位／日

（Ⅲ）イ又はロ
   22～  62単位／日

（Ⅰ）イ＋ロ＋ハ全てに適合
   55～155単位／日

連 携

市町村

【体制の例】
・１（又は複数）の児童発達支援ｾﾝﾀｰ

が中核拠点型として機能を発揮
・それぞれ専門性や強みを持つ児童発

達支援ｾﾝﾀｰと地域の事業所が連携し
て機能を発揮

・ｾﾝﾀｰが未設置の場合等に、地域の
中核となる１の事業所が機能を発揮

・それぞれ専門性や強みを持つ地域の
複数の事業所が連携して機能を発揮

関係機関

児童発達支援センター

中核機能強化事業所 中核機能強化事業所

専門的・包括的支援

児童発達支援ｾﾝﾀｰ等を中核とした地域の支援体制の整備・強化

○ 児童発達支援センターを中核に、身近な地域でニーズに応じた必要な発達支援が受けられる体制整備を進めるとともに、
地域の障害児支援体制の充実を図る
（①障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備 ②児童発達支援センターの機能・運営の強化）

①障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備

〇 児童発達支援ｾﾝﾀｰの基準・基本報酬について、福祉型・医療型の類型を一元化するとともに、福祉型における３類型（障害児、難聴児、
重症心身障害児）の区分も一元化
・ 一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型（障害児）を基本に設定
・ 児童発達支援ｾﾝﾀｰが治療を併せて行う場合には、旧医療型で求めていた医療法に規定する診療所に必要とされる基準を求める
・ ３年（令和９年３月３１日までの間）の経過措置期間を設け、この間、一元化前の旧基準に基づく人員・設備等による支援を可能と

する。この場合に算定する基本報酬・加算について、現行の基本報酬と今回の報酬改定の内容を踏まえて設定

②児童発達支援センターの機能・運営の強化

〇 専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進め
るなど、４つの機能（※）を発揮して地域の障害児支援の中核的役
割を担う児童発達支援ｾﾝﾀｰについて、中核拠点型と位置付けて、体
制や取組に応じて段階的に評価（中核機能強化加算）
（※）①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能

 ②地域の障害児支援事業所に対するｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｽﾞ･ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ機能
      ③地域のｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝの中核機能

④地域の発達支援に関する入口としての相談機能

〇 児童発達支援ｾﾝﾀｰが未設置の地域等において、ｾﾝﾀｰ以外の事業所
が中核的な役割を担う場合に評価（中核機能強化事業所加算）

新設《中核機能強化加算》22～155単位／日
※ 市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援

ｾﾝﾀｰにおいて、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業
所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと
家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合

新設《中核機能強化事業所加算》75～187単位／日
※ 市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける事業所において、

専門人材を配置して、自治体や地域の関係機関等との連携体制を確保しな
がら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組
んだ場合

児童発達支援ｾﾝﾀｰ（中核拠点型）

児童発達支援事業所・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（中核機能強化事業所）
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２．質の高い発達支援の提供の推進①

○ 適切なアセスメントとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化等を進め、個々の特性や
状況に応じた質の高い発達支援の提供を推進する
（①総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等 ②関係機関との連携の強化 ③将来の自立等に向けた支援の充実、④その他）

〇 支援において、５領域（※）を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について事業所の個別支援計画等において５領域との
つながりを明確化した上で提供することを求める《運営基準》
（※）「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」「人間関係・社会性」

〇 ５領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成・公表を
求める《運営基準》とともに、未実施減算を設ける

〇 児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、配置形態（常勤・非常勤等）や経験年数に応じて評価

〇 専門的支援加算及び特別支援加算について、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施
について、２段階で評価

〇 基本報酬について、極めて短時間の支援（30分未満）は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じ
た評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける
・ 支援時間による区分は「30分以上１時間30分以下」「１時間30分超３時間以下」「３時間超５時間以下」の３区分とする（放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにおいては、

「３時間超５時間以下」は学校休業日のみ算定可）
・ ５時間（放デイ平日は３時間）を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、預かりニーズに対応した延長支援として同加算により評価

〇 自己評価・保護者評価について、実施方法を明確化する《運営基準》

①総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等

新設《支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ未公表減算》
所定単位数の85％算定 ※令和７年４月１日から適用

【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】

《専門的支援加算・特別支援加算》
[現行] 〇専門的支援加算

理学療法士等を配置 ７５～１８７単位／日
児童指導員を配置 ４９～１２３単位／日

○特別支援加算 ５４単位／回
[改定後]〇専門的支援体制加算 ４９～１２３単位／日

専門的支援実施加算 １５０単位／回
（原則月４回まで。利用日数等に応じて最大６回まで）

※体制加算：理学療法士等を配置
実施加算：専門人材が個別・集中的な専門的支援を計画的に実施

《児童指導員等加配加算》
[現行]  理学療法士等を配置 ７５～１８７単位／日

 児童指導員等を配置 ４９～１２３単位／日
 その他の従業者を配置 ３６～ ９０単位／日

[改定後] 児童指導員等を配置
 常勤専従・経験５年以上 ７５～１８７単位／日
 常勤専従・経験５年未満 ５９～１５２単位／日
 常勤換算・経験５年以上 ４９～１２３単位／日
 常勤換算・経験５年未満 ４３～１０７単位／日

 その他の従業者を配置    ３６～ ９０単位／日

現 行 見 直 し 後

児童指導員等加配加算
（配置：資格等に応じた評価）

基
本
報
酬

加
算

専門的支援加算（配置）

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅰ

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅱ

基
本
報
酬

加
算

専門的支援体制加算（配置）

専門的支援実施加算（実施）

延長支援加算

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅰ（重症児・ｹｱﾆｰｽﾞの高い児）

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅱ（要保護・要支援児童）

③3時間超～
5時間以下

②1.5時間超～
3時間以下

①30分以上～
1.5時間以下

1日単価

※放デイは平日は②まで、学校休業日は③まで算定可

児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの報酬体系（全体像）

※児発は旧個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅰを包括して評価

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅲ（不登校児童）

児童指導員等加配加算
（配置：経験年数等に応じた評価）

下限の設定／時間区分の創設改

新

改

改

改

改

５時間超
（放ﾃﾞｲ平日
は３時間超）

預かりﾆｰｽﾞに
対応した支援

改

※ 図の高さは単位数とは一致しない

（放デイは２回～６回まで）

特別支援加算（実施）※併算不可
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２．質の高い発達支援の提供の推進②

新設《自立ｻﾎﾟｰﾄ加算》100単位／回（月２回まで）
※高校生（２年・３年に限る）について、学校や地域の企業等と連携しながら、

相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合

《関係機関連携加算》
［現行］
（Ⅰ）200単位／回（月１回まで）保育所や学校等と連携し

 個別支援計画を作成等
（Ⅱ）200単位／回（１回まで）   就学先・就職先と連絡調整

③将来の自立等に向けた支援の充実

〇 こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合に評価（通所自立支援加算）

〇 高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合に評価（自立ｻﾎﾟｰﾄ加算）

新設《通所自立支援加算》60単位／回（算定開始から３月まで）
  ※学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、

職員が付き添って計画的に支援を行った場合

新設《事業所間連携加算》
（Ⅰ）（中核となる事業所）500単位／回（月１回まで）
（Ⅱ）（連携する事業所） 150単位／回（月１回まで）

※（Ⅰ）会議開催等による事業所間情報連携、家族への相談援助
   や自治体との情報連携等を実施

（Ⅱ）情報連携に参画、事業所内で情報を共有し支援に反映

［改定後］
（Ⅰ）250単位／回（月１回まで）保育所や学校等と連携し個別支援計画を作成等
（Ⅱ）200単位／回（月１回まで）保育所や学校等とⅠ以外で情報連携
（Ⅲ）150単位／回（月１回まで）児童相談所、医療機関等と情報連携
（Ⅳ）200単位／回（１回まで）   就学先・就職先と連絡調整

〇 関係機関連携加算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を
行った場合に評価

〇 ｾﾙﾌﾌﾟﾗﾝで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価
（事業所間連携加算）  ※併せて、障害児支援利用計画（ｾﾙﾌﾌﾟﾗﾝ）と個別支援計画を自治体・事業所間で共有して活用する仕組みを設ける

②関係機関との連携の強化 【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】

【放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】

医療機関
児童相談所 等

保育所・学校等

こども・家庭への
包括的な支援の提供

関係機関との連携強化

拡充 関係機関連携加算（Ⅰ）
新設 関係機関連携加算（Ⅱ）

新設 関係機関連携加算（Ⅲ）

新設 事業所間連携加算

※ｾﾙﾌﾌﾟﾗﾝの場合の支援の
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ強化

市町村

障害児支援事業所
障害児支援事業所

障害児支援事業所

④その他

〇 事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供
を進めることを求める《運営基準》

〇 令和５年度末までの経過措置とされていた児童発達支援ｾﾝﾀｰの食事提供加算について、栄養面など障害児の特性に応じた配慮や、食育的
な観点からの取組等を求めるとともに、取組内容に応じた評価とする見直しを行った上で、令和９年３月末まで経過措置を延長

【障害児支援全サービス】
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《医療連携体制加算（Ⅶ）》 ［現行］100単位／日

〇 主として重症心身障害児に対し支援を行う事業所の基本報酬について、定員による区分設定を、１人単位刻みから３人単位刻みとする。
なお、同事業所の基本報酬については時間区分創設の見直しは行わない

〇 医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に評価

〇 送迎加算について、こどもの医療濃度等も踏まえて評価

○ 医療的ケア児や重症心身障害児、強度行動障害を有する児をはじめ、より専門的な支援が必要な障害児への支援の充実を図り、
障害特性に関わらず地域で安心して暮らし育つことができる環境整備を進める
（①医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実 ②強度行動障害を有する児への支援の充実 ③ケアニーズの高い児への支援の充実

④不登校児童への支援の充実 ⑤居宅訪問型児童発達支援の充実）

３．支援ニーズの高い児への支援の充実①

〇 喀痰吸引等が必要な障害児に対する認定特定行為業務従事者による支援を評価する医療連携体制加算（Ⅶ）について、評価を見直す
とともに、主として重症心身障害児に対して支援を行う事業所においても算定可能とする

《送迎加算》
［現行］障害児 ５４単位／回

医療的ケア児 ＋３７単位／回
  （※）医療的ケア区分による基本報酬の事業所のみ算定可

     看護職員の付き添いが必要

【児発ｾﾝﾀｰ、主として重症児を支援する事業所の場合】
重症心身障害児 ３７単位／回

（※）職員の付き添いが必要

新設《入浴支援加算》55単位／回（月８回まで）
※放デイは70単位／回

［改定後］250単位／日
※主として重症児を支援する事業所の場合にも算定可能とする

①医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実

②強度行動障害を有する児への支援の充実

〇 共生型ｻｰﾋﾞｽにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合
に評価（共生型ｻｰﾋﾞｽ医療的ケア児支援加算）

［改定後］
障害児 ５４単位／回 重症心身障害児 ＋４０単位／回
医療的ケア児 ＋４０単位 又は ＋８０単位／回
（※）医療的ケア区分による基本報酬以外の事業所でも算定可

【児発ｾﾝﾀｰ、主として重症児を支援する事業所の場合】
重症心身障害児 ４０単位／回
医療的ケア児  ４０単位 又は ８０単位／回
（※）医療的ケア児については医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要
（※）重症心身障害児については、職員の付き添いが必要

新設《共生型ｻｰﾋﾞｽ医療的ｹｱ児支援加算》
400単位／日 （※）看護職員等を１以上配置

〇 強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
において、専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価を見直す

《強度行動障害児支援加算》 ［現行］155単位／日
※基礎研修修了者を配置し、強度行動障害を有する児
（児基準20点以上）に対して支援

［改定後］（Ⅰ）（児基準20点以上）200単位／日
   （Ⅱ）（児基準30点以上）250単位／日（※放デイのみ）

加算開始から90日間は＋500単位／日
※実践研修修了者（Ⅱは中核的人材）を配置し、支援計画を作成し支援

※このほか、放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの個別ｻﾎﾟｰﾄ加算（Ⅰ）においても評価を充実。また、集中的支援加算（1000単位／日（月４回まで））も創設

〇 居宅介護の特定事業所加算の加算要件（重度障害者への対応、中重度障害者への対応）に、医療的ケア児及び重症心身障害児を追加

【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】

【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】

80:医療的ｹｱｽｺｱ
16点以上の場合

（入浴支援加算）
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〇 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの個別ｻﾎﾟｰﾄ加算（Ⅰ）について、強度行動障害の知識のある職員による支援を行った場合の評価を充実するとともに、
著しく重度の障害児が利用した場合の評価を見直す

３．支援ニーズの高い児への支援の充実②

〇 児童発達支援の個別ｻﾎﾟｰﾄ加算（Ⅰ）について、基本報酬に包括化して評価することとした上で、著しく重度の障害児が利用した場合を
評価

《人工内耳装用児支援加算》
［現行］445～603単位／日
※主として難聴児を支援する児発ｾﾝﾀｰにおいて支援する場合

《個別ｻﾎﾟｰﾄ加算（Ⅰ）》［現行］100単位／日
※乳幼児等ｻﾎﾟｰﾄ調査表で食事・排せつ・入浴・移動が一定の

区分に該当する児に対して支援（主として重症児除く）

③ケアニーズの高い児への支援の充実

④不登校児童への支援の充実

⑤居宅訪問型児童発達支援の充実

［改定後］
（Ⅰ）児発ｾﾝﾀｰ（聴力検査室を設置） 445～603単位／日
（Ⅱ）その他のセンター・事業所 150単位／日

※医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し計画的に支援

《個別ｻﾎﾟｰﾄ加算（Ⅰ）》［現行］100単位／日
※著しく重度（食事・排せつ・入浴・移動のうち３以上が全介

助）又はｹｱﾆｰｽﾞの高い（就学時ｻﾎﾟｰﾄ調査表で13点以上）児に
対して支援（主として重症児除く）

［改定後］ｹｱﾆｰｽﾞの高い障害児に支援 90単位／日
同 基礎研修修了者を配置し支援 120単位／日

著しく重度の障害児に支援 120単位／日
（主として重症児除く）

〇 個別ｻﾎﾟｰﾄ加算（Ⅱ）について、こども家庭ｾﾝﾀｰやｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝに基づく支援との連携を推進しつつ、評価を見直す

《個別ｻﾎﾟｰﾄ加算（Ⅱ）》［現行］125単位／日
※要保護・要支援児童に対し、児相等と連携して支援

〇 人工内耳を装用している児に支援を行った場合を評価

〇 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通
に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合を評価
（視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算）

新設《視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算》100単位／日

〇 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにおいて、不登校児童に対して、通常の発達支援に加えて、
学校との連携を図りながら支援を行った場合を評価（個別ｻﾎﾟｰﾄ加算（Ⅲ））

新設《個別ｻﾎﾟｰﾄ加算（Ⅲ）》70単位／日
※放デイのみ

〇 支援において５領域を全て含めた総合的な支援を提供することや、事業所の支援プログラムの作成・公表等を求める
〇 効果的な支援の確保・促進（支援時間の下限の設定、訪問支援員特別加算の見直し、多職種連携支援加算の新設）
〇 強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行った場合を評価（強度行動障害児支援加算の新設）
〇 障害児の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を行った場合を評価（家族支援加算の新設）

※見直し内容については、５．ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝの推進（保育所等訪問支援の充実）等を参照

【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】

【放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】

［改定後］120単位／日
※重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援

（主として重症児除く）

［改定後］150単位／日
※要保護・要支援児童に対し、児相やこ家セン等と連携して支援
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〇 養育支援や預かりニーズへの対応など、保護者・きょうだいへの家族支援を推進し、家族全体のウェルビーイングの向上を
図る（①家族への相談援助等の充実 ②預かりニーズへの対応）

４．家族支援の充実

〇 家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえた
こどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合に
評価（子育てｻﾎﾟｰﾄ加算）

新設《子育てｻﾎﾟｰﾄ加算》80単位／回（月４回まで）
※保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、

特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合

①家族への相談援助等の充実

②預かりニーズへの対応

〇 家庭連携加算（居宅への訪問による相談援助）と事業所内相談支援加算（事業所内での相談援助）について、統合し、ｵﾝﾗｲﾝによる相談援助を
含め、個別とｸﾞﾙｰﾌﾟでの支援に整理して評価。きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化

《家庭連携加算・事業所内相談支援加算 》
［現行］《家庭連携加算》

居宅訪問 280単位（１時間未満187単位）／回（月４回まで）
《事業所内相談支援加算》
（Ⅰ）（個別相談） 100単位／回（月１回まで）
（Ⅱ）（グループ）   80単位／回（月１回まで）

［改定後］《家族支援加算》（Ⅰ・Ⅱそれぞれ月４回まで）
（Ⅰ）個別の相談援助等 居宅訪問 300単位（１時間未満200単位）／回

施設等で対面 100単位／回
ｵﾝﾗｲﾝ 80単位／回

（Ⅱ）ｸﾞﾙｰﾌﾟでの相談援助等 施設等で対面 80単位／回
ｵﾝﾗｲﾝ 60単位／回

【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】 ※保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援においても、家族支援の評価を充実

〇 基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定することとあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯
の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価

《延長支援加算》
［現行］ 障害児 重症心身障害児

延長１時間未満 61単位／日 128単位／日
同１時間以上２時間未満 92単位／日 192単位／日
同２時間以上  123単位／日 256単位／日

※営業時間が８時間以上であり、営業時間の前後の時間において
支援を行った場合（人員基準により置くべき直接支援職員１名以上
を配置）

［改定後］      障害児 重症心身障害児・医療的ｹｱ児
延長１時間以上２時間未満 92単位／日 192単位／日

同２時間以上  123単位／日 256単位／日
（延長30分以上１時間未満   61単位／日 128単位／日）

※基本報酬における最長の時間区分に対応した時間（児発：５時間、
放ﾃﾞｲ：平日３時間・学校休業日５時間）の発達支援に加えて、当該支援の
前後に預かりニーズに対応した支援を行った場合（職員２名以上（うち１名
は人員基準により置くべき職員（児童発達支援管理責任者含む）を配置）
なお、延長30分以上１時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が
計画よりも短くなった場合に限り算定可

【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】
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《保育・教育等移行支援加算》［現行］500単位／回（１回まで）
※通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合
（退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合）

○ 保育所等への支援を行いながら併行通園や保育所等への移行を推進するなど、インクルージョンの取組を推進し、障害の有無
に関わらず全てのこどもが共に育つ環境整備を進める
（①児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンに向けた取組の推進 ②保育所等訪問支援の充実）

５．インクルージョンの推進

〇 訪問支援時間に下限を設定し、30分以上とすることを求める。事業所に対し、ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ推進の取組、個別支援計画について、保育所や
学校等の訪問先と連携しての作成等を求める《運営基準》。ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸやｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、関係機関との連携等においてｵﾝﾗｲﾝの活用を推進

〇 訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる医療機関や児童相談所等の関係機関
と連携して個別支援計画の作成やｹｰｽ会議等を実施した場合に評価（関係機関連携加算）

〇 自己評価・保護者評価・訪問先評価の実施・公表を求める《運営基準》とともに、
未実施減算を設ける

〇 訪問支援員特別加算について、配置のみではなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、経験のある訪問支援員への評価を見直す

〇 職種の異なる複数人のﾁｰﾑでの多職種連携による支援について
評価（多職種連携支援加算）

〇 事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画において具体的な取組
等について記載しその実施を求める《運営基準》

〇 保育・教育等移行支援加算について、保育所等への移行前の移行に向けた取組等についても評価

《訪問支援員特別加算》［現行］679単位／日
※保育士等、作業療法士等で障害児支援の業務従事５年以上の職員を配置

新設《ｹｱﾆｰｽﾞ対応加算》120単位／日
※訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を配置し、支援

新設《多職種連携支援加算》200単位／回（月１回まで）
※訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人で

連携して訪問支援を行った場合

新設《関係機関連携加算》150単位／回（月１回まで）

［改定後］退所前に移行に向けた取組を行った場合 500単位／回（２回まで）
退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合 500単位／回（１回まで）
同 保育所等を訪問して助言・援助を行った場合 500単位／回（１回まで）

［改定後］(Ⅰ)業務従事10年以上（又は保育所等訪問等５年以上）８５０単位／日
            (Ⅱ)      同 ５年以上（同                        ３年以上）７００単位／日

①児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンに向けた取組の推進

②保育所等訪問支援の充実

新設《強度行動障害児支援加算》200単位／日
※実践研修修了者を配置し、強度行動障害を有する児（児基準20点以上）に

対して、支援計画を作成し、基礎研修又は実践研修修了者が支援

［現行］《家庭連携加算》
居宅訪問 280単位

（１時間未満187単位）／回
（月２回まで）

＜ケアニーズの高い児のインクルージョン推進＞
〇 重症心身障害児等の著しく重度の障害児、医療的ケア児、強度行動障害を有する児へ支援を行った場合に評価

（ｹｱﾆｰｽﾞ対応加算・強度行動障害児支援加算）

＜家族支援の充実＞
〇 家族支援の評価を見直す

［改定後］《家族支援加算》（Ⅰは月2回まで・Ⅱは月4回まで）
（Ⅰ）個別の相談援助等 居宅訪問300単位（１時間未満200単位）／回

事業所等で対面 100単位／回 ｵﾝﾗｲﾝ 80単位／回
（Ⅱ）ｸﾞﾙｰﾌﾟでの相談援助等 事業所等で対面 80単位／回 ｵﾝﾗｲﾝ 60単位／回

新設《自己評価結果等未公表減算》
所定単位数の85％算定 ※令和７年４月１日から適用

＜効果的な支援の確保・促進＞
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○ 障害児入所支援について、家庭的な養育環境の確保と専門的支援の充実、成人期に向けた移行支援の強化を図り、施設での
障害児の育ちと暮らしを支える
（①地域生活に向けた支援の充実 ②小規模化等による質の高い支援の提供の推進 ③支援ニーズの高い児への支援の充実 ④家族支援の充実）

６．障害児入所施設における支援の充実

〇 入所児童の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を
行った場合に評価（家族支援加算）

〇 できる限り良好な家庭的な環境の中で支援を行うことを求める

〇 小規模グループケア加算について、
より小規模なケアとサテライト型の評価を見直す

〇 強度行動障害児特別支援加算について、体制・設備の要件を整理し評価を見直すとともに、行動障害の状態がより強い児への支援に
ついて、専門人材の配置等を求めた上で評価を見直す

〇 移行支援計画を作成し同計画に基づき移行支援を進めることを求める《運営基準》

〇 移行支援計画を作成・更新する際に、関係者が参画する会議を開催し、
連携・調整を行った場合に評価（移行支援関係機関連携加算）

〇 特別な支援を必要とする児の宿泊・日中活動体験時に支援を行った場合に評価
（体験利用支援加算）

〇 職業指導員加算について、専門的な支援を
計画的に提供することを求める内容に見直す

《強度行動障害児特別支援加算》
［現行］７８１単位／日

加算開始から90日間は＋700単位／日

［改定後］(Ⅰ)（児基準20点以上）３９０単位／日
               (Ⅱ)（児基準30点以上）７８１単位／日 ※90日間＋700単位は変更なし

          ※加配・設備要件を緩和。Ⅱについて中核的人材を配置

新設《要支援児童加算》(Ⅰ)（関係機関と連携した支援）                 150単位／回（月１回まで）

   (Ⅱ)（心理担当職員による計画的な心理支援）150単位／回（月４回まで）

新設《家族支援加算》（Ⅰ・Ⅱそれぞれ月２回まで）
（Ⅰ）個別の相談援助等 居宅訪問300単位（１時間未満200単位）／回

施設等で対面 100単位／回 ｵﾝﾗｲﾝ 80単位／回
（Ⅱ）ｸﾞﾙｰﾌﾟでの相談援助等 施設等で対面 80単位／回 ｵﾝﾗｲﾝ 60単位／回

新設《移行支援関係機関連携加算》
250単位／回（月１回まで）

新設《体験利用支援加算》
（Ⅰ）(宿泊)      700単位／日（１回３日・２回まで）
（Ⅱ）(日中活動)500単位／日（１回５日・２回まで）

［現行］《職業指導員加算》
8～296単位／日

※職業指導員を専任で配置

《小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ加算》
［現行］240単位／日 ｻﾃﾗｲﾄ型＋308単位／日

※専任の児童指導員等を１以上（ｻﾃﾗｲﾄ型は２以上）配置

①地域生活に向けた支援の充実

②小規模化等による質の高い支援の提供の推進

③支援ニーズの高い児への支援の充実

④家族支援の充実

［改定後］《日中活動支援加算》16～322単位／日
※経験を有する職業指導員を専任で配置し、

日中活動に関する計画を作成し支援

［改定後］規模に応じて186～320単位／日 ｻﾃﾗｲﾄ型＋378単位／日
※ｻﾃﾗｲﾄ型は３以上（うち２は兼務可）配置

〇 基本報酬（主として知的障害児に支援を行う場合）について、利用定員規模別の報酬設定をよりきめ細かく（11人以上～40人以下の区分を
10人刻みから5人刻みに）設定するとともに、大規模の定員区分について整理（111人以上の区分を削る）

《運営基準》

〇 被虐待児に対して、関係機関とも連携しながら心理面からの支援を行った場合に評価（要支援児童加算）

※このほか、強度行動障害を有する児について、集中的支援加算（Ⅰ）広域的支援人材による支援：1000単位/日（月４回まで）
（Ⅱ）他施設等からの受入れ：500単位/日（いずれも３月以内）も創設
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５．社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要
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社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要

等

改 正 の 概 要

改 正 の 趣 旨

施 行 期 日

令和９年４月１日（ただし、２．②の一部は公布日、２．③は公布後１年６月以内に政令で定める日、１．③及び⑤の一部は公布後２年以内に政令で定

める日、１．⑤、⑥及び２．①の一部は公布後３年以内に政令で定める日）

１．地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充【社福法、介保法、老福法、障害者総合支援法、児福法、困窮法、生保法】

① 小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業(※)を新設するほか、地域住民の支援等を検討する会議を全市町村で設置可能等とする。

※福祉各分野の相談支援・地域づくり事業の配置基準を分野横断的な基準に柔軟化するとともに、あわせて地域住民の取組との協働促進を図る事業を行う。

② 中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型（「特定地域サービ

ス」）の新設や、地域のサービス提供主体が少ない場合に市町村が事業として居宅介護サービス等を実施できる「特定地域居宅サービス等事業」の創

設、事業者間の連携強化とそのための事業継続の仕組みの構築、介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点を運営する事業の新設等を行う。

③ 頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付け、あわせて相談体

制等の整備を図る。

④ 成年後見制度や地域における権利擁護事業の適切な利用の支援の中核的な役割を担う「地域権利擁護相談支援センター」を設置可能等とする。

⑤ 中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームに係る都道府県等への登録制度を導入する。また、その入居者に対する相談支援を行う「登録施

設介護支援」等を新設し利用者負担を求める。

⑥ 介護サービス量等の中長期推計及び医療・介護連携等に関する介護保険事業（支援）計画の見直しや、介護サービス利用時等の電子資格確認の導

入など介護被保険者証に係る見直しを行う。

２．福祉人材の安定的な確保及び定着支援【社福法、介保法、障害者総合支援法、児福法、士士法、平成19年士士法改正法】

① 関係団体等（公的機関、地域の事業者、養成施設等）で構成する福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とするとともに、生産

性向上、経営改善支援等の取組の促進を国及び都道府県の責務とし、関係者の連携を図る関係協議会を設置する。

② 令和13年度までの介護福祉士養成施設卒業者については、経過措置として卒業後５年間は介護福祉士の資格を有することができるものとするほか、

准介護福祉士資格を廃止する。

③ 介護支援専門員（ケアマネジャー）に係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止するなど、法定研修に係る見直しを行う。

３．支援基盤の強化等【社福法】

① 社会福祉連携推進法人が実施可能な業務を追加（第二種社会福祉事業等）し、社会福祉法人解散時の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加する。

② 災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）として活動する人材登録の仕組みを整備する。

質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を
確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホーム
に係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法定研修
の見直し等の措置を講ずるほか、介護分野等における質の高い福祉サービスの確保等を図るための都道府県協議会を設置すること、一定の要件を満たす
社会福祉連携推進法人における社会福祉事業の実施を可能とすること等の措置を講ずる。
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１．② 特定地域サービス、特定地域居宅サービス等事業の創設

○ 高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する中山間・人口減少地域においては、生産年齢人口の減少により介護人材や専門職の確保
が困難。必要なサービスを維持するため、地域の実情に応じて柔軟なサービス提供を可能とする仕組みを設けることが必要。
※ 特に訪問介護等について、利用者の事情による突然のキャンセルや利用者宅間の移動に係る負担、季節による繁閑等から、年間を通じた安定的な経営が
難しく、サービス基盤の維持に当たっての課題となっている。

現状・課題

○ 中山間・人口減少地域（※）において、柔軟にサービス基盤を維持・確保できるようにするため、地域の実情に応じて、管理者や専門職
常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等の配置基準の弾力化や包括的な評価の仕組み（月単位の定額報酬）の導入が可能となるよう、特例介
護サービスに新たな類型（「特定地域サービス」）を創設する。
※ 国において一定の基準を示した上で、都道府県が、市町村の意向を確認して対象地域（特定地域）を決定。

○ こうした給付による特例の仕組みを活用しても、なおサービス提供体制の維持が困難なケースに対応するため、市町村が地域支援事業とし
て、介護保険財源を活用して、給付に代えて居宅サービス等を実施可能な仕組み（「特定地域居宅サービス等事業」）を創設する。

見直し内容

特定地域
居宅サービス等事業

人員配置
基準

地 域

報 酬

類 型

国の基準に従い、
都道府県等が条例で
規定

全国

全国一律の介護報酬

指定サービス

居宅・施設サービス等

特定地域サービス

指定サービスより緩和さ
れた国の基準に従い、
都道府県等が条例で規定

※職員の負担や質の確保への
配慮が前提

中山間・人口減少地域

介護報酬（包括的な評価
の仕組みを導入可）

居宅・施設サービス等

対象事業所
の手続き

指定 市町村に登録

規定なし

中山間・人口減少地域

事業費

居宅サービス等

市町村から委託

【特定地域居宅サービス等事業】

これらに加えて、中山
間・人口減少地域におけ
るサービス提供に要する
追加的な経費等を勘案

【特定地域サービス】
（包括的な評価）

【現行】
（出来高）

＜報酬（収入）のイメージ＞

＜特定地域居宅サービス等事業の活用が考えられるケース＞

通常の訪問圏域を越えて訪問 他サービス事業所から訪問

通所介護等

訪問機
能

＋

A市B市

C市

地域の実情に応じて選択可能な新たな仕組み
※介護保険財源を活用

※障害福祉分野においても特定地域サービスを創設
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